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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過していることを検知して検知信号を出
力する検知手段と、前記検知手段から出力された検知信号に基づいて成立する始動条件の
成立により各々を識別可能な複数種類の識別情報を変動表示する変動表示装置とを備え、
前記識別情報の変動表示の表示結果が予め定められた特定表示結果となったときに、遊技
者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、
　所定の初期設定処理を実行した後、制御データに基づき遊技の進行を制御する遊技制御
処理を実行する遊技制御手段と、
　前記始動領域への前記遊技媒体の進入を可能とする可状態と、前記遊技媒体の進入を不
可能とする不可状態との何れかの状態に変化させられる進入規制手段とを備え、
　前記遊技制御手段は、
　　予め定められた所定の条件が成立している特定期間が開始したときに、前記進入規制
手段の状態を前記不可状態から前記可状態に変化させるとともに、該特定期間が終了した
ときに、該進入規制手段の状態を前記可状態から前記不可状態に変化させる可状態制御手
段と、
　　数値データを更新する数値更新手段と、
　　前記検知手段から前記検知信号が出力されたときに、該検知信号の出力に基づいて前
記始動条件が成立したか否かに関わらずに、前記数値更新手段によって更新された数値デ
ータを抽出し、数値データ格納領域に格納する数値データ抽出手段と、
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　　前記数値データ格納領域に前記数値データ抽出手段により抽出された数値データが格
納された後、該格納されている数値データが読み出されるまでは、前記数値データ抽出手
段により新たな数値データの格納を制限して、該格納されている数値データを保持する数
値データ保持手段と、
　　前記始動条件が成立したときに、前記数値データ格納領域に格納されている数値デー
タを読み出す数値データ読出手段と、
　　前記数値データ読出手段により読み出された数値データを用いて、前記識別情報の変
動表示の表示結果により前記特定遊技状態に制御するか否かを、該識別情報の変動表示の
表示結果が導出されるよりも前に決定する事前決定手段と、
　　前記特定期間以外の期間において前記検知手段から前記検知信号が出力されたときに
、前記始動条件の成立を禁止する始動成立禁止手段と、
　　前記特定期間以外の期間における前記検知手段からの前記検知信号の出力により前記
数値データ格納領域に格納された数値データを読み出し、前記数値データ保持手段による
新たな数値データの格納の制限を解除する特定検知時保持解除手段とを備える
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関し、進入規制手段により始動領域に遊技媒体
を進入させることを可能とする可状態と、不可能とする不可状態とに変化させることので
きる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機は、遊技領域に打ち出された遊技球が始動入賞口に入賞したことを契機
として大当たり抽選を行っており、該抽選の結果に当選することで大入賞口が一定期間断
続的に開放される大当たり遊技状態に制御され（１回当たりの開放が１ラウンド）、遊技
者にとっての有利な状態となる。大当たり抽選に当選したことは、特図ゲームと呼ばれる
液晶表示器などの変動表示装置で図柄を変動表示させ、そこに所定の出目の図柄（一般的
には、同一種類の図柄）を導出させることによって報知される。
【０００３】
　パチンコ遊技機における大当たり抽選は、始動入賞口に遊技球が入賞したときに抽出さ
れる乱数の値に基づいて実行されるが、その始動入賞口には、これを構成する入賞球装置
が電動チューリップを備え、いわゆる普図ゲームで当選すると電動チューリップの可動翼
片が傾動位置となる開放制御が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻って遊技球が
入賞し得なくなる閉鎖制御が行われるものがある。
【０００４】
　上記した大当たり抽選に用いる乱数（疑似乱数）を抽出するため、パチンコ遊技機は、
一般的に一定の範囲で数値を更新するカウンタを備えており、始動入賞口に遊技球が入賞
したことが検出された際に、カウンタの数値を抽出し、抽出した値を乱数として用いる方
法がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１５２２６８号公報（段落００３８、００３９等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の遊技機のように、始動入賞口に遊技球が入賞したことが検出された
際にカウンタの数値を抽出して抽選を行う方法では、始動入賞口に遊技球が入賞したこと
が検出されてカウンタの数値を抽出した後、静電気などにより始動入賞口に遊技球が入賞
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したことの検出信号の信号線にノイズがのることによって再度カウンタから数値が抽出さ
れた場合、始動入賞口に遊技球が入賞したことの検出によって抽出された数値とは異なる
数値によって抽選が行われてしまうこととなる。
【０００７】
　このような問題を解決する方法として、カウンタから一度数値を抽出した後、抽出した
数値が読み出されるまで保持しておく方法が考えられるが、このような方法を採用した場
合、電動チューリップに閉鎖制御が行われているときに検出信号の信号線にノイズがのる
ことによってカウンタから数値が抽出されてしまっていると、電動チューリップが開放制
御されて遊技球が適切に始動入賞口に入賞し得たときでも、閉鎖制御が行われているとき
に抽出された数値によって大当たり抽選が行われてしまうという新たな問題が生じること
となる。
【０００８】
　本発明は、始動条件が有効に成立したタイミングとは異なるタイミングで抽出された数
値を用いて、特定遊技状態に制御させるか否かの決定が行われることを防止することがで
きる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる遊技機は、
　遊技領域に設けられた始動領域（普通可変入賞球装置６Ｂ）を遊技媒体が通過している
ことを検知して検知信号を出力する検知手段（第２始動口スイッチ２２Ｂ）と、前記検知
手段から出力された検知信号に基づいて成立する始動条件の成立により各々を識別可能な
複数種類の識別情報を変動表示する変動表示装置（特別図柄表示装置４Ａ、４Ｂ、画像表
示装置５）とを備え、前記識別情報の変動表示の表示結果が予め定められた特定表示結果
となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当たり遊技状態）に制御する遊
技機（パチンコ遊技機１）であって、
　所定の初期設定処理を実行した後、制御データに基づき遊技の進行を制御する遊技制御
処理を実行する遊技制御手段（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
　前記始動領域への前記遊技媒体の進入を可能とする可状態（傾斜位置）と、前記遊技媒
体の進入を不可能とする不可状態（垂直位置）との何れかの状態に変化させられる進入規
制手段（普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片）とを備え、
　前記遊技制御手段は、
　　予め定められた所定の条件（普図ハズレ）が成立している特定期間（拡大開放制御が
行われる所定時間）が開始したときに、前記進入規制手段の状態を前記不可状態から前記
可状態に変化させるとともに、該特定期間が終了したときに、該進入規制手段の状態を前
記可状態から前記不可状態に変化させる可状態制御手段（ステップＳ９６）と、
　　数値データを更新する数値更新手段（乱数生成回路５５３、乱数列変更回路５５５）
と、
　　前記検知手段から前記検知信号が出力されたときに、該検知信号の出力に基づいて前
記始動条件が成立したか否かに関わらずに、前記数値更新手段によって更新された数値デ
ータを抽出し、数値データ格納領域（乱数値レジスタ５５９Ｂ）に格納する数値データ抽
出手段（乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ）と、
　　前記数値データ格納領域に前記数値データ抽出手段により抽出された数値データが格
納された後、該格納されている数値データが読み出されるまでは、前記数値データ抽出手
段により新たな数値データの格納を制限して、該格納されている数値データを保持する数
値データ保持手段（新たな数値データのラッチの禁止）と、
　　前記始動条件が成立したときに、前記数値データ格納領域に格納されている数値デー
タを読み出す数値データ読出手段（ステップＳ２２１、Ｓ２２４）と、
　　前記数値データ読出手段により読み出された数値データを用いて、前記識別情報の変
動表示の表示結果により前記特定遊技状態に制御するか否かを、該識別情報の変動表示の
表示結果が導出されるよりも前に決定する事前決定手段（ステップＳ２５３、Ｓ２５４）
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と、
　　前記特定期間以外の期間において前記検知手段から前記検知信号が出力されたときに
、前記始動条件の成立を禁止する始動成立禁止手段と、
　　前記特定期間以外の期間における前記検知手段からの前記検知信号の出力により前記
数値データ格納領域に格納された数値データを読み出し、前記数値データ保持手段による
新たな数値データの格納の制限を解除する特定検知時保持解除手段（ステップＳ２１７（
ＮＯ）、Ｓ２３１）とを備える
　ことを特徴とする。
【００１０】
　上記遊技機では、始動領域を遊技媒体が通過したことを検知する検知手段から検知信号
が出力されると、該検知信号の出力に基づいて始動条件が成立したか否かに関わらず、数
値データ抽出手段により数値更新手段から数値データが抽出され、数値データ格納領域に
格納される。数値データ格納領域に数値データが格納されると、該格納された数値データ
が数値データ読出手段によって読み出されるまでは、数値データ保持手段により新たな数
値データの格納が制限されるので、数値データ格納領域に格納された数値データが新たな
数値データによって上書きされてしまうことがない。このため、始動領域を遊技媒体が通
過していないのに、静電気などにより検知手段の検知信号の信号線にノイズがのって検知
信号が出力されたのと同じ状態になってしまっても、数値データ格納手段に格納される数
値データが変わってしまうことがない。
【００１１】
　一方、特定期間以外の期間で進入規制手段が不可状態に変化させられているときには、
そもそも始動領域に遊技媒体が進入し得ず、始動条件の成立が禁止されることとなるが、
静電気などにより検知手段の検知信号の信号線にノイズがのって検知信号が出力されたの
と同じ状態になってしまうと、数値データ抽出手段により数値更新手段から数値データが
抽出され、数値データ格納領域に格納される。その後、所定の条件が成立して特定期間と
なり、進入規制手段が可状態に変化させられて始動領域に遊技媒体が進入し、これが検知
手段により検知されて始動条件が成立したときに、進入規制手段が不可状態に変化させら
れているときに抽出された数値データが数値データ格納領域に格納されたままとなってい
ると、不可状態で始動条件が成立していないときに抽出された数値データを用いて、特定
遊技状態に制御するか否かの決定が行われてしまう。
【００１２】
　もっとも、上記遊技機では、特定期間以外の期間において検知手段から検知信号が出力
されたとき、すなわち進入規制手段が不可状態に変化させられていて、そもそも始動領域
に遊技媒体が進入し得ず始動条件の成立が禁止されているときに検知手段の検知信号の信
号線にノイズがのって検知信号が出力されたのと同じ状態になってしまったときには、こ
れによって数値データ格納領域に格納された数値データが読み出されて、数値データ保持
手段による数値データの格納制限が解除される。その後に進入規制手段が可状態に変化さ
せられて始動領域に遊技媒体が進入することで始動条件が成立したときには、そこで新た
に数値データ抽出手段により数値更新手段から数値データが抽出され、数値データ格納領
域に格納される。これにより、始動条件が成立したタイミングで抽出された数値データを
用いて、特定遊技状態に制御するか否かの決定を確実に行うことができるものとなる。
【００１３】
　なお、前記特定検知時保持解除手段は、例えば、前記特定期間以外の期間における前記
検知手段からの前記検知信号の出力により前記数値データ格納領域に格納された数値デー
タを、該検知信号の出力により前記数値データ格納領域に数値データが格納されたら即座
に、読み出すものとしてもよい。もっとも、特定期間において始動条件が成立したタイミ
ングで抽出された数値データを用いて特定遊技状態に制御するか否かの決定を行えるよう
にする目的であれば、遅くとも新たな特定期間が開始されるまでに前記特定期間以外の期
間における前記検知手段からの前記検知信号の出力により前記数値データ格納領域に格納
された数値データを読み出せばよい。すなわち、前記特定検知時保持解除手段による数値
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データの読み出しは、検知信号の出力により前記数値データ格納領域に数値データが格納
されたときから、新たな特定期間が開始されるまでの任意のタイミングで行うことができ
る。
【００１４】
　上記遊技機において、
　前記遊技制御手段は、前記特定期間以外の期間において前記検知手段から前記検知信号
が出力されたときに、所定の報知手段（スピーカ８Ｌ、８Ｒ）によりエラーを報知するエ
ラー報知手段（ステップＳ２３３）をさらに備えるものとすることができる。
【００１５】
　特定期間以外の期間で進入規制手段が不可状態に変化させられているときには、そもそ
も始動領域に遊技媒体が進入し得ないのに対して、この期間で検知手段から検知信号が出
力されたということは、検知信号の信号線に意図的にノイズを混入させる等の不正な行為
が行われた可能性も高い。特定期間以外の期間において検知手段から検知信号が出力され
たときにエラー報知することによって、このような不正が行われることを抑止することが
できるようになる。
【００１６】
　上記遊技機において、
　前記始動成立禁止手段は、前記特定期間以外の期間において前記検知手段から前記検知
信号が出力されたときであっても、該特定期間の終了から予め定められた所定期間のうち
で前記検知信号が出力されたときには、前記始動条件の成立を禁止しないものとしてもよ
い（ステップＳ２１７）。
【００１７】
　この場合、例えば、進入規制手段が可状態から不可状態に変化させられる直前に遊技媒
体が進入規制手段を通過したが、当該遊技媒体の詰まりなどが生じて遊技媒体の通過を検
知手段が検知することが不可状態に変化させられるよりも遅れたときでも、不可状態に変
化させられる特定期間の終了から所定期間のうちで当該遊技媒体の通過を検知すれば、こ
れを有効な始動条件の成立として、処理を行うことができるものとなる。
【００１８】
　この場合において、
　前記遊技制御手段は、前記所定期間において前記検知手段から前記検知信号が出力され
たときには、該所定期間を延長させる期間延長手段（ステップＳ２１８）をさらに備える
ものとすることができ、
　前記始動成立禁止手段は、前記期間延長手段により前記所定期間が延長されたときには
、該延長された所定期間のうちで前記検知信号が出力されたときにも、前記始動条件の成
立を禁止しないものとすることができる（ステップＳ２１７：先にステップＳ２１８で所
定期間が延長されていたときには、延長された所定期間で判断）。
【００１９】
　この場合、例えば、進入規制手段が可状態から不可状態に変化させられる直前に複数の
遊技媒体が進入規制手段を通過したときには、当該複数の遊技媒体の詰まりなどが生じや
すい。そして、当該複数の遊技媒体のうちで１番目の遊技媒体の通過を検知手段が検知す
ることが不可状態に変化させられるよりも遅れたときでも、さらに延長された所定期間ま
でに２番目の遊技媒体の通過を検知すれば、当該複数の遊技媒体の通過の検知をいずれも
有効な始動条件の成立として、処理を行うことができるものとなる。
【００２０】
　なお、特定期間の終了から予め定められた所定期間、さらには延長された所定期間で検
知手段から検知信号が出力されたときには、有効な始動条件の成立として処理が行われる
ものであるため、前記特定期間以外の期間ではあっても、前記エラー報知手段によるエラ
ー報知は行わないものとすることができる。
【００２１】
　上記遊技機において、
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　前記遊技制御手段は、少なくとも電源投入時及びリセット時に行われる前記初期設定用
処理において、前記数値データ格納領域に数値データが格納されているときに、前記数値
データ格納領域に格納されている数値データを読み出すことにより、前記数値データ保持
手段による新たな数値データの格納の制限を解除する初期設定時保持解除手段（ステップ
Ｓ３６～Ｓ３９）をさらに備えるものとすることができる。
【００２２】
　この場合には、電源投入時やリセット時（電圧の瞬断によるリセットを含む）において
も、数値データ格納領域から読み出されて、数値データ保持手段による数値データの格納
制限が解除される。電源投入時やリセット時は、一般的に遊技機の動作が不安定になって
いて、不正がなくとも検知手段から誤って検知信号が出力されることが多いが、この誤っ
た検知信号の出力に基づいて数値データ格納領域に新たな数値データの格納が制限された
ままとなることがない。これにより、始動条件が成立したタイミングで抽出された数値デ
ータを用いて、特定遊技状態に制御するか否かの決定を確実に行うことができるものとな
る。
【００２３】
　上記遊技機において、
　前記遊技制御手段は、
　　前記数値データ読出手段が読み出した数値データを保留記憶として、予め定められた
所定個数（各４個）まで記憶する保留記憶手段（第１特別図柄保留記憶部５９１Ａ、第２
特別図柄保留記憶部５９１Ｂ）と、
　　前記変動表示装置において前記識別情報の変動表示が終了した後に、前記保留記憶手
段に記憶された保留記憶を読み出し、該読み出した保留記憶に基づいて前記変動表示装置
において前記識別情報の変動表示を新たに開始させる変動表示開始手段（ステップＳ１１
２）と、
　　前記保留記憶手段に保留記憶が前記所定個数まで記憶された状態で前記変動表示装置
において前記識別情報の変動表示が終了し、前記変動表示開始手段により新たな変動表示
が開始されるときに、前記数値データ格納領域に格納されている数値データを読み出すこ
とにより、前記数値データ保持手段による新たな数値データの格納の制限を解除する保持
解除手段（ステップＳ２４６、Ｓ２４７、Ｓ２４９、Ｓ２５０）とをさらに備え、
　前記事前決定手段は、前記保留記憶手段に保留記憶として記憶された数値データを用い
て、前記変動表示開始手段により開始される前記識別情報の変動表示の表示結果により前
記特定遊技状態に制御するか否かを、該識別情報の変動表示の表示結果が導出されるより
も前に決定するものとすることができる。
【００２４】
　ここでは、検知手段から検知信号が出力されたことに基づいて始動条件が成立すると、
該検知信号の出力によって抽出されて数値データ格納領域に格納された数値データが保留
記憶として保留記憶手段に記憶される。ここで、保留記憶手段に記憶される保留記憶の個
数は、所定個数に限られており、所定個数の保留記憶が記憶されている状態で始動領域を
遊技媒体が通過して検知手段から検知信号が出力されたとしても始動条件の成立とはなら
ない。もっとも、始動条件の成立とはならなくても、数値データ格納領域に数値データが
格納されていないとき（所定個数の保留記憶が記憶された状態で最初に始動領域を遊技媒
体が通過して検知手段から検知信号が出力されたときに起こりえる）には、数値データ抽
出手段により数値更新手段から数値データが抽出され、数値データ格納領域に格納される
。
【００２５】
　こうして保留記憶手段に保留記憶が所定個数まで記憶された状態で数値データ記憶領域
に格納された数値データは、変動表示装置において識別情報の変動表示が終了し、保留記
憶手段から保留記憶が読み出されて（これにより、記憶されている保留記憶の個数が所定
個数よりも少なくなる）新たな変動表示が開始されるときに、数値データ格納領域から読
み出されて、数値データ保持手段による数値データの格納の制限が解除される。これによ
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り、始動条件が成立したタイミングで抽出された数値データを用いて、特定遊技状態に制
御するか否かの決定を確実に行うことができるものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態にかかるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】図１のパチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】電源基板の構成例を示すブロック図である。
【図４】リセット信号及び電源断信号の状態を模式的に示すタイミング図である。
【図５】遊技制御用マイクロコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【図６】遊技制御用マイクロコンピュータにおけるアドレスマップの一例を示す図である
。
【図７】プログラム管理エリア及び内蔵レジスタの主要部分を例示する図である。
【図８】ヘッダ及び機能設定における設定内容の一例を示す図である。
【図９】第１乱数初期設定、第２乱数初期設定及び割込み初期設定における設定内容の一
例を示す図である。
【図１０】セキュリティ時間設定における設定内容の一例を示す図である。
【図１１】内部情報レジスタの構成例等を示す図である。
【図１２】主基板の側にてカウントされる乱数値を例示する説明図である。
【図１３】乱数回路の構成例を示すブロック図である。
【図１４】乱数列変更レジスタの構成例等を示す図である。
【図１５】乱数列変更回路による乱数更新規則の変更動作を示す説明図である。
【図１６】乱数列変更回路による乱数更新規則の変更動作を示す説明図である。
【図１７】乱数値取込レジスタの構成例等を示す図である。
【図１８】乱数ラッチ選択レジスタの構成例等を示す図である。
【図１９】乱数値レジスタの構成例を示す図である。
【図２０】乱数ラッチフラグレジスタの構成例等を示す図である。
【図２１】乱数割込み制御レジスタの構成例等を示す図である。
【図２２】入力ポートレジスタの構成例等を示す図である。
【図２３】特図表示結果判定テーブルの構成例を示す図である。
【図２４】大当り種別決定テーブルの構成例を示す図である。
【図２５】遊技制御用データ保持エリアの構成例を示すブロック図である。
【図２６】セキュリティチェック処理の一例を示すフローチャートである。
【図２７】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図２８】乱数回路設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２９】乱数回路異常検査処理の一例を示すフローチャートである。
【図３０】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図３１】乱数更新処理の一例を示すフローチャートである。
【図３２】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図３３】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図３４】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図３５】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図３６】乱数回路における動作を説明するためのタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２８】
　図１は、本実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイア
ウトを示す。パチンコ遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲ
ージ盤）２と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊
技盤２には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。
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この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、図２に示す発射モータ６１を含む打球発
射装置により発射されて打ち込まれる。
【００２９】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々が識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）を、変動可能に表示（可変表示）する。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａと第２
特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から
構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。
【００３０】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像表
示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する
表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、特図ゲームにおける第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図
の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数に分割された可変表示部とな
る飾り図柄表示部にて、各々が識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾
り図柄を可変表示する。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。
【００３１】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて、第１特別図柄表示
装置４Ａによる第１特図の可変表示と、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の可変
表示とのうち、いずれかの可変表示が開始されることに対応して、「左」、「中」、「右
」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの全部において飾り図柄の可変表示（例えば上下方
向あるいは左右方向のスクロール表示など）が開始される。その後、特図ゲームにおける
可変表示結果として確定特別図柄が停止表示（完全停止表示）されるときに、画像表示装
置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、飾り図
柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が停止表示（完全停止表示）され
る。
【００３２】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される飾り
図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字「一」～「八」、
英文字「Ａ」～「Ｈ」、所定のモチーフに関連する８個のキャラクタを示す演出画像、数
字や文字あるいは記号とキャラクタとを組み合わせた演出画像などを適用することができ
る。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例えば、「１」～「８
」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付されている。
【００３３】
　飾り図柄の変動中には、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒ
において、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に、上方から下方へ、あ
るいは、右側から左側へと、流れるようなスクロール表示が行われる。そして、図柄番号
が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最小（例えば
「１」）である飾り図柄が表示される。
【００３４】
　第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂの上部には、可変表示の保留
数（特図保留記憶数）を特定可能に表示するための第１保留表示器２５Ａと第２保留表示
器２５Ｂとが設けられている。ここで、可変表示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成す
る第１始動入賞口や普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に遊技球が進入（
始動入賞）したときに発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可
変表示ゲームを実行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成
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立した開始条件に基づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り
遊技状態に制御されていることなどにより、可変表示ゲームを開始するための開始条件は
成立していないときに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。第１保
留表示器２５Ａは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口に進入した有効始動入
賞球数としての第１保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、普通可
変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に進入した有効始動入賞球数としての第２保
留記憶数を特定可能に表示する。第１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂはそれぞ
れ、例えば第１保留記憶数と第２保留記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「４」）
に対応した個数（例えば４個）のＬＥＤを含んで構成されている。
【００３５】
　画像表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図２に示す普通電動
役物用のソレノイド８１によって垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡大開放
状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物）を備
え、第２始動入賞口を形成する。一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役
物用のソレノイド８１がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊
技球が第２始動入賞口に進入し得ない閉鎖状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置
６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置
となることにより、遊技球が第２始動入賞口に進入可能な開放状態となる。
【００３６】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示
す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形成された
第２始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによっ
て検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づき、所
定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１保留記憶数が所定の上限値
（例えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。第２始動口スイッチ２２Ｂに
よって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として
払い出され、第２保留記憶数が所定の上限値以下であれば、第２始動条件が成立する。
【００３７】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用のソレノイド８２によ
って開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態（第１状態）と
閉鎖状態（第２状態）とに変化する大入賞口を形成する。一例として、特別可変入賞球装
置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口
を閉鎖状態にする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド
８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態にする。特別可変入賞球装
置７に形成された大入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３
によって検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、
所定個数（例えば１３個）の遊技球が賞球として払い出される。
【００３８】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。普通図柄表示器２０は、例えば「
０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から構成される複数種類の普通図柄を可変
表示する。複数種類の普通図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。普通
図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表示器２
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５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通過球数
としての普図保留記憶数を表示する。
【００３９】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る一般入賞口が１つ又は複数設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれかに
進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定個数
（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には、い
ずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。遊技
機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒが設け
られており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パチンコ
遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞球装置
６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよい。
【００４０】
　遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射する
ために遊技者等によって操作される打球操作ハンドルとなる操作ノブ３０が設けられてい
る。例えば、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力を調整する。遊技
領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定
の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）する打
球供給皿（上皿）が設けられている。例えば打球供給皿の上面における手前側の中央位置
といった、パチンコ遊技機１の遊技機用枠３における所定位置には、押下操作などにより
遊技者が操作可能な操作ボタンが設置されていてもよい。また、打球供給皿の下方には、
打球供給皿に収容不能となった遊技球を保持（貯留）する余剰球受皿（下皿）が設けられ
ている。
【００４１】
　さらに、パチンコ遊技機１に隣接する所定位置には、プリペイドカード等を用いた球貸
しを可能にするための処理が実行されるプリペイドカードユニット（カードユニット）が
設置されてもよい。
【００４２】
　普通図柄表示器２０による普図ゲームは、遊技領域に設けられた通過ゲート４１を通過
した遊技球が図２に示すゲートスイッチ２１によって検出されたことといった、普通図柄
表示器２０にて普通図柄の可変表示を実行するための普図始動条件が成立した後に、例え
ば前回の普図ゲームが終了したことといった、普通図柄の可変表示を開始するための普図
開始条件が成立したことに基づいて、開始される。この普図ゲームでは、普通図柄の変動
を開始させた後、所定の可変表示時間が経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定
普通図柄を完全停止表示する。普通図柄の可変表示時間は、例えば各普図ゲームの開始時
に、所定の乱数値を示す数値データを抽出することなどにより、複数種類の可変表示時間
のうちで、いずれかに決定されればよい。普図ゲームにおける普通図柄の可変表示結果と
なる確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字といった、特定の普通図柄（普図当り
図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その一方、
確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当り図柄
以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」となる。
普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置６
Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となって遊技球が入賞し得る開放制
御が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻って遊技球が入賞し得なくなる閉鎖制御
が行われる。
【００４３】
　第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームは、普通入賞球装置６Ａに形成された第１
始動入賞口に進入した遊技球が図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出された
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ことなどにより第１始動条件が成立した後に第１開始条件が成立したことに基づいて、開
始される。第１開始条件は、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態あるいは小当り遊
技状態が終了したときなどに、第１特図を用いた今回の特図ゲームが開始可能となること
により成立する。第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームは、普通可変入賞球装置６
Ｂに形成された第２始動入賞口に進入した遊技球が図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂ
によって検出されたことなどにより第２始動条件が成立した後に第２開始条件が成立した
ことに基づいて、開始される。第２開始条件は、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状
態あるいは小当り遊技状態が終了したときなどに、第２特図を用いた今回の特図ゲームが
開始可能となることにより成立する。
【００４４】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、所定の可変表示時間が経過すると、特別図柄の可変表示結
果となる確定特別図柄を完全停止表示する。特別図柄の可変表示時間は、各特図ゲームの
開始時に決定された変動パターンに対応して、複数種類の可変表示時間のうちで、いずれ
かに決定される。特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄として
、特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果としての「大当り」
となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄）が停止表示されれば、所定
表示結果としての「小当り」となり、大当り図柄や小当り図柄以外の特別図柄（ハズレ図
柄）が停止表示されれば、非特定表示結果としての「ハズレ」となる。特図ゲームでの可
変表示結果が「大当り」になった後には、特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御さ
れる。また、特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊技状態
とは異なる小当り遊技状態に制御される。この実施の形態におけるパチンコ遊技機１では
、一例として、「１」、「３」、「７」を示す数字を大当り図柄とし、「５」を示す数字
を小当り図柄とし、「－」を示す記号をハズレ図柄としている。
【００４５】
　この実施の形態では、大当り図柄となる「１」、「３」、「７」の数字を示す特別図柄
のうち、「３」、「７」の数字を示す特別図柄を１５ラウンド大当り図柄とし、「１」の
数字を示す特別図柄を２ラウンド大当り図柄とする。特図ゲームにおける確定特別図柄と
して１５ラウンド大当り図柄が停止表示された後に制御される第１特定遊技状態としての
大当り遊技状態（１５ラウンド大当り状態）では、特別可変入賞球装置７の開閉板が、第
１期間となる所定期間（例えば２９秒間）あるいは所定個数（例えば９個）の入賞球が発
生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすることにより、特別可変入賞球装置７を遊
技者にとって有利な第１状態に変化させるラウンドが実行される。こうしてラウンド中に
大入賞口を開放状態とした開閉板は、遊技盤２の表面を落下する遊技球を受け止め、その
後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって不利
な第２状態に変化させて、１回のラウンドを終了させる。１５ラウンド大当り状態では、
大入賞口の開放サイクルであるラウンドの実行回数が、第１回数（例えば「１５」）とな
る。
【００４６】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として２ラウンド大当り図柄が停止表示された後に制
御される第２特定遊技状態としての大当り遊技状態（２ラウンド大当り状態）では、各ラ
ウンドで特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態に変化させる期間（開閉
板により大入賞口を開放状態とする期間）が、１５ラウンド大当り状態における第１期間
よりも短い第２期間（例えば０．５秒間）となる。また、２ラウンド大当り状態では、ラ
ウンドの実行回数が、１５ラウンド大当り状態における第１回数よりも少ない第２回数（
例えば「２」）となる。
【００４７】
　また、１５ラウンド大当り図柄となる「３」、「７」の数字を示す特別図柄のうち、「
３」の数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたこと
に基づく１５ラウンド大当り状態が終了した後には、特別遊技状態の１つとして、通常状
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態に比べて特図ゲームにおける特別図柄の変動時間（特図変動時間）が短縮される時短状
態に制御される。ここで、通常状態とは、大当り遊技状態等の特定遊技状態や時短状態等
の特別遊技状態以外の遊技状態のことであり、パチンコ遊技機１の初期設定状態（例えば
システムリセットが行われた場合のように、電源投入後に初期化処理を実行した状態）と
同一の制御が行われる。時短状態は、所定回数（例えば１００回）の特図ゲームが実行さ
れることと、可変表示結果が「大当り」となることのうち、いずれかの条件が先に成立し
たときに、終了すればよい。こうした「３」の数字を示す特別図柄のように、特図ゲーム
における確定特別図柄として停止表示されたことに基づく大当り遊技状態が終了した後に
時短状態や通常状態に制御される１５ラウンド大当り図柄は、通常大当り図柄（「非確変
大当り図柄」ともいう）と称される。特図ゲームにおける確定特別図柄が通常大当り図柄
となる場合における特別図柄や飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」と
なる場合における「通常」（「通常大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り種別」
ともいう）と称される。
【００４８】
　１５ラウンド大当り図柄となる「３」、「７」の数字を示す特別図柄のうち、「７」の
数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づ
く１５ラウンド大当り状態が終了した後や、２ラウンド大当り図柄となる「１」の数字を
示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表示されたことに基づく２ラ
ウンド大当り状態が終了した後には、時短状態とは異なる特別遊技状態の１つとして、例
えば通常状態に比べて特図変動時間が短縮されるとともに、継続して確率変動制御（確変
制御）が行われる確変状態（高確率遊技状態）に制御される。この確変状態では、各特図
ゲームや飾り図柄の可変表示において、可変表示結果が「大当り」となって更に大当り遊
技状態に制御される確率が、通常状態よりも高くなるように向上する。このような確変状
態は、特図ゲームの実行回数に関わりなく、次に可変表示結果が「大当り」となるまで継
続してもよい。これに対して、確変状態となった後に、所定回数（例えば１００回）の特
図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となることのうち、いずれかの
条件が先に成立したときに、終了するようにしてもよい。また、確変状態において所定回
数の特図ゲームが実行されたり可変表示結果が「大当り」となる以前であっても、特図ゲ
ームが開始されるときに、所定の割合で確変状態が終了することがあるようにしてもよい
。
【００４９】
　「７」の数字を示す特別図柄のように、特図ゲームにおける確定特別図柄として停止表
示されたことに基づく大当り遊技状態が終了した後に確変状態に制御される１５ラウンド
大当り図柄は、確変大当り図柄と称される。特図ゲームにおける確定特別図柄が確変大当
り図柄となる場合における特別図柄や飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当
り」となる場合における「確変」（「確変大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り
種別」ともいう）と称される。「１」の数字を示す特別図柄のように、特図ゲームにおけ
る確定特別図柄として停止表示されたことに基づく大当り遊技状態が終了した後に確変状
態に制御される２ラウンド大当り図柄は、突確大当り図柄と称される。特図ゲームにおけ
る確定特別図柄が突確大当り図柄となる場合における特別図柄や飾り図柄の可変表示態様
は、可変表示結果が「大当り」となる場合における「突確」（「突確大当り」あるいは「
突然確変大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り種別」ともいう）と称される。
【００５０】
　確変状態や時短状態では、普通図柄表示器２０による普図ゲームにおける普通図柄の可
変表示時間を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変
表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる制御、可変表示結
果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動
時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾動回数を通常状態のときよりも増加さ
せる制御といった、第２始動入賞口に遊技球が進入する可能性を高めて第２始動条件が成
立しやすくなることで遊技者にとって有利となる制御が行われる。
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【００５１】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として小当り図柄が停止表示された後には、大当り遊
技状態とは異なる小当り遊技状態に制御される。この小当り遊技状態では、２ラウンド大
当り状態と同様に特別可変入賞装置７を遊技者にとって有利な第１状態に変化させる可変
入賞動作が行われる。すなわち、小当り遊技状態では、例えば特別可変入賞球装置７が備
える開閉板により大入賞口を第２期間にわたり開放状態とする動作が、第２回数に達する
まで繰り返し実行される。小当り遊技状態が終了した後には、遊技状態の変更が行われず
、可変表示結果が「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御されることになる。た
だし、可変表示結果が「小当り」となる可変表示ゲームに対応して、時短状態を終了する
旨の判定がなされた場合には、小当り遊技状態の終了後に、通常状態へと制御されること
になる。
【００５２】
　画像表示装置５の表示画面では、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４
Ｂによる特別図柄の可変表示に対応して、飾り図柄の可変表示が行われる。すなわち、画
像表示装置５の表示画面では、第１開始条件と第２開始条件のいずれか一方が成立したこ
とに基づいて、例えば「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおけ
る全部にて飾り図柄の加速表示（全図柄加速表示）を行い、所定速度に達すれば、飾り図
柄の定速表示（全図柄定速表示）を行う。こうした全図柄加速表示や全図柄定速表示は、
「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの全部にて飾り図柄を可変表
示する全図柄変動に含まれる。こうした全図柄変動の後、例えば「左」→「右」→「中」
といった所定順序で飾り図柄の減速表示（各図柄減速表示）を行い、変動速度が「０」と
なれば、飾り図柄を停留して表示する一方で、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる
仮停止表示を行う。そして、飾り図柄の可変表示を開始してからの経過時間が変動パター
ンなどに基づいて決定された可変表示時間に達したときには、可変表示結果となる確定飾
り図柄を完全停止表示する。
【００５３】
　全図柄変動が開始された後には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒのうち全部又は一部の飾り図柄表示部にて、飾り図柄をリーチ表示状態で導出表示
することがある。ここで、リーチ表示状態とは、画像表示装置５の表示画面にて導出表示
された飾り図柄が大当り組合せの一部を構成しているときに未だ導出表示されていない飾
り図柄（「リーチ変動図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるい
は、全部又は一部の飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動
している表示状態のことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｒな
ど）では予め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す
飾り図柄）が導出表示されているときに未だ導出表示されていない残りの飾り図柄表示部
（例えば「中」の飾り図柄表示部５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示状態、ある
いは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部又は一部
で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。また、リーチ表示状態となったことに対応して、画像表示装置５の表示画面に飾
り図柄とは異なるアニメーション画像や実写画像といった演出画像を表示させたり、背景
画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることがある。こ
のような演出画像の表示や背景画像の表示態様の変化、飾り図柄の変動態様の変化を、リ
ーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。リーチ演出の中には、それが出現する
と、通常のリーチ演出（ノーマルリーチ）に比べて大当りが発生しやすい（高い確率で大
当りとなる）ように設定されたものがある。このような特別のリーチ演出を、スーパーリ
ーチ演出（あるいは単に「スーパーリーチ」）ともいう。
【００５４】
　また、飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出とは異なり、飾り図柄がリーチ状態で導
出表示される可能性があることや、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることを
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、飾り図柄の可変表示態様などにより遊技者に報知するための特定演出が実行されること
がある。この実施の形態では、「滑り」、「擬似連」、「イントロ」、「発展チャンス目
」、「発展チャンス目終了」といった特定演出が実行可能に設定されている。なお、これ
らの特定演出は、本発明とは直接の関係がないため、詳細な説明を省略する。
【００５５】
　さらに、飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出や特定演出とは異なり、例えば所定の
キャラクタ画像やメッセージ画像を表示することなどといった、飾り図柄の可変表示態様
以外の表示態様により、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや
、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることを、遊技者に報知するための予告演
出が実行されることがある。例えば、「キャラクタ表示」、「ステップアップ画像」、「
背景変更」といった予告演出が実行可能に設定されていればよい。これらの予告演出につ
いても、本発明とは直接の関係がないため、詳細な説明を省略する。
【００５６】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示される
場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態
とならずに、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄や、複数種類の発展チャンス目の
いずれかとなる確定飾り図柄が、停止表示されることがある。このような飾り図柄の可変
表示態様は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合における「非リーチ」（「通常ハズレ
」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００５７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示される
場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態
となったことに対応して、リーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行さ
れずに、所定のリーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。こ
のような飾り図柄の可変表示結果は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合における「リ
ーチ」（「リーチハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００５８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、１５ラウンド大当り図柄となる特別図柄のう
ち通常大当り図柄である「３」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図
柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実行された
後に、所定の通常大当り組合せとなる確定飾り図柄が停止表示される。ここで、通常大当
り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置５における「左」、「中」、「右」
の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される図柄番号が「１」～「８」の飾
り図柄のうち、図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８」である飾り図柄のいずれ
か１つが、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効
ライン上に揃って停止表示されるものであればよい。このように通常大当り組合せを構成
する図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８」である飾り図柄は、通常図柄（「非
確変図柄」ともいう）と称される。そして、特図ゲームにおける確定特別図柄が通常大当
り図柄となることに対応して、所定のリーチ演出が実行された後に、通常大当り組合せの
確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」と
なる場合における「通常」（「通常大当り」ともいう）の可変表示態様（大当り種別とも
いう）と称される。こうして「通常」の可変表示態様により可変表示結果が「大当り」と
なった後には、１５ラウンド大当り遊技状態に制御され、その１５ラウンド大当り状態が
終了すると、時短状態又は通常状態に制御されることになる。
【００５９】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、１５ラウンド大当り図柄となる特別図柄のう
ち確変大当り図柄である「７」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図
柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、大当り種別が「通常」である場
合と同様のリーチ演出が実行された後に、所定の確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が
停止表示されることがある。ここで、確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画
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像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて
可変表示される図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数「１」、「
３」、「５」、「７」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各飾
り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであ
ればよい。このように確変大当り組合せを構成する図柄番号が奇数「１」、「３」、「５
」、「７」である飾り図柄は、確変図柄と称される。そして、特図ゲームにおける確定特
別図柄が確変大当り図柄となることに対応して、リーチ演出が実行された後に、確変大当
り組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「
大当り」となる場合における「第１確変」の可変表示態様（大当り種別ともいう）と称さ
れる。こうして「第１確変」の可変表示態様により可変表示結果が「大当り」となった後
には、１５ラウンド大当り状態に制御され、その１５ラウンド大当り状態が終了すると、
確変状態に制御されることになる。
【００６０】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、１５ラウンド大当り図柄となる特別図柄のう
ち確変大当り図柄である「７」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図
柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、可変表示態様が「通常」である
場合とは異なるリーチ演出が実行された後に、所定の確変大当り組合せとなる確定飾り図
柄が停止表示されることがある。このように特図ゲームにおける確定特別図柄が確変大当
り図柄となることに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通常」である場合とは異なる
リーチ演出が実行された後に、確変大当り組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図
柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」となる場合における「第２確変」の可変
表示態様（大当り種別ともいう）と称される。こうして「第２確変」の可変表示態様によ
り可変表示結果が「大当り」となった後には、１５ラウンド大当り状態に制御され、その
１５ラウンド大当り状態が終了すると、確変状態に制御されることになる。
【００６１】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、１５ラウンド大当り図柄となる特別図柄のう
ち確変大当り図柄である「７」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図
柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通
常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、通常大当り組合せの確定飾り図柄
が停止表示されることがある。このように特図ゲームにおける確定特別図柄が確変大当り
図柄となることに対応して、飾り図柄の可変表示態様が「通常」である場合と同様のリー
チ演出が実行された後に、通常大当り組合せの確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の
可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」となる場合における「第３確変」の可変表示
態様（大当り種別ともいう）と称される。こうして「第３確変」の可変表示態様により可
変表示結果が「大当り」となった後には、１５ラウンド大当り状態に制御され、その１５
ラウンド大当り状態が終了すると、確変状態に制御されることになる。
【００６２】
　このように、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「第１確変」や「第
２確変」である場合には、飾り図柄の可変表示にて確変大当り組合せとなる確定飾り図柄
が停止表示されることで、１５ラウンド大当り状態に制御された後に確変状態となること
が確定する。その一方で、可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「第３確
変」である場合には、大当り種別が「通常」となる場合と同様に、飾り図柄の可変表示に
て通常大当り組合せとなる確定飾り図柄が停止表示される。そのため、大当り種別が「第
３確変」である場合には、確変状態となるか否かを、飾り図柄の可変表示結果からは遊技
者が認識することはできない。すなわち、確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、大当
り遊技状態に制御されることが確定する特定表示結果に含まれるとともに、確変状態に制
御されることが確定する特別表示結果に含まれる。その一方で、通常大当り組合せとなる
確定飾り図柄は、確変状態に制御されることが確定しない特別表示結果以外の特定表示結
果（非特別表示結果）に含まれる。
【００６３】
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　特図ゲームにおける確定特別図柄として、２ラウンド大当り図柄となる「１」の数字を
示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならず
に、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることや、複数種類の発展
チャンス目のいずれかとなる確定飾り図柄が停止表示されること、あるいは、複数種類の
突確チャンス目として予め定められた飾り図柄の組合せのいずれかとなる確定飾り図柄が
停止表示されることがある。また、特図ゲームにおける確定特別図柄として、２ラウンド
大当り図柄となる「１」の数字を示す特別図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可
変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実行された後に、
所定のリーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがある。このように
特図ゲームにおける確定特別図柄が２ラウンド大当り図柄である「１」の数字を示す特別
図柄となることに対応して、各種の確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態
様は、可変表示結果が「大当り」となる場合における「突確」（「突確大当り」あるいは
「突然確変大当り」ともいう）の可変表示態様（大当り種別ともいう）と称される。こう
して「突確」の可変表示態様により可変表示結果が「大当り」となった後には、２ラウン
ド大当り状態に制御され、その２ラウンド大当り状態が終了すると、確変状態に制御され
ることになる。
【００６４】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、小当り図柄となる「５」の数字を示す特別図
柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示態様が「突確」である場合と同様にし
て飾り図柄の可変表示が行われた後、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表
示されることや、複数種類の発展チャンス目のいずれかとなる確定飾り図柄が停止表示さ
れること、あるいは、所定のリーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されるこ
とがある。このように特図ゲームにおける確定特別図柄が小当り図柄である「５」の数字
を示す特別図柄となることに対応して、各種の確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の
可変表示態様は、「小当り」の可変表示態様（小当り種別ともいう）と称される。ここで
、複数種類の突確チャンス目のいずれかとなる確定飾り図柄は、飾り図柄の可変表示態様
が「突確」となる場合に限り停止表示され、可変表示態様が「小当り」となる場合などに
は確定飾り図柄として停止表示されない。すなわち、飾り図柄の可変表示にて突確チャン
ス目となる確定飾り図柄が停止表示された場合には、「突確」の可変表示態様により可変
表示結果が「大当り」となることが確定する。可変表示結果が「小当り」となった後には
、２ラウンド大当り状態と同様の可変入賞動作が行われる小当り遊技状態に制御され、そ
の小当り遊技状態が終了すると、遊技状態が変更されないことから、可変表示結果が「小
当り」となる以前の遊技状態が継続する。なお、可変表示結果が「小当り」となる可変表
示ゲームに対応して、確変状態や時短状態を終了する旨の判定がなされた場合には、小当
り遊技状態の終了後に、通常状態へと制御されることになる。
【００６５】
　可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「通常」、「第１確変」、「第３
確変」のいずれかである場合には、飾り図柄の可変表示中に、特定変動表示としての変動
中昇格演出が実行されることがある。変動中昇格演出では、画像表示装置５における「左
」、「中」、「右」の各飾り図柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの有効ライン上に通常大当り組
合せとなる飾り図柄を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図
柄表示部５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り
組合せとなる飾り図柄と、通常大当り組合せとなる飾り図柄のうちいずれかを、確定飾り
図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、飾り図柄の可変表示態様が「通常
」や「第３確変」であることに対応して変動中昇格演出が実行される場合には、その変動
中昇格演出として、仮停止表示させた飾り図柄を再変動させた後に通常大当り組合せとな
る確定飾り図柄を停止表示する変動中昇格失敗演出が行われる。これに対して、可変表示
態様が「第１確変」であることに対応して変動中昇格演出が実行される場合には、その変
動中昇格演出として、仮停止表示させた飾り図柄を再変動させた後に確変大当り組合せと
なる確定飾り図柄を停止表示する変動中昇格成功演出が行われる。
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【００６６】
　可変表示結果が「大当り」となるときの大当り種別が「通常」と「第３確変」のいずれ
かである場合には、可変表示結果が停止表示されてから、１５ラウンド大当り状態に制御
された後、その１５ラウンド大当り状態が終了するまでの期間にて、確変状態に制御する
か否かの報知演出としての大当り中昇格演出が実行される。
【００６７】
　大当り中昇格演出には、確定飾り図柄が通常大当り組合せであるにもかかわらず遊技状
態が確変状態となる昇格がある旨を報知する大当り中昇格成功演出と、確変状態となる昇
格がない旨を報知する大当り中昇格失敗演出とがある。一例として、大当り中昇格演出で
は、画像表示装置５の表示領域にて飾り図柄を可変表示させ、通常図柄と、確変図柄のう
ちいずれかを、演出表示結果として停止表示させる。このとき、大当り中昇格失敗演出で
は通常図柄を演出表示結果として停止表示させる一方、大当り中昇格成功演出では確変図
柄を演出表示結果として停止表示させればよい。
【００６８】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような電源基板１０、主基板１１、演出制御
基板１２、音声制御基板１３、ランプ制御基板１４、払出制御基板１５、発射制御基板１
７といった、各種の制御基板が搭載されている。また、パチンコ遊技機１には、主基板１
１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板１８
なども搭載されている。その他、パチンコ遊技機１の背面には、例えば情報端子基板やイ
ンタフェース基板などといった、各種の制御基板が配置されている。インタフェース基板
は、パチンコ遊技機１に隣接してカードユニットが設置される場合に、払出制御基板１５
とカードユニットとの間に介在する制御基板である。
【００６９】
　電源基板１０は、主基板１１、演出制御基板１２、払出制御基板１５等の各制御基板と
独立して設置され、パチンコ遊技機１内の各制御基板及び機構部品が使用する電圧を生成
する。例えば、電源基板１０では、図３に示すように、ＡＣ２４Ｖ、ＶＬＰ（直流＋２４
Ｖ）、ＶＳＬ（直流＋３０Ｖ）、ＶＤＤ（直流＋１２Ｖ）、ＶＣＣ（直流＋５Ｖ）及びＶ
ＢＢ（直流＋５Ｖ）を生成する。電源基板１０は、例えば図３に示すように、変圧回路３
０１と、直流電圧生成回路３０２と、電源監視回路３０３と、クリアスイッチ３０４とを
備えて構成されている。加えて、電源基板１０には、パチンコ遊技機１内の各制御基板及
び機構部品への電力供給を実行又は遮断するための電源スイッチが設けられている。
【００７０】
　図３に示すように、変圧回路３０１から出力されたＡＣ２４Ｖは、例えば所定のコネク
タや電源ラインを介して、払出制御基板１５へと伝送される。ＶＬＰは、例えば所定のコ
ネクタや電源ラインを介して、ランプ制御基板１４へと伝送される。ＶＳＬ、ＶＤＤ及び
ＶＣＣは、例えば所定のコネクタや電源ラインを介して、主基板１１、ランプ制御基板１
４及び払出制御基板１５へと伝送される。ＶＢＢは、例えば所定のコネクタや電源ライン
を介して、主基板１１及び払出制御基板１５へと伝送される。
【００７１】
　電源監視回路３０３は、例えば停電監視リセットモジュールＩＣを用いて構成され、電
源断信号を出力する電源監視手段を実現する回路である。例えば、電源監視回路３０３は
、パチンコ遊技機１において用いられる所定電圧（一例としてＶＬＰ）が所定値（一例と
して＋２０Ｖ）以下になった期間が、予め決められている時間（一例として５６ミリ秒）
以上継続したときに、電源断信号を出力する。電源監視回路３０３から出力された電源断
信号は、例えば電源基板１０に搭載された出力ドライバ回路によって増幅された後に所定
のコネクタや信号ラインを介して、払出制御基板１５へと伝送され、払出制御基板１５か
ら主基板１１へと伝送される。
【００７２】
　パチンコ遊技機１への電力供給が停止するときには、電源監視回路３０３が、電源断信
号を出力（ローレベルに設定）してから所定期間が経過したときに、リセット信号を出力
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（ローレベルに設定）する。ここでの所定期間は、例えば図２に示す主基板１１に搭載さ
れている遊技制御用マイクロコンピュータ１００及び払出制御基板１５に搭載されている
払出制御用マイクロコンピュータ１５０が、所定の電源断処理を実行するのに十分な時間
であればよい。すなわち、電源監視回路３０３は、停電信号としての電源断信号を出力し
た後、遊技制御用マイクロコンピュータ１００及び払出制御用マイクロコンピュータ１５
０が所定の電源断処理を実行完了してから、動作停止信号としてのリセット信号を出力（
ローレベルに設定）する。電源監視回路３０３から出力されたリセット信号を受信した遊
技制御用マイクロコンピュータ１００や払出制御用マイクロコンピュータ１５０は、動作
停止状態となり、各種の制御処理の実行が停止される。また、パチンコ遊技機１への電力
供給が開始され、例えば所定電圧（一例としてＶＣＣ）が所定値（一例として＋５Ｖ強）
を超えたときに、電源監視回路３０３はリセット信号の出力を停止（ハイレベルに設定）
する。
【００７３】
　図４は、パチンコ遊技機１への電力供給が開始されたとき、及び電力供給が停止すると
きにおける、ＡＣ２４Ｖ、ＶＬＰ、ＶＣＣ、リセット信号及び電源断信号の状態を、模式
的に示すタイミング図である。図４に示すように、パチンコ遊技機１への電力供給が開始
されたときに、ＶＬＰ及びＶＣＣは徐々に規定値（直流＋２４Ｖ及び直流＋５Ｖ）に達す
る。このとき、ＶＬＰが第１の所定値を超えると、電源監視回路３０３は電源断信号の出
力を停止（ハイレベルに設定）してオフ状態とする。また、ＶＣＣが第２の所定値を超え
ると、電源監視回路３０３はリセット信号の出力を停止（ハイレベルに設定）してオフ状
態とする。他方、パチンコ遊技機１への電力供給が停止するときに、ＶＬＰ及びＶＣＣは
徐々に低下する。このとき、ＶＬＰが第１の所定値にまで低下すると、電源監視回路３０
３は電源断信号をオン状態として出力（ローレベルに設定）する。また、ＶＣＣが第２の
所定値にまで低下すると、電源監視回路３０３はリセット信号をオン状態として出力（ロ
ーレベルに設定）する。
【００７４】
　なお、電源スイッチをオフすることによりパチンコ遊技機１への電力供給が本来的に停
止させる場合、電源断信号の出力により実行される電源断処理では、データの待避などの
必要な処理を行った後に無限ループに突入して、電力の供給が遮断されるのを待機するこ
ととなる。もっとも、一定期間だけ電圧が低下した後に元の電圧まで回復する瞬断が生じ
た場合でも電源断信号が出力されてしまう場合があり、この場合も、電源断処理が実行さ
れて無限ループに突入してしまう場合がある。この場合、電圧が回復しても遊技を行うた
めの処理が実行できないため、例えば、無限ループの時間が所定時間に達したとき、シス
テムリセットをかけて、電源投入時と同様にプログラムの先頭から処理を実行するように
することができる。或いは、電源断処理の最後で無限ループに突入させるのではなく、電
源断信号をポーリング監視する処理を実行し、電源断信号がオフ状態に変化したことの監
視結果が得られたときに、システムリセットをかけて、電源投入時と同様にプログラムの
先頭から処理を実行するようにすることもできる。
【００７５】
　図３に示す電源基板１０が備えるクリアスイッチ３０４は、例えば押しボタン構造を有
し、押下などの操作に応じてクリア信号を出力する。クリア信号は、例えばローレベルと
なることでオン状態となる電気信号であればよい。クリアスイッチ３０４から出力された
クリア信号は、例えば所定のコネクタや信号ラインを介して、主基板１１へと伝送され、
主基板１１から払出制御基板１５へと伝送される。また、クリアスイッチ３０４の操作が
なされていないときには、クリア信号の出力を停止（ハイレベルに設定）する。
【００７６】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２や払出制御基板１５などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報
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の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピ
ュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特
別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメント
ＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御することや
、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普
通図柄の可変表示を制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も
備えている。主基板１１は、例えば図２に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００と、制御用クロック生成回路１１１と、乱数用クロック生成回路１１２と、スイッ
チ回路１１４と、ソレノイド回路１１５とを備えている。また、主基板１１には、遊技開
始スイッチ３１が設置されている。
【００７７】
　ここで、制御用クロック生成回路１１１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の
外部にて、所定周波数の発振信号となる制御用クロックＣＣＬＫを生成する。制御用クロ
ック生成回路１１１により生成された制御用クロックＣＣＬＫは、例えば図５に示すよう
な遊技制御用マイクロコンピュータ１００の制御用外部クロック端子ＥＸＣを介してクロ
ック回路５０２に供給される。乱数用クロック生成回路１１２は、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００の外部にて、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは異なる所定周波
数の発振信号となる乱数用クロックＲＣＬＫを生成する。乱数用クロック生成回路１１２
により生成された乱数用クロックＲＣＬＫは、例えば図５に示すような遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００の乱数用外部クロック端子ＥＲＣを介して乱数回路５０９に供給さ
れる。一例として、乱数用クロック生成回路１１２により生成される乱数用クロックＲＣ
ＬＫの発振周波数は、制御用クロック生成回路１１１により生成される制御用クロックＣ
ＣＬＫの発振周波数以下となるようにすればよい。
【００７８】
　スイッチ回路１１４は、遊技球検出用の各種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技
制御用マイクロコンピュータ１００に伝送する。ソレノイド回路１１５は、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信号をソレノイド８１、８２に伝送する
。遊技開始スイッチ３１は、例えば押しボタン構造を有し、パチンコ遊技機１において遊
技機用枠３を閉じて遊技者が通常遊技を行う状態でパチンコ遊技機１の外部から触れるこ
とのできない所定箇所に配設されていればよい。そして、例えばパチンコ遊技機１の電源
投入時やシステムリセット時などに、パチンコ遊技機１の初期設定を行った後に遊技開始
を指示するために操作される。
【００７９】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ及びカウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が
接続されている。ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ
２２Ｂ及びカウントスイッチ２３から出力される検出信号には、負論理が適用されており
、遊技球の通過が検出されていないときがハイレベル、遊技球の通過が検出されていると
きがローレベルとなっている。そして、例えば、第１始動条件は、第１始動口スイッチ２
２Ａからの検出信号が一定期間以上継続してローレベルとなっていることを条件として成
立するものとなっている。第２始動条件や普図始動条件についても同様である。電圧の低
下時には第１始動口スイッチ２２Ａの検出信号がローレベルに変化してしまうが、極短時
間だけ電圧低下する瞬断によって始動条件が成立し得ないものとなっている。
【００８０】
　また、主基板１１には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通
図柄表示器２０、第１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃ
などの表示制御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。さらに、主基板
１１には、普通電動役物用のソレノイド８１や大入賞口扉用のソレノイド８２などの駆動
制御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。
【００８１】



(20) JP 5322836 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

　主基板１１と演出制御基板１２との間では、例えば主基板１１から中継基板１８を介し
て演出制御基板１２へと向かう単一方向のみでシリアル通信を行うことにより、各種の制
御コマンドが伝送される。演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基
板であり、中継基板１８を介して主基板１１から送信された制御コマンドを受信して、画
像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ及び遊技効果ランプ９等の発光体といった演出用の電
気部品（演出装置）を制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基
板１２は、画像表示装置５における表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作
、遊技効果ランプ９等の発光体における点灯動作及び消灯動作などを制御する機能を備え
ている。演出制御基板１２には、音声制御基板１３やランプ制御基板１４に制御信号を伝
送する配線や、画像表示装置５に画像データ信号を伝送する配線などが接続されている。
【００８２】
　主基板１１には、例えば中継基板１８に対応して主基板側コネクタが設けられるととも
に、この主基板側コネクタと遊技制御用マイクロコンピュータ１００との間に、出力バッ
ファ回路が接続されていてもよい。この出力バッファ回路は、例えば主基板１１から中継
基板１８を介して演出制御基板１２へ向かう方向にのみ制御信号を通過させることができ
、中継基板１８から主基板１１への信号の入力を阻止する。したがって、演出制御基板１
２や中継基板１８の側から主基板１１の側に信号が伝わる余地はない。
【００８３】
　中継基板１８には、例えば主基板１１から演出制御基板１２に対して制御信号を伝送す
るための配線に、伝送方向規制回路が設けられていればよい。伝送方向規制回路は、主基
板１１対応の主基板用コネクタにアノードが接続されるとともに演出制御基板１２対応の
演出制御基板用コネクタにカソードが接続されたダイオードと、一端がダイオードのカソ
ードに接続されるとともに他端がグランド（ＧＮＤ）接続された抵抗とから構成されてい
る。この構成により、伝送方向規制回路は、演出制御基板１２から中継基板１８への信号
の入力を阻止して、主基板１１から演出制御基板１２へ向かう方向にのみ信号を通過させ
ることができる。したがって、演出制御基板１２の側から主基板１１側に信号が伝わる余
地はない。この実施の形態では、中継基板１８において制御信号を伝送するための配線に
伝送方向規制回路を設けるとともに、主基板１１にて遊技制御用マイクロコンピュータ１
００と主基板側コネクタの間に出力バッファ回路を設けることで、外部から主基板１１へ
の不正な信号の入力を防止することができる。
【００８４】
　主基板１１と払出制御基板１５との間では、例えば双方向でシリアル通信を行うことに
より、各種の制御コマンドや通知信号が伝送される。払出制御基板１５は、主基板１１と
は独立したサブ側の制御基板であり、主基板１１から送信された制御コマンドや通知信号
を受信して、払出モータ５１による遊技球の払出動作を制御するための各種回路が搭載さ
れている。すなわち、払出制御基板１５は、払出モータ５１による賞球の払出動作を制御
する機能を備えている。払出制御基板１５には、満タンスイッチ２６や球切れスイッチ２
７からの検出信号を受信するための配線や、払出モータ位置センサ７１や払出カウントス
イッチ７２、エラー解除スイッチ７３からの検出信号を受信するための配線が接続されて
いる。加えて、払出制御基板１５には、払出モータ５１における遊技球の払出制御を行う
ための指令信号を送信するための配線や、エラー表示用ＬＥＤ７４における表示制御を行
うための指令信号を送信するための配線、インタフェース基板を介してカードユニットと
の間で通信を行うための配線などが接続されている。
【００８５】
　ここで、満タンスイッチ２６は、例えば遊技盤２の背面下方にて打球供給皿と余剰球受
皿の間を連通する余剰球通路の側壁に設置され、余剰球受皿の満タンを検出するためのも
のである。賞球又は球貸し要求に基づく遊技球が多数払い出されて打球供給皿が満杯にな
り、遊技球が連絡口に到達した後、さらに遊技球が払い出されると、遊技球は余剰球通路
を経て余剰球受皿へと導かれる。さらに遊技球が払い出されると、例えば所定の感知レバ
ーが満タンスイッチ２６を押圧してオンする。
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【００８６】
　また、球切れスイッチ２７は、例えば遊技盤２の背面にて遊技球を払出モータ５１が設
置された払出装置へと誘導する誘導レールの下流に設置され、誘導レールの下流にてカー
ブ樋を介して連通された２列の球通路内における遊技球の有無を検出するためのものであ
る。一例として、球切れスイッチ２７は、球通路に２７～２８個の遊技球が存在すること
を検出できるような位置に係止片によって係止され、球貸しの一単位の最大払出個数（例
えば１００円分に相当する２５個）以上が確保されていることを確認可能にする。
【００８７】
　エラー解除スイッチ７３は、払出制御用マイクロコンピュータ１５０が所定のエラー状
態に制御されているときに、ソフトウェアリセットによって、そのエラー状態を解除する
ためのスイッチである。エラー表示用ＬＥＤ７４は、例えば７セグメントＬＥＤにより構
成され、払出制御用マイクロコンピュータ１５０にてセットされたエラーフラグなどに基
づいて、各種のエラーに対応するエラーコードを表示するためのものである。
【００８８】
　図２に示す発射制御基板１７は、操作ノブ３０の操作量に応じて、所定の発射装置によ
る遊技球の発射動作を制御するためのものである。発射制御基板１７には、例えば電源基
板１０あるいは主基板１１からの駆動信号を伝送する配線や、払出制御基板１５及びイン
タフェース基板を介してカードユニットからの接続信号を伝送する配線、及び操作ノブ３
０からの配線が接続されるとともに、発射モータ６１への配線が接続されている。発射制
御基板１７は、操作ノブ３０の操作量に対応して発射モータ６１の駆動力を調整する。発
射モータ６１は、例えば発射制御基板１７により調整された駆動力により発射バネを弾性
変形させ、発射バネの付勢力を打撃ハンマに伝達して遊技球を打撃することにより、遊技
球を操作ノブ３０の操作量に対応した速度で遊技領域に向けて発射させる。
【００８９】
　中継基板１８を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して送信される制御コマン
ドは、例えば電気信号として伝送される演出制御コマンドである。この実施の形態におい
て、演出制御コマンドは、主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０が備えるＣＰＵ５０５（図５参照）によって送信設定が行われ、その設定に基づいて遊
技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるシリアル通信回路５１１（図５参照）によ
り、演出制御基板１２に対して送信される。以下の説明では、主基板１１から演出制御基
板１２に対する演出制御コマンドの送信動作に、こうした遊技制御用マイクロコンピュー
タ１００に設けられたＣＰＵ５０５やシリアル通信回路５１１による一連の動作が含まれ
ているものとする。この場合、演出制御基板１２の側では、例えば演出制御用マイクロコ
ンピュータ１２０のＣＰＵが、主基板１１から伝送されたシリアル信号形式の通信データ
を受信した際に発生する受信割込み要求に基づく割込み処理を実行することにより、演出
制御コマンドを取り込んで所定のバッファ（例えば演出用受信コマンドバッファ）等に格
納してもよい。
【００９０】
　演出制御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために
用いられる表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力を制御するために用
いられる音声制御コマンド、遊技効果ランプ９といった発光体の点灯動作などを制御する
ために用いられるランプ制御コマンドが含まれている。
【００９１】
　図５は、主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００の構成例を示
している。図５に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップマイク
ロコンピュータであり、外部バスインタフェース５０１と、クロック回路５０２と、固有
情報記憶回路５０３と、リセット／割込みコントローラ５０４と、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）５０５と、ＲＯＭ（Read Only Memory）５０６と、ＲＡＭ（Random Access
 Memory）５０７と、ＣＴＣ（Counter/Timer Circuit）５０８と、乱数回路５０９と、Ｐ
ＩＰ（Parallel Input Port）５１０と、シリアル通信回路５１１と、アドレスデコード
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回路５１２とを備えて構成される。
【００９２】
　図６は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるアドレスマップの一例を示し
ている。図６に示すように、アドレス００００Ｈ～アドレス１ＦＦＦＨの領域は、ＲＯＭ
５０６に割り当てられ、ユーザプログラムエリアとプログラム管理エリアとを含んでいる
。図７（Ａ）は、ＲＯＭ５０６におけるプログラム管理エリアの主要部分について、用途
や内容の一例を示している。アドレス２０００Ｈ～アドレス２０ＦＦＨの領域は、遊技制
御用マイクロコンピュータ１００の内蔵レジスタに割り当てられる内蔵レジスタエリアで
ある。図７（Ｂ）は、内蔵レジスタエリアの主要部分について、用途や内容の一例を示し
ている。アドレス７Ｅ００Ｈ～アドレス７ＦＦＦＨの領域は、ＲＡＭ５０７に割り当てら
れたワークエリアであり、Ｉ／Ｏマップやメモリマップに割り付けることができる。アド
レスＦＤＤ０Ｈ～アドレスＦＤＦＢＨの領域は、アドレスデコード回路５１２に割り当て
られるＸＣＳデコードエリアである。
【００９３】
　プログラム管理エリアは、ＣＰＵ５０５がユーザプログラムを実行するために必要な情
報を格納する記憶領域である。図７（Ａ）に示すように、プログラム管理エリアには、ヘ
ッダＫＨＤＲ、機能設定ＫＦＣＳ、第１乱数初期設定ＫＲＳ１、第２乱数初期設定ＫＲＳ
２、割込み初期設定ＫＩＩＳ、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳなどが、含まれている。
【００９４】
　プログラム管理エリアに記憶されるヘッダＫＨＤＲは、遊技制御用マイクロコンピュー
タ１００における内部データの読出設定を示す。図８（Ａ）は、ヘッダＫＨＤＲにおける
設定データと動作との対応関係を例示している。ここで、遊技制御用マイクロコンピュー
タ１００では、ＲＯＭ読出防止機能と、バス出力マスク機能とを設定可能である。ＲＯＭ
読出防止機能は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ５０６の記憶デ
ータについて、読出動作を許可又は禁止する機能であり、読出禁止に設定された状態では
、ＲＯＭ５０６の記憶データを読み出すことができない。バス出力マスク機能は、外部バ
スインタフェース５０１に接続された外部装置から遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０の内部データに対する読出要求があった場合に、外部バスインタフェース５０１におけ
るアドレスバス出力、データバス出力及び制御信号出力にマスクをかけることにより、外
部装置から内部データの読み出しを不能にする機能である。図８（Ａ）に示すように、ヘ
ッダＫＨＤＲの設定データに対応して、ＲＯＭ読出防止機能やバス出力マスク機能の動作
組合せが異なるように設定される。図８（Ａ）に示す設定データのうち、ＲＯＭ読出が許
可されるとともに、バス出力マスクが有効となる設定データは、バス出力マスク有効デー
タともいう。また、ＲＯＭ読出が禁止されるとともに、バス出力マスクが有効となる設定
データ（全て「００Ｈ」）は、ＲＯＭ読出禁止データともいう。ＲＯＭ読出が許可される
とともに、バス出力マスクが無効となる設定データは、バス出力マスク無効データともい
う。
【００９５】
　プログラム管理エリアに記憶される機能設定ＫＦＣＳは、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００におけるウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ；Watch Dog Timet）の動作設定や、
各種機能兼用端子の使用設定を示す。図８（Ｂ）は、機能設定ＫＦＣＳにおける設定内容
の一例を示している。
【００９６】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［７－５］は、例えばリセット／割込みコントローラ５
０４における割込み要因として設定可能なウォッチドッグタイマの動作許可／禁止や、許
可した場合の周期を示している。機能設定ＫＦＣＳのビット番号［４］は、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００における所定の機能兼用端子（第１兼用端子）を、シリアル通
信回路５１１が使用する第２チャネル送信端子ＴＸＢとするか、アドレスデコード回路５
１２が使用するチップセレクト出力端子ＸＣＳ１３とするかを指定するＴＸＢ端子設定で
ある。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［４］におけるビッ
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ト値が“０”であれば、第１兼用端子がシリアル通信回路５１１での第２チャネル送信に
使用される第２チャネル送信端子ＴＸＢの設定となる。これに対して、そのビット値が“
１”であれば、第１兼用端子がアドレスデコード回路５１２で使用されるチップセレクト
出力端子ＸＣＳ１３の設定となる。この実施の形態では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号
［４］を“０”として、第１兼用端子を第２チャネル送信端子ＴＸＢに設定することによ
り、演出制御基板１２との間でのシリアル通信を可能にする。
【００９７】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［３］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第２兼用端子）を、シリアル通信回路５１１が使用する第１チ
ャネル送信端子ＴＸＡとするか、アドレスデコード回路５１２が使用するチップセレクト
出力端子ＸＣＳ１２とするかを示すＴＸＡ端子設定である。図８（Ｂ）に示す例において
、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［３］におけるビット値が“０”であれば、第２兼用端
子がシリアル通信回路５１１での第１チャネル送信に使用される第１チャネル送信端子Ｔ
ＸＡの設定となる。これに対して、そのビット値が“１”であれば、第２兼用端子がアド
レスデコード回路５１２で使用されるチップセレクト出力端子ＸＣＳ１２の設定となる。
この実施の形態では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［３］を“０”として、第２兼用端
子を第１チャネル送信端子ＴＸＡに設定することにより、払出制御基板１５との間でのシ
リアル通信を可能にする。
【００９８】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［２］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第３兼用端子）を、シリアル通信回路５１１が使用する第１チ
ャネル受信端子ＲＸＡとするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ５とするかを示す
ＲＸＡ端子設定である。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［
２］におけるビット値が“０”であれば、第３兼用端子がシリアル通信回路５１１での第
１チャネル受信に使用される第１チャネル受信端子ＲＸＡの設定となる。これに対して、
そのビット値が“１”であれば、第３兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ
５の設定となる。この実施の形態では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［２］を“０”と
して、第３兼用端子を第１チャネル受信端子ＲＸＡに設定することにより、払出制御基板
１５との間でのシリアル通信を可能にする。
【００９９】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［１］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第４兼用端子）を、ＣＰＵ５０５等に接続される外部ノンマス
カブル割込み端子ＸＮＭＩとするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ４とするかを
示すＮＭＩ接続設定である。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番
号［１］におけるビット値が“０”であれば、第４兼用端子がＣＰＵ５０５等に接続され
る外部ノンマスカブル割込み端子ＸＮＭＩの設定となる（ＣＰＵ接続）。これに対して、
そのビット値が“１”であれば、第４兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ
４の設定となる（ＣＰＵ非接続）。
【０１００】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［０］は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にお
ける所定の機能兼用端子（第５兼用端子）を、ＣＰＵ５０５等に接続される外部マスカブ
ル割込み端子ＸＩＮＴとするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ３とするかを示す
ＸＩＮＴ接続設定である。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号
［０］におけるビット値が“０”であれば、第５兼用端子がＣＰＵ５０５等に接続される
外部マスカブル割込み端子ＸＩＮＴの設定となる（ＣＰＵ接続）。これに対して、そのビ
ット値が“１”であれば、第５兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ３の設
定となる（ＣＰＵ非接続）。
【０１０１】
　プログラム管理エリアに記憶される第１乱数初期設定ＫＲＳ１及び第２乱数初期設定Ｋ
ＲＳ２は、乱数回路５０９の初期設定を示す。図９（Ａ）は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１
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における設定内容の一例を示している。図９（Ｂ）は、第２乱数初期設定ＫＲＳ２におけ
る設定内容の一例を示している。
【０１０２】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３］は、乱数回路５０９を使用するか否かを
示す乱数回路使用設定である。図９（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１
のビット番号［３］におけるビット値が“０”であれば、乱数回路５０９を使用しない設
定となる一方（未使用）、“１”であれば、乱数回路５０９を使用する設定となる（使用
）。この実施の形態では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３］を“１”として
、乱数回路５０９を使用可能に設定する。
【０１０３】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］は、乱数回路５０９における乱数値とな
る数値データの更新に用いられる乱数更新クロックＲＧＫ（図１３参照）を、内部システ
ムクロックＳＣＬＫとするか、乱数用クロックＲＣＬＫの２分周とするかを示す乱数更新
クロック設定である。図９（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット
番号［２］におけるビット値が“０”であれば、内部システムクロックＳＣＬＫを乱数更
新クロックＲＧＫに用いる設定となる一方、“１”であれば、乱数用クロックＲＣＬＫを
２分周して乱数更新クロックＲＧＫに用いる設定となる。この実施の形態では、第１乱数
初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］を“１”として、乱数用クロックＲＣＬＫを２分周
して乱数更新クロックＲＧＫに用いる設定とする。
【０１０４】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］は、乱数回路５０９における乱数更
新規則を変更するか否かや、変更する場合における変更方式を示す乱数更新規則設定であ
る。図９（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］に
おけるビット値が“００”であれば、乱数更新規則を変更しない設定となり、“０１”で
あれば、２周目以降にて乱数更新規則をソフトウェアにより変更する設定となり、“１０
”であれば、２周目以降にて乱数更新規則を自動で変更する設定となる。
【０１０５】
　第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［３－２］は、固定のビット値“００”が設定
される。なお、図９（Ｂ）における「００Ｂ」の“Ｂ”は２進数表示であることを示す。
第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］は、乱数回路５０９における乱数値と
なる数値データでのスタート値に関する設定を示す。図９（Ｂ）に示す例において、第２
乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値が“０”であれば、スタート
値が所定のデフォルト値０００１Ｈに設定される一方、“１”であるときには、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００ごとに付与された固有の識別情報であるＩＤナンバーに基
づく値がスタート値に設定される。また、図９（Ｂ）に示す例では、第２乱数初期設定Ｋ
ＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値が“０”であれば、システムリセット毎にス
タート値を変更しない設定となる一方、“１”であるときには、システムリセット毎にス
タート値を変更する設定となる。なお、スタート値をＩＤナンバーに基づく値に設定する
場合には、ＩＤナンバーに所定のスクランブル処理を施す演算や、ＩＤナンバーを用いた
加算・減算・乗算・除算などの演算の一部又は全部を実行して、算出された値をスタート
値に用いるようにすればよい。また、スタート値をシステムリセット毎に変更する場合に
は、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたフリーランカウンタのカ
ウント値を、システムリセットの発生時に遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備え
る所定の内蔵レジスタ（乱数スタート値用レジスタ）に格納する。そして、初期設定時に
乱数スタート値用レジスタの格納値をそのまま用いること、あるいは、その格納値を所定
の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用いることなどにより、スタ
ート値がランダムに決定されればよい。フリーランカウンタは、例えば遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００のＲＡＭ５０７におけるバックアップ領域といった、主基板１１に
おけるバックアップ箇所と共通のバックアップ電源を用いてバックアップされるものであ
ればよい。あるいは、フリーランカウンタは、ＲＡＭ５０７におけるバックアップ領域な
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どに用いられるバックアップ電源とは別個に設けられた電源によりバックアップされても
よい。こうして、フリーランカウンタがパックアップ電源によってバックアップされるこ
とで、電力供給が停止した場合でも、所定期間はフリーランカウンタにおけるカウント値
が保存されることになる。
【０１０６】
　なお、乱数回路５０９にて乱数値となる数値データを生成するための回路が２系統（第
１及び第２チャネル対応）設けられる場合には、図９（Ａ）及び（Ｂ）に示す第１乱数初
期設定ＫＲＳ１のビット番号［３－０］と第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［３－
０］とを、第１チャネルにおける初期設定を示すものとして使用する。その一方で、第１
乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［７－４］や第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号
［７－４］を（図９（Ａ）及び（Ｂ）では省略）、第２チャネルにおける初期設定を示す
ものとして使用すればよい。
【０１０７】
　プログラム管理エリアに記憶される割込み初期設定ＫＩＩＳは、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００にて発生するマスカブル割込みの取扱いに関する初期設定を示す。図９
（Ｃ）は、割込み初期設定ＫＩＩＳにおける設定内容の一例を示している。
【０１０８】
　割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［７－４］では、割込みベクタの上位４ビットを
設定する。割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］では、マスカブル割込み要因
の優先度の組合せを設定する。図９（Ｃ）に示す例において、割込み初期設定ＫＩＩＳの
ビット番号［３－０］により「００Ｈ」～「０２Ｈ」及び「０６Ｈ」のいずれかが指定さ
れれば、ＣＴＣ５０８からのマスカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せが設定
される。これに対して、「０３Ｈ」及び「０７Ｈ」のいずれかが指定されれば、乱数回路
５０９からのマスカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せが設定される。また、
「０４Ｈ」及び「０５Ｈ」のいずれかが指定されれば、シリアル通信回路５１１からのマ
スカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せが設定される。なお、同一回路からの
マスカブル割込み要因を最優先とする優先度の組合せでも、指定値が異なる場合には、最
優先となるマスカブル割込み要因の種類や第２順位以下における優先度の組合せなどが異
なっている。
【０１０９】
　プログラム管理エリアに記憶されるセキュリティ時間設定ＫＳＥＳは、乱数用クロック
ＲＣＬＫの周波数を監視する場合に異常を検知する周波数や、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００の動作開始時などに移行するセキュリティモードの時間（セキュリティ時間
）に関する設定を示す。ここで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の動作モードが
セキュリティモードであるときには、所定のセキュリティチェック処理が実行されて、Ｒ
ＯＭ５０６の記憶内容が変更されたか否かが検査される。図１０（Ａ）は、セキュリティ
時間設定ＫＳＥＳにおける設定内容の一例を示している。
【０１１０】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］は、乱数用クロックＲＣＬＫの
周波数を監視する場合に異常が検出される周波数を示す乱数用クロック異常検出設定であ
る。図１０（Ｂ）は、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］における設
定内容の一例を示している。セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］は、
内部システムクロックＳＣＬＫの周波数に基づき、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数が異
常と検知される基準値（判定値）を指定する。セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
号「５」は、固定のビット値“０”が設定される。
【０１１１】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］は、セキュリティ時間をシステ
ムリセット毎にランダムな時間分延長する場合の時間設定を示す。図１０（Ｃ）は、セキ
ュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］における設定内容の一例を示している
。図１０（Ｃ）に示す例において、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３
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］におけるビット値が“００”であれば、ランダムな時間延長を行わない設定となる。こ
れに対して、そのビット値が“０１”であればショートモードの設定となり、“１０”で
あればロングモードの設定となる。ここで、ショートモードやロングモードが指定された
場合には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたフリーランカウン
タのカウント値を、システムリセットの発生時に遊技制御用マイクロコンピュータ１００
が備える所定の内蔵レジスタ（可変セキュリティ時間用レジスタ）に格納する。そして、
初期設定時に可変セキュリティ時間用レジスタの格納値をそのまま用いること、あるいは
、その格納値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用いるこ
となどにより、セキュリティ時間を延長する際の延長時間がランダムに決定されればよい
。一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が６．０ＭＨｚである場合には、
ショートモードにおいて０～６８０μｓ（マイクロ秒）の範囲で延長時間がランダムに決
定され、ロングモードにおいて０～３４８，１６０μｓの範囲で延長時間がランダムに決
定される。また、他の一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が１０．０Ｍ
Ｈｚである場合には、ショートモードにおいて０～４０８μｓの範囲で延長時間がランダ
ムに決定され、ロングモードにおいて０～２０８，８９６μｓの範囲で延長時間がランダ
ムに決定される。なお、セキュリティ時間を延長する際の延長時間をシステムリセット毎
にランダムに決定するために用いられるフリーランカウンタは、乱数回路５０９にて生成
される乱数のスタート値をシステムリセット毎にランダムに決定するために用いられるフ
リーランカウンタと、同一のカウンタであってもよいし、別個に設けられたカウンタであ
ってもよい。
【０１１２】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］は、セキュリティ時間を固定時
間に加えて予め選択可能な複数の延長時間のいずれかとする場合の時間設定を示す。図１
０（Ｄ）は、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］における設定内容の
一例を示している。図１０（Ｄ）に示す例において、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビ
ット番号［２－０］におけるビット値が“０００”であれば、固定時間に加える延長時間
がなく延長しない設定となる。これに対して、そのビット値が“０００”以外の値であれ
ば、内部システムクロックＳＣＬＫの周期ＴＳＣＬＫを用いて定められる複数の延長時間
のいずれかに設定される。この場合には、指定されたビット値に応じて、異なる延長時間
の設定となる。一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が６．０ＭＨｚであ
る場合に、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
００１”であれば、固定時間に加えて約６９９．１ｍｓ（ミリ秒）の延長時間が設定され
る。また、他の一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が１０．０ＭＨｚで
ある場合に、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が
“００１”であれば、固定時間に加えて約４１９．４ｍｓの延長時間が設定される。
【０１１３】
　また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値により
ショートモード又はロングモードを設定するとともに、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳの
ビット番号［２－０］におけるビット値を“０００”以外とすることにより固定時間に加
える延長時間を設定することもできる。この場合には、ビット番号［２－０］におけるビ
ット値に対応した延長時間と、ビット番号［４－３］におけるビット値に基づいてランダ
ムに決定された延長時間との双方が、固定時間に加算されて、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００がセキュリティモードとなるセキュリティ時間が決定されることになる。
【０１１４】
　図５に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える外部バスインタフェース５
０１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００を構成するチップの外部バスと内部バス
とのインタフェース機能や、アドレスバス、データバス及び各制御信号の方向制御機能な
どを有するバスインタフェースである。この実施の形態において、外部バスインタフェー
ス５０１には、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａが含まれている。
【０１１５】
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　内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部バスインタフェース５０１を介した外
部装置から遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データに対するアクセスを制御
して、例えばＲＯＭ５０６に記憶されたゲーム制御用プログラムや固定データといった、
内部データの不適切な外部読出を制限するための回路である。ここで、外部バスインタフ
ェース５０１には、例えばインサーキットエミュレータ（ＩＣＥ；InCircuit Emulator）
といった回路解析装置が、外部装置として接続されることがある。
【０１１６】
　一例として、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアに記憶されたヘッダＫＨＤＲの内容
に応じて、ＲＯＭ５０６における記憶データの読み出しを禁止するか許可するかを切り替
えられるようにする。例えば、ヘッダＫＨＤＲがバス出力マスク無効データとなっている
場合には、外部装置によるＲＯＭ５０６の読み出しを可能にして、内部データの外部読出
を許可する。これに対して、ヘッダＫＨＤＲがバス出力マスク有効データとなっている場
合には、例えば外部バスインタフェース５０１におけるアドレスバス出力、データバス出
力及び制御信号出力にマスクをかけることなどにより、外部装置からＲＯＭ５０６の読み
出しを不能にして、内部データの外部読出を禁止する。この場合、外部バスインタフェー
ス５０１に接続された外部装置から内部データの読み出しが要求されたときには、予め定
められた固定値を出力することで、外部装置からは内部データを読み出すことができない
ようにする。また、ヘッダＫＨＤＲがＲＯＭ読出禁止データとなっている場合には、ＲＯ
Ｍ５０６自体を読出不能として、ＲＯＭ５０６における記憶データの読み出しを防止して
もよい。そして、例えば製造段階のＲＯＭでは、ヘッダＫＨＤＲをＲＯＭ読出禁止データ
とすることで、ＲＯＭ自体を読出不能としておき、開発用ＲＯＭとするのであればバス出
力マスク無効データをヘッダＫＨＤＲに書き込むことで、外部装置による内部データの検
証を可能にする。これに対して、量産用ＲＯＭとするのであればバス出力マスク有効デー
タをヘッダＫＨＤＲに書き込むことで、ＣＰＵ５０５などによる遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００の内部におけるＲＯＭ５０６の読み出しは可能とする一方で、外部装置に
よるＲＯＭ５０６の読み出しはできないようにすればよい。
【０１１７】
　他の一例として、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、ＲＯＭ５０６における記
憶データの全部又は一部といった、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データ
の読み出しが、外部バスインタフェース５０１に接続された外部装置から要求されたこと
を検出する。この読出要求を検出したときに、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データの読み出しを許可するか否かの判
定を行う。例えば、ＲＯＭ５０６における記憶データの全部又は一部に暗号化処理が施さ
れているものとする。この場合、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部装置か
らの読出要求がＲＯＭ５０６に記憶された暗号化処理プログラムや鍵データ等に対する読
出要求であれば、この読出要求を拒否して、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内
部データの読み出しを禁止する。外部バスインタフェース５０１では、ＲＯＭ５０６の記
憶データが出力される出力ポートと、内部バスとの間にスイッチ素子を設け、内部リソー
スアクセス制御回路５０１Ａが内部データの読み出しを禁止した場合には、このスイッチ
素子をオフ状態とするように制御すればよい。このように、内部リソースアクセス制御回
路５０１Ａは、外部装置からの読出要求が所定の内部データ（例えばＲＯＭ５０６の所定
領域）の読み出しを要求するものであるか否かに応じて、内部データの読み出しを禁止す
るか許可するかを決定するようにしてもよい。
【０１１８】
　あるいは、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、内部データの読出要求を検出し
たときに、所定の認証コードが外部装置から入力されたか否かを判定してもよい。この場
合には、例えば内部リソースアクセス制御回路５０１Ａの内部あるいはＲＯＭ５０６の所
定領域に、認証コードとなる所定のコードパターンが予め記憶されていればよい。そして
、外部装置から認証コードが入力されたときには、この認証コードを内部記憶された認証
コードと比較して、一致すれば読出要求を受容して、遊技制御用マイクロコンピュータ１
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００の内部データの読み出しを許可する。これに対して、外部装置から入力された認証コ
ードが内部記憶された認証コードと一致しない場合には、読出要求を拒否して、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００の内部データの読み出しを禁止する。このように、内部リ
ソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部装置から入力された認証コードが内部記憶され
た認証コードと一致するか否かに応じて、内部データの読み出しを禁止するか許可するか
を決定するようにしてもよい。これにより、検査機関などが予め知得した正しい認証コー
ドを用いて、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データを損なうことなく読み
出すことができ、内部データの正当性を適切に検査することなどが可能になる。
【０１１９】
　さらに他の一例として、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａに読出禁止フラグを設
け、読出禁止フラグがオン状態であれば外部装置によるＲＯＭ５０６の読み出しを禁止す
る。その一方で、読出禁止フラグがオフ状態であるときには、外部装置によるＲＯＭ５０
６の読み出しが許可される。ここで、読出禁止フラグは、初期状態ではオフ状態であるが
、読出禁止フラグを一旦オン状態とした後には、読出禁止フラグをクリアしてオフ状態に
復帰させることができないように構成されていればよい。すなわち、読出禁止フラグはオ
フ状態からオン状態に不可逆的に変更することが可能とされている。例えば、内部リソー
スアクセス制御回路５０１Ａには、読出禁止フラグをクリアしてオフ状態とする機能が設
けられておらず、どのような命令によっても読出禁止フラグをクリアすることができない
ように設定されていればよい。そして、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部
装置からＲＯＭ５０６における記憶データといった遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０の内部データの読み出しが要求されたときに、読出禁止フラグがオンであるか否かを判
定する。このとき、読出禁止フラグがオンであれば、外部装置からの読出要求を拒否して
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データの読み出しを禁止する。他方、読
出禁止フラグがオフであれば、外部装置からの読出要求を受容して、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００の内部データの読み出しを許可にする。このような構成であれば、ゲ
ーム制御用のプログラムを作成してＲＯＭ５０６に格納する提供者においては、読出禁止
フラグがオフとなっている状態でデバッグの終了したプログラムをＲＯＭ５０６から外部
装置に読み込むことができる。そして、デバッグの作業が終了した後に出荷する際には、
読出禁止フラグをオン状態にセットすることにより、それ以後はＲＯＭ５０６の外部読出
を制限することができ、パチンコ遊技機１の使用者などによるＲＯＭ５０６の読出を防止
することができる。このように、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、読出禁止フ
ラグといった内部フラグがオフであるかオンであるかに応じて、内部データの読み出しを
禁止するか許可するかを決定するようにしてもよい。
【０１２０】
　なお、読出禁止フラグを不可逆に設定するのではなく、オン状態からオフ状態に変更す
ることも可能とする一方で、読出禁止フラグをオン状態からオフ状態に変更して内部デー
タの読み出しが許可されるときには、ＲＯＭ５０６の記憶データを消去（例えばフラッシ
ュ消去など）することにより、ＲＯＭ５０６の外部読出を制限するようにしてもよい。
【０１２１】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるクロック回路５０２は、例えば制御用
外部クロック端子ＥＸＣに入力される発振信号を２分周することなどにより、内部システ
ムクロックＳＣＬＫを生成する回路である。この実施の形態では、制御用外部クロック端
子ＥＸＣに制御用クロック生成回路１１１が生成した制御用クロックＣＣＬＫが入力され
る。クロック回路５０２により生成された内部システムクロックＳＣＬＫは、例えばＣＰ
Ｕ５０５といった、遊技制御用マイクロコンピュータ１００において遊技の進行を制御す
る各種回路に供給される。また、内部システムクロックＳＣＬＫは、乱数回路５０９にも
供給され、乱数用クロック生成回路１１２から供給される乱数用クロックＲＣＬＫの周波
数を監視するために用いられる。さらに、内部システムクロックＳＣＬＫは、クロック回
路５０２に接続されたシステムクロック出力端子ＣＬＫＯから、遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００の外部へと出力されてもよい。なお、内部システムクロックＳＣＬＫは、
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遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へは出力されないことが望ましい。このよ
うに、内部システムクロックＳＣＬＫの外部出力を制限することにより、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００の内部回路（ＣＰＵ５０５など）の動作周期を外部から特定する
ことが困難になり、乱数値となる数値データをソフトウェアにより更新する場合に、乱数
値の更新周期が外部から特定されてしまうことを防止できる。
【０１２２】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える固有情報記憶回路５０３は、例えば遊
技制御用マイクロコンピュータ１００の内部情報となる複数種類の固有情報を記憶する回
路である。一例として、固有情報記憶回路５０３は、ＲＯＭコード、チップ個別ナンバー
、ＩＤナンバーといった３種類の固有情報を記憶する。ＲＯＭ５０６コードは、ＲＯＭ５
０６の所定領域における記憶データから生成される４バイトの数値であり、生成方法の異
なる４つの数値が準備されればよい。チップ個別ナンバーは、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００の製造時に付与される４バイトの番号であり、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００を構成するチップ毎に異なる数値を示している。ＩＤナンバーは、遊技制御用
マイクロコンピュータ１００の製造時に付与される８バイトの番号であり、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００を構成するチップ毎に異なる数値を示している。ここで、チッ
プ個別ナンバーはユーザプログラムから読み取ることができる一方、ＩＤナンバーはユー
ザプログラムから読み取ることができないように設定されていればよい。なお、固有情報
記憶回路５０３は、例えばＲＯＭ５０６の所定領域を用いることなどにより、ＲＯＭ５０
６に含まれるようにしてもよい。あるいは、固有情報記憶回路５０３は、例えばＣＰＵ５
０５の内蔵レジスタを用いることなどにより、ＣＰＵ５０５に含まれるようにしてもよい
。
【０１２３】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるリセット／割込みコントローラ５０４
は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部や外部にて発生する各種リセット、割
込み要求を制御するためのものである。リセット／割込みコントローラ５０４が制御する
リセットには、システムリセットとユーザリセットが含まれている。システムリセットは
、外部システムリセット端子ＸＳＲＳＴに一定の期間にわたりローレベル信号が入力され
たときに発生するリセットである。ユーザリセットは、ウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）
のタイムアウト信号が発生したことや、指定エリア外走行禁止（ＩＡＴ）が発生したこと
など、所定の要因により発生するリセットである。
【０１２４】
　リセット／割込みコントローラ５０４が制御する割込みには、ノンマスカブル割込みＮ
ＭＩとマスカブル割込みＩＮＴが含まれている。ノンマスカブル割込みＮＭＩは、ＣＰＵ
５０５の割込み禁止状態でも無条件に受け付けられる割込みであり、外部ノンマスカブル
割込み端子ＸＮＭＩ（入力ポートＰ４と兼用）に一定の期間にわたりローレベル信号が入
力されたときに発生する割込みである。マスカブル割込みＩＮＴは、ＣＰＵ５０５の設定
命令により、割込み要求の受け付けを許可／禁止できる割込みであり、優先順位設定によ
る多重割込みの実行が可能である。マスカブル割込みＩＮＴの要因としては、外部マスカ
ブル割込み端子ＸＩＮＴ（入力ポートＰ３と兼用）に一定の期間にわたりローレベル信号
が入力が入力されたこと、ＣＴＣ５０８に含まれるタイマ回路にてタイムアウトが発生し
たこと、シリアル通信回路５１１にてデータ受信又はデータ送信による割込み要因が発生
したこと、乱数回路５０９にて乱数値となる数値データの取込による割込み要因が発生し
たことなど、複数種類の割込み要因が予め定められていればよい。
【０１２５】
　リセット／割込みコントローラ５０４は、図７（Ｂ）に示すような遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が備える内蔵レジスタのうち、割込みマスクレジスタＩＭＲ（アドレ
ス２０２８Ｈ）、割込み待ちモニタレジスタＩＲＲ（アドレス２０２９Ｈ）、割込み中モ
ニタレジスタＩＳＲ（アドレス２０２ＡＨ）、内部情報レジスタＣＩＦ（アドレス２０８
ＣＨ）などを用いて、割込みの制御やリセットの管理を行う。割込みマスクレジスタＩＭ
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Ｒは、互いに異なる複数の要因によるマスカブル割込みＩＮＴのうち、使用するものと使
用しないものとを設定するレジスタである。割込み待ちモニタレジスタＩＲＲは、割込み
初期設定ＫＩＩＳにより設定されたマスカブル割込み要因のそれぞれについて、マスカブ
ル割込み要求信号の発生状態を確認するレジスタである。割込み中モニタレジスタＩＳＲ
は、割込み初期設定ＫＩＩＳにより設定されたマスカブル割込み要因のそれぞれについて
、マスカブル割込み要求信号の処理状態を確認するレジスタである。内部情報レジスタＣ
ＩＦは、直前に発生したリセット要因を管理したり、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異
常を記録したりするためのレジスタである。
【０１２６】
　図１１（Ａ）は、内部情報レジスタＣＩＦの構成例を示している。図１１（Ｂ）は、内
部情報レジスタＣＩＦに格納される内部情報データの各ビットにおける設定内容の一例を
示している。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］に格納される内部情報データＣ
ＩＦ４は、乱数用クロックＲＣＬＫにおける周波数異常の有無を示す乱数用クロック異常
指示である。図１１（Ｂ）に示す例では、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知さ
れないときに、内部情報データＣＩＦ４のビット値が“０”となる一方、周波数異常が検
知されたときには、そのビット値が“１”となる。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号
［２］に格納される内部情報データＣＩＦ２は、直前に発生したリセット要因がシステム
リセットであるか否かを示すシステムリセット指示である。図１１（Ｂ）に示す例では、
直前のリセット要因がシステムリセットではないときに（システムリセット未発生）、内
部情報データＣＩＦ２のビット値が“０”となる一方、システムリセットであるときには
（システムリセット発生）、そのビット値が“１”となる。内部情報データＣＩＦ２を用
いた動作の第１例として、電源投入時に遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ
５０５などが内部情報データＣＩＦ２のビット値をチェックして、そのビット値が“１”
（セット）でなければ、通常の電源投入ではないと判断する。このときには、例えば演出
制御基板１２に向けて所定の演出制御コマンドを伝送させることなどにより、パチンコ遊
技機１における電源投入直後に大当り遊技状態とすることを狙った不正信号の入力行為が
行われた可能性がある旨を、演出装置などにより報知させてもよい。また、内部情報デー
タＣＩＦ２を用いた動作の第２例として、パチンコ遊技機１が電源投入時にのみ確変状態
を報知し、通常時には確変状態を報知しない場合に、電源投入時に遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００のＣＰＵ５０５などが内部情報データＣＩＦ２のビット値をチェックし
て、そのビット値が“１”（セット）でなければ、遊技状態の報知を行わないようにして
もよい。
【０１２７】
　内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［１］に格納される内部情報データＣＩＦ１は、
直前に発生したリセット要因がウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）のタイムアウトによるユ
ーザリセットであるか否かを示すＷＤＴタイムアウト指示である。図１１（Ｂ）に示す例
では、直前のリセット要因がウォッチドッグタイマのタイムアウトによるユーザリセット
ではないときに（タイムアウト未発生）、内部情報データＣＩＦ１のビット値が“０”と
なる一方、ウォッチドッグタイマのタイムアウトによるユーザリセットであるときに（タ
イムアウト発生）、そのビット値が“１”となる。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号
［０］に格納される内部情報データＣＩＦ０は、直前に発生したリセット要因が指定エリ
ア外走行禁止（ＩＡＴ）によるユーザリセットであるか否かを示すＩＡＴ発生指示である
。図１１（Ｂ）に示す例では、直前のリセット要因が指定エリア外走行の発生によるユー
ザリセットではないときに（ＩＡＴ発生なし）、内部情報データＣＩＦ０のビット値が“
０”となる一方、指定エリア外走行の発生によるユーザリセットであるときに（ＩＡＴ発
生あり）、そのビット値が“１”となる。
【０１２８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＰＵ５０５は、ＲＯＭ５０６から読
み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御
するための処理などを実行する。このときには、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６から固定デ
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ータを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ５０５がＲＡＭ５０７に各種の変動データ
を書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ５０５がＲＡＭ５０７に一時記
憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ５０５が外部バス
インタフェース５０１やＰＩＰ５１０、シリアル通信回路５１１などを介して遊技制御用
マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、ＣＰＵ５
０５が外部バスインタフェース５０１やシリアル通信回路５１１などを介して遊技制御用
マイクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作等も行われる。
【０１２９】
　このように、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０
６に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００（又はＣＰＵ５０５）が実行する（又は処理を行う）ということは、
具体的には、ＣＰＵ５０５がプログラムに従って制御を実行することである。このことは
、主基板１１以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様であ
る。
【０１３０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ５０６には、ゲーム制御用のユ
ーザプログラムや固定データ等が記憶されている。また、ＲＯＭ５０６には、セキュリテ
ィチェックプログラム５０６Ａが記憶されている。ＣＰＵ５０５は、パチンコ遊技機１の
電源投入やシステムリセットの発生に応じて遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセ
キュリティモードに移行したときに、ＲＯＭ５０６に記憶されたセキュリティチェックプ
ログラム５０６Ａを読み出し、ＲＯＭ５０６の記憶内容が変更されたか否かを検査するセ
キュリティチェック処理を実行する。なお、セキュリティチェックプログラム５０６Ａは
、ＲＯＭ５０６とは異なる内蔵メモリに記憶されてもよい。また、セキュリティチェック
プログラム５０６Ａは、例えば外部バスインタフェース５０１を介して遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００に外付けされた外部メモリの記憶内容を検査するセキュリティチェ
ック処理に対応したものであってもよい。
【０１３１】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ５０７は、ゲーム制御用のワー
クエリアを提供する。ここで、ＲＡＭ５０７の少なくとも一部は、電源基板１０において
作成されるバックアップ電源によってバックアップされているバックアップＲＡＭであれ
ばよい。すなわち、パチンコ遊技機１への電力供給が停止しても、所定期間はＲＡＭ５０
７の少なくとも一部の内容が保存される。
【０１３２】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＴＣ５０８は、例えば８ビットのプ
ログラマブルタイマを３チャネル（ＰＴＣ０－ＰＴＣ２）内蔵して構成され、リアルタイ
ム割込みの発生や時間計測を可能とするタイマ回路を含んでいる。各プログラマブルタイ
マＰＴＣ０－ＰＴＣ２は、内部システムクロックＳＣＬＫに基づいて生成されたカウント
クロックの信号変化（例えばハイレベルからローレベルへと変化する立ち下がりタイミン
グ）などに応じて、タイマ値が更新されるものであればよい。また、ＣＴＣ５０８は、例
えば８ビットのプログラマブルカウンタを４チャネル（ＰＣＣ０－ＰＣＣ３）内蔵しても
よい。各プログラマブルカウンタＰＣＣ０－ＰＣＣ３は、内部システムクロックＳＣＬＫ
の信号変化、あるいは、プログラマブルカウンタＰＣＣ０－ＰＣＣ３のいずれかにおける
タイムアウトの発生などに応じて、カウント値が更新されるものであればよい。ＣＴＣ５
０８は、セキュリティ時間を延長する際の延長時間（可変設定時間）をシステムリセット
毎にランダムに決定するために用いられるフリーランカウンタや、乱数回路５０９にて生
成される乱数のスタート値をシステムリセット毎にランダムに決定するために用いられる
フリーランカウンタなどを、含んでもよい。あるいは、これらのフリーランカウンタは、
例えばＲＡＭ５０７のバックアップ領域といった、ＣＴＣ５０８とは異なる遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００の内部回路に含まれてもよい。
【０１３３】
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　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える乱数回路５０９は、例えば１６ビット
乱数といった、所定の更新範囲を有する乱数値となる数値データを生成する回路である。
この実施の形態では、主基板１１の側において、例えば図１２に示すような特図表示結果
判定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、リーチ判定用の乱数値ＭＲ３
、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ４、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ５、加算値
決定用の乱数値ＭＲ６のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御される。ＣＰ
Ｕ５０５は、乱数回路５０９から抽出した数値データに基づき、例えば図２５に示す遊技
制御カウンタ設定部５９４に設けられたランダムカウンタといった、乱数回路５０９とは
異なるランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによって各種の数値データを加工あるい
は更新することで、乱数値ＭＲ１～ＭＲ６の全部又は一部を示す数値データをカウントす
るようにしてもよい。以下では、一例として、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す
数値データと、加算値決定用の乱数値ＭＲ６を示す数値データとが、ハードウェアとなる
乱数回路５０９からＣＰＵ５０５により抽出された数値データを、ソフトウェアにより加
工することで更新され、それ以外の乱数値ＭＲ２～ＭＲ５を示す数値データは、ＣＰＵ５
０５がランダムカウンタなどを用いてソフトウェアにより更新するものとする。
【０１３４】
　図１２に示す乱数値ＭＲ１～ＭＲ６のうち、乱数値ＭＲ３～ＭＲ５については、加算値
や加算判定値、最大判定値が定められている。加算値は、１回のタイマ割込みなどに対応
して各乱数値に加算する値であり、その値は乱数値を更新するための乱数更新処理が実行
されるごとに異ならせることができる。例えば、加算値は、加算値決定用の乱数値ＭＲ６
などに基づいて求められるものであり、一時的な変数として加算値を記憶するための領域
がＲＡＭ５０７などに設けられていればよい。加算判定値は、加算値決定用の乱数値ＭＲ
６との比較により、各乱数値に対応した加算値を取得するために用いられる値である。よ
り具体的には、加算値決定用の乱数値ＭＲ６が各乱数値に対応した加算値の初期値として
読み出された後、現在の加算値が加算判定値よりも小さくなったと判定されるまで、現在
の加算値から加算判定値を減算した値を、新たな加算値として更新していく。乱数判定値
は、最終的に求められた加算値を加算したことによる更新後の各乱数値が取り得る値の範
囲内であるかを判定するために用いられる値である。そして、更新後の各乱数値が対応す
る乱数判定値を超えているときには、更新後の乱数値から乱数判定値を減算した値が、新
たな乱数値として設定される。なお、この実施の形態において、乱数値ＭＲ２を示す数値
データは、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にてタイマ割込みが発生する毎に、１
ずつ加算するように更新されるものとする。
【０１３５】
　特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１は、特図ゲームにおける特別図柄などの可変表示結
果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」と
して小当り遊技状態に制御するか否かを、判定するために用いられる乱数値である。例え
ば、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１は、「０」～「６５５３５」の範囲の値をとる。
大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２は、可変表示結果を「大当り」とする場合に、大当り種
別を複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。例えば、大当り種別
決定用の乱数値ＭＲ２は、「０」～「９９」の範囲の値をとる。
【０１３６】
　リーチ判定用の乱数値ＭＲ３は、可変表示結果を「ハズレ」とする場合に、飾り図柄を
リーチ表示状態で導出表示する「リーチ」の可変表示態様とするか否かを判定するために
用いられる乱数値である。例えば、リーチ判定用の乱数値ＭＲ３は、「０」～「２３９」
の範囲の値をとる。また、リーチ判定用の乱数値ＭＲ３に対応して、加算値の範囲が「０
」～「７」、加算判定値が「８」、最大判定値が「２４０」に定められている。
【０１３７】
　変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ４は、飾り図柄の変動パターン種別を、予め用意
された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。例えば、変動パタ
ーン種別決定用の乱数値ＭＲ４は、「０」～「２４１」の範囲の値をとる。ここで、各変
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動パターン種別は、例えば飾り図柄の可変表示中に実行される演出動作などに基づいて分
類された１つ又は複数の変動パターンを含むように構成されたものであればよい。変動パ
ターン種別決定用の乱数値ＭＲ４に対応して、加算値の範囲が「０」～「７」、加算判定
値が「８」、最大判定値が「２４２」に定められている。
【０１３８】
　変動パターン決定用の乱数値ＭＲ５は、飾り図柄の変動パターンを、予め用意された複
数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。例えば、変動パターン決定
用の乱数値ＭＲ５は、「０」～「２５５」の範囲の値をとる。また、変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ５に対応して、加算値の範囲が「０」～「７」、加算判定値が「８」、最大
判定値が「２５６」に定められている。
【０１３９】
　加算値決定用の乱数値ＭＲ６は、各乱数値に対応した加算判定値と比較されることなど
により、各乱数値に対応した加算値を取得するために用いられる値である。例えば、加算
値決定用の乱数値ＭＲ６は、「０」～「７」の範囲の値をとる。
【０１４０】
　図１３は、乱数回路５０９の一構成例を示すブロック図である。乱数回路５０９は、図
１３に示すように、周波数監視回路５５１、クロック用フリップフロップ５５２、乱数生
成回路５５３、スタート値設定回路５５４、乱数列変更回路５５５、乱数列変更設定回路
５５６、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ａ、
５５８Ｂ、乱数値レジスタ５５９Ａ、５５９Ｂを備えて構成される。なお、乱数値レジス
タ５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂはそれぞれ、図７（Ｂ）に示すような遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００の内蔵レジスタに含まれる乱数値レジスタＲ１Ｄ（アドレス２
０３８Ｈ－２０３９Ｈ）と乱数値レジスタＲ２Ｄ（アドレス２０３ＡＨ－２０３ＢＨ）に
対応している。
【０１４１】
　周波数監視回路５５１は、乱数用クロック生成回路１１２により生成された乱数用クロ
ックＲＣＬＫの周波数を監視して、その異常発生を検知するための回路である。周波数監
視回路５５１は、例えば乱数用外部クロック端子ＥＲＣに入力される発振信号を監視して
、内部システムクロックＳＣＬＫに基づきセキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［
７－６］における設定内容（図１０（Ｂ）参照）に応じた周波数異常を検知したときに、
内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］を“１”にセットする。この実施の形態では
、乱数用外部クロック端子ＥＲＣに乱数用クロック生成回路１１２が生成した乱数用クロ
ックＲＣＬＫが入力される。
【０１４２】
　クロック用フリップフロップ５５２は、例えばＤ型フリップフロップなどを用いて構成
され、乱数用外部クロック端子ＥＲＣからの乱数用クロックＲＣＬＫがクロック端子ＣＫ
に入力される。また、クロック用フリップフロップ５５２では、逆相出力端子（反転出力
端子）ＱバーがＤ入力端子に接続されている。そして、正相出力端子（非反転出力端子）
Ｑから乱数更新クロックＲＧＫを出力する一方で、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバー
からラッチ用クロックＲＣ０を出力する。この場合、クロック用フリップフロップ５５２
は、クロック端子ＣＫに入力される乱数用クロックＲＣＬＫにおける信号状態が所定の変
化をしたときに、正相出力端子（非反転出力端子）Ｑ及び逆相出力端子（反転出力端子）
Ｑバーからの出力信号における信号状態を変化させる。例えば、クロック用フリップフロ
ップ５５２は、乱数用クロックＲＣＬＫの信号状態がローレベルからハイレベルへと変化
する立ち上がりのタイミング、あるいは、乱数用クロックＲＣＬＫの信号状態がハイレベ
ルからローレベルへと変化する立ち下がりのタイミングのうち、いずれか一方のタイミン
グにて、Ｄ入力端子における入力信号を取り込む。このとき、正相出力端子（非反転出力
端子）Ｑからは、Ｄ入力端子にて取り込まれた入力信号が反転されることなく出力される
一方で、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバーからは、Ｄ入力端子にて取り込まれた入力
信号が反転されて出力される。こうして、クロック用フリップフロップ５５２の正相出力
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端子（非反転出力端子）Ｑからは乱数用クロックＲＣＬＫにおける発振周波数（例えば２
０ＭＨｚ）の１／２となる発振周波数（例えば１０ＭＨｚ）を有する乱数更新クロックＲ
ＧＫが出力される一方、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバーからは乱数更新クロックＲ
ＧＫの逆相信号（反転信号）、すなわち乱数更新クロックＲＧＫと同一周波数で乱数更新
クロックＲＧＫとは位相がπ（＝１８０°）だけ異なるラッチ用クロックＲＣ０が出力さ
れる。
【０１４３】
　クロック用フリップフロップ５５２から出力された乱数更新クロックＲＧＫは、乱数生
成回路５５３のクロック端子に入力されて、乱数生成回路５５３におけるカウント値の歩
進に用いられる。また、クロック用フリップフロップ５５２から出力されたラッチ用クロ
ックＲＣ０は、分岐点ＢＲ１にてラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロックＲＣ２とに
分岐される。したがって、ラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロックＲＣ２とは、互い
に同一の発振周波数を有し、互いに共通の周期で信号状態が変化することになる。ここで
、ラッチ用クロックＲＣ１やラッチ用クロックＲＣ２における信号状態の変化としては、
例えばローレベルからハイレベルへと変化する立ち上がりや、ハイレベルからローレベル
へと変化する立ち下がりなどがある。ラッチ用クロックＲＣ１は、ラッチ用フリップフロ
ップ５５７Ａのクロック端子ＣＫに入力されて、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１の生成に用
いられる乱数取得用クロックとなる。ラッチ用クロックＲＣ２は、ラッチ用フリップフロ
ップ５５７Ｂのクロック端子ＣＫに入力されて、始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２の生成に用
いられる乱数取得用クロックとなる。
【０１４４】
　ここで、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数と、制御用クロック生成回路１１１によ
って生成される制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは、互いに異なる周波数となって
おり、また、いずれか一方の発振周波数が他方の発振周波数の整数倍になることがない。
一例として、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数が１１．０ＭＨｚである一方で、乱数
用クロックＲＣＬＫの発振周波数は９．７ＭＨｚであればよい。そのため、乱数更新クロ
ックＲＧＫやラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２はいずれも、ＣＰＵ５０５に供給される制
御用クロックＣＣＬＫとは異なる周期で信号状態が変化する発振信号となる。すなわち、
クロック用フリップフロップ５５２は、乱数用クロック生成回路１１２によって生成され
た乱数用クロックＲＣＬＫに基づき、カウント値を更新するための乱数更新クロックＲＧ
Ｋや、複数の乱数取得用クロックとなるラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２として、制御用
クロックＣＣＬＫや内部システムクロックＳＣＬＫ（制御用クロックＣＣＬＫを２分周し
たもの）とは異なる周期で信号状態が変化する発振信号を生成する。
【０１４５】
　乱数生成回路５５３は、例えば１６ビットのカウンタなどから構成され、クロック用フ
リップフロップ５５２から出力される乱数更新クロックＲＧＫなどの入力に基づき、数値
データを更新可能な所定の範囲において所定の初期値から所定の最終値まで循環的に更新
する回路である。例えば乱数生成回路５５３は、所定のクロック端子への入力信号である
乱数更新クロックＲＧＫにおける立ち上がりエッジに応答して、「０」から「６５５３５
」までの範囲内で設定された初期値から「６５５３５」まで１ずつ加算するように数値デ
ータをカウントアップして行く。そして、「６５５３５」までカウントアップした後には
、「０」から初期値よりも１小さい最終値となる数値まで１ずつ加算するようにカウント
アップすることで、数値データを循環的に更新する。
【０１４６】
　スタート値設定回路５５４は、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］にお
けるビット値（図９（Ｂ）参照）に応じて、乱数生成回路５５３により生成されるカウン
ト値におけるスタート値を設定する。例えば、スタート値設定回路５５４は、第２乱数初
期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］が“００”であればスタート値をデフォルト値で
ある「００００Ｈ」に設定し、“１０”であればＩＤナンバーに基づく値に設定し、“０
１”であればシステムリセット毎に変更される値に設定する。
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【０１４７】
　乱数列変更回路５５５は、乱数生成回路５５３により生成された数値データが一巡した
ときに、数値データの更新順である順列を所定の乱数更新規則に従った順列に変更可能と
する回路である。例えば、乱数列変更回路５５５は、乱数生成回路５５３から出力される
数値データにおけるビットの入れ替えや転置などのビットスクランブル処理を実行する。
また、乱数列変更回路５５５は、例えばビットスクランブル処理に用いるビットスクラン
ブル用キーやビットスクランブルテーブルを変更することなどにより、数値データの更新
順である順列の変更を行うことができる。
【０１４８】
　乱数列変更設定回路５５６は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］にお
けるビット値（図９（Ａ）参照）などに応じて、乱数列変更回路５５５における数値デー
タの更新順を変更する設定を行うための回路である。例えば、乱数列変更設定回路５５６
は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“００”であれば２周目以降も
乱数更新規則を変更しない設定とする一方、“０１”であれば２周目以降はソフトウェア
での変更要求に応じて乱数更新規則を変更し、“１０”であれば自動で乱数更新規則を変
更する。
【０１４９】
　乱数列変更回路５５６は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“０１
”であることに対応してソフトウェアによる乱数更新規則の変更を行う場合に、図７（Ｂ
）に示すような遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える内蔵レジスタのうち、乱
数列変更レジスタＲＤＳＣ（アドレス２０３４Ｈ）を用いて、乱数更新規則の変更を制御
する。図１４（Ａ）は、乱数列変更レジスタＲＤＳＣの構成例を示している。図１４（Ｂ
）は、乱数列変更レジスタＲＤＳＣに格納される乱数列変更要求データの各ビットにおけ
る設定内容の一例を示している。乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に格納
される乱数列変更要求データＲＤＳＣ０は、乱数更新規則をソフトウェアにより変更する
場合に、乱数列の変更要求の有無を示している。図１４（Ｂ）に示す例では、ソフトウェ
アにより乱数列の変更要求がないときに、乱数列変更要求データＲＤＳＣ０のビット値が
“０”となる一方、乱数列の変更要求があったときには、そのビット値が“１”となる。
【０１５０】
　図１５は、乱数更新規則をソフトウェアにより変更する場合の動作例を示している。こ
の場合、乱数生成回路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮが所定の初期値から所
定の最終値まで循環的に更新されたときに、乱数列変更要求データＲＤＳＣ０が“１”で
あることに応答して、乱数更新規則を変更する。図１５に示す動作例では、始めに乱数列
変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「０→１→…→６５５３５」となってい
る。この後、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に格納されたユーザプログラムを実行すること
によって、所定のタイミングで乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に“１”
が書き込まれたものとする。
【０１５１】
　そして、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“０１”であることに対
応して、乱数列変更設定回路５５６が乱数列変更要求データＲＤＳＣ０を読み出し、その
ビット値が“１”であることに応答して、乱数更新規則を変更するための設定を行う。こ
のとき、乱数列変更設定回路５５６は、乱数生成回路５５３から出力されたカウント値順
列ＲＣＮが所定の最終値に達したことに応じて、例えば予め用意された複数種類の乱数更
新規則のいずれかを選択することなどにより、乱数更新規則を変更する。図１５に示す動
作例では、乱数列変更回路５５５が乱数生成回路５５３から出力されたカウント値順列Ｒ
ＣＮにおける最終値に対応する数値データ「６５５３５」を出力した後、乱数列変更要求
データＲＤＳＣ０に応じて乱数更新規則を変更する。その後、乱数列変更回路５５５は、
変更後の乱数更新規則に従った乱数列ＲＳＮとして、「６５５３５→６５５３４→…→０
」を出力する。乱数列変更レジスタＲＤＳＣは、乱数列変更設定回路５５６により乱数列
変更要求データＲＤＳＣ０が読み出されたときに初期化される。そのため、再び乱数列変
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更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］にビット値“１”が書き込まれるまでは、乱数列
変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「６５５３５→６５５３４→…→０」と
なる。
【０１５２】
　ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に格納されたユーザプログラムを実行することによって、
乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に再びビット値“１”が書き込まれると
、乱数更新規則が再度変更される。図１５に示す動作例では、乱数列変更回路５５５が乱
数列ＲＳＮにおける最終値に対応する数値データ「０」を出力したときに、乱数列変更要
求データＲＤＳＣ０としてビット値“１”が書き込まれたことに応じて乱数更新規則を変
更する。その後、乱数列変更回路５５５は、変更後の乱数更新規則に従った乱数列ＲＳＮ
として、「０→２→…→６５５３４→１→…→６５５３５」を出力する。
【０１５３】
　図１６は、乱数更新規則を自動で変更する場合の動作例を示している。この場合、乱数
生成回路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮが所定の初期値から所定の最終値ま
で循環的に更新されたことに応じて、乱数列変更設定回路５５６が自動的に乱数更新規則
を変更する。図１６に示す動作例では、始めに乱数列変更回路５５５から出力される乱数
列ＲＳＮが、「０→１→…→６５５３５」となっている。
【０１５４】
　そして、乱数変更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮが所定の最終値に達したとき
に、乱数列変更設定回路５５６は、予め用意された複数種類の更新規則のうちから予め定
められた順序に従って更新規則を選択することにより、更新規則を変更するようにしても
よい。あるいは、乱数列変更設定回路５５６は、複数種類の更新規則のうちから任意の更
新規則を選択することにより、更新規則を変更するようにしてもよい。図１６に示す動作
例では、１回目の乱数更新規則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数
列ＲＳＮが、「６５５３５→６５５３４→…→０」となる。その後、２回目の乱数更新規
則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮは、「０→２→…→
６５５３４→１→…→６５５３５」となる。図１６に示す動作例では、３回目の乱数更新
規則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮは、「６５５３４
→０→…→３２７６８」となる。４回目の乱数更新規則の変更が行われたときには、乱数
列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「１６３８３→４９１５１→…→４９
１５０」となる。５回目の乱数更新規則の変更が行われたときには、乱数列変更回路５５
５から出力される乱数列ＲＳＮが、「４→３→…→４６５５３１」となる。
【０１５５】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、５５７Ｂはそれぞれ、例えばＤ型フリップフロッ
プなどを用いて構成される。ラッチ用フリップフロップ５５７Ａでは、Ｄ入力端子にＰＩ
Ｐ５１０が備える入力ポートＰ０からの配線が接続され、クロック端子ＣＫにラッチ用ク
ロックＲＣ１を伝送する配線が接続されている。この実施の形態では、入力ポートＰ０に
第１始動口スイッチ２２Ａからの第１始動入賞信号ＳＳ１が入力される。ラッチ用フリッ
プフロップ５５７Ａは、ラッチ用クロックＲＣ１の立ち上がりエッジなどに応答して、第
１始動入賞信号ＳＳ１（実際には、ＳＳ１の反転信号）を取り込み、始動入賞時ラッチ信
号ＳＬ１として出力する。これにより、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａでは、ラッチ
用クロックＲＣ１の立ち上がりエッジに同期して、第１始動入賞信号ＳＳ１が始動入賞時
ラッチ信号ＳＬ１として出力される。ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂでは、Ｄ入力端
子にＰＩＰ５１０が備える入力ポートＰ１からの配線が接続され、クロック端子ＣＫにラ
ッチ用クロックＲＣ２を伝送する配線が接続されている。この実施の形態では、入力ポー
トＰ１に第２始動口スイッチ２２Ｂからの第２始動入賞信号ＳＳ２が入力される。ラッチ
用フリップフロップ５５７Ｂは、ラッチ用クロックＲＣ２の立ち上がりエッジなどに応答
して、第２始動入賞信号ＳＳ２（実際には、ＳＳ２の反転信号）を取り込み、始動入賞時
ラッチ信号ＳＬ２として出力する。これにより、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂでは
、ラッチ用クロックＲＣ２の立ち上がりエッジに同期して、第２始動入賞信号ＳＳ２が始
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動入賞時ラッチ信号ＳＬ２として出力される。
【０１５６】
　なお、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２は、第１始動口スイッチ２２
Ａや第２始動口スイッチ２２Ｂから直接伝送されるものに限定されない。一例として、第
１始動口スイッチ２２Ａからの出力信号や第２始動口スイッチ２２Ｂからの出力信号がオ
ン状態となっている時間を計測し、計測した時間が所定の時間（例えば３ｍｓ）になった
ときに、第１始動入賞信号ＳＳ１や第２始動入賞信号ＳＳ２を出力するタイマ回路を設け
てもよい。
【０１５７】
　乱数ラッチセレクタ５５８Ａは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａから伝送される始
動入賞時ラッチ信号ＳＬ１と、ソフトウェアによる乱数ラッチ要求信号とを取り込み、い
ずれかを乱数ラッチ信号ＬＬ１として選択的に出力する回路である。乱数ラッチセレクタ
５５８Ｂは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂから伝送される始動入賞時ラッチ信号Ｓ
Ｌ２と、ソフトウェアによる乱数ラッチ要求信号とを取り込み、いずれかを乱数ラッチ信
号ＬＬ１として選択的に出力する回路である。乱数ラッチセレクタ５５８Ａと乱数ラッチ
セレクタ５５８Ｂは、図７（Ｂ）に示すような遊技制御用マイクロコンピュータ１００が
備える内蔵レジスタのうち、乱数値取込レジスタＲＤＬＴ（アドレス２０３２Ｈ）と、乱
数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳ（アドレス２０３０Ｈ）とを用いて、乱数ラッチ信号ＬＬ
１や乱数ラッチ信号ＬＬ２の出力を制御する。乱数値取込レジスタＲＤＬＴは、乱数列変
更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮにおける数値データを、ソフトウェアにより乱
数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂに取り込むために用いられるレジスタで
ある。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳは、乱数列変更回路５５５から出力された乱数列
ＲＳＮにおける数値データを、乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂに、ソ
フトウェアにより取り込むか、入力ポートＰ０、Ｐ１への信号入力により取り込むかの取
込方法を示すレジスタである。
【０１５８】
　図１７（Ａ）は、乱数値取込レジスタＲＤＬＴの構成例を示している。図１７（Ｂ）は
、乱数値取込レジスタＲＤＬＴに格納される乱数値取込指定データの各ビットにおける設
定内容の一例を示している。乱数値取込レジスタＲＤＬＴのビット番号［１］に格納され
る乱数値取込指定データＲＤＬＴ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５
９Ｂに対する乱数値取込指定の有無を示している。図１７（Ｂ）に示す例では、ソフトウ
ェアにより乱数値レジスタＲ２Ｄに対する乱数値の取込指定がないときに、乱数値取込指
定データＲＤＬＴ１のビット値が“０”となる一方、乱数値の取込指定があったときには
、そのビット値が“１”となる。乱数値取込レジスタＲＤＬＴのビット番号［０］に格納
される乱数値取込指定データＲＤＬＴ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ
５５９Ａに対する乱数値取込指定の有無を示している。図１７（Ｂ）に示す例では、ソフ
トウェアにより乱数値レジスタＲ１Ｄに対する乱数値の取込指定がないときに、乱数値取
込指定データＲＤＬＴ０のビット値が“０”となる一方、乱数値の取込指定があったとき
には、そのビット値が“１”となる。
【０１５９】
　図１８（Ａ）は、乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳの構成例を示している。図１８（Ｂ
）は、乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳに格納される乱数ラッチ選択データの各ビットに
おける設定内容の一例を示している。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳのビット番号［１
］に格納される乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値
レジスタ５５９Ｂへの取込方法を示している。図１８（Ｂ）に示す例では、ソフトウェア
による乱数値取込指定データＲＤＬＴ１の書き込みに応じて乱数値となる数値データを乱
数値レジスタＲ２Ｄに取り込む場合に、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ１のビット値を“
０”とする。これに対して、入力ポートＰ１への信号入力に応じて乱数値となる数値デー
タを乱数値レジスタＲ２Ｄに取り込む場合には、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ１のビッ
ト値を“１”とする。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳのビット番号［０］に格納される



(38) JP 5322836 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９
Ａへの取込方法を示している。図１８（Ｂ）に示す例では、ソフトウェアによる乱数値取
込指定データＲＤＬＴ０の書き込みに応じて乱数値となる数値データを乱数値レジスタＲ
１Ｄに取り込む場合に、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“０”とする。こ
れに対して、入力ポートＰ０への信号入力に応じて乱数値となる数値データを乱数値レジ
スタＲ１Ｄに取り込む場合には、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“１”と
する。
【０１６０】
　乱数値レジスタ５５９Ａ、５５９Ｂはそれぞれ、乱数列変更回路５５５から出力された
乱数列ＲＳＮにおける数値データを乱数値として格納するレジスタである。図１９（Ａ）
及び（Ｂ）は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａの構成例を示してい
る。なお、図１９（Ａ）は、乱数値レジスタＲ１Ｄの下位バイトＲ１Ｄ（Ｌ）を示し、図
１９（Ｂ）は、乱数値レジスタＲ１Ｄの上位バイトＲ１Ｄ（Ｈ）を示している。図１９（
Ｃ）及び（Ｄ）は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ｂの構成例を示し
ている。なお、図１９（Ｃ）は、乱数値レジスタＲ２Ｄの下位バイトＲ２Ｄ（Ｌ）を示し
、図１９（Ｄ）は、乱数値レジスタＲ２Ｄの上位バイトＲ２Ｄ（Ｈ）を示している。乱数
値レジスタ５５９Ａ、５５９Ｂはいずれも１６ビット（２バイト）のレジスタであり、１
６ビットの乱数値を格納することができる。
【０１６１】
　乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチセレクタ５５８Ａから供給される乱数ラッチ信
号ＬＬ１がオン状態となったことに応答して、乱数列変更回路５５５から出力された乱数
列ＲＳＮにおける数値データを乱数値として取り込んで格納する。乱数値レジスタ５５９
Ａは、ＣＰＵ５０５から供給されるレジスタリード信号ＲＲＳ１がオン状態となったとき
に、読出可能（イネーブル）状態となり、格納されている数値データを内部バス等に出力
する。これに対して、レジスタリード信号ＲＲＳ１がオフ状態であるときには、常に同じ
値（例えば「６５５３５Ｈ」など）を出力して、読出不能（ディセーブル）状態となれば
よい。また、乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチ信号ＬＬ１がオン状態である場合に
、レジスタリード信号ＲＲＳ１を受信不可能な状態となるようにしてもよい。さらに、乱
数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチ信号ＬＬ１がオン状態となるより前にレジスタリー
ド信号ＲＲＳ１がオン状態となっている場合に、乱数ラッチ信号ＬＬ１を受信不可能な状
態となるようにしてもよい。
【０１６２】
　乱数値レジスタ５５９Ｂは、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂから供給される乱数ラッチ信
号ＬＬ２がオン状態となったことに応答して、乱数列変更回路５５５から出力された乱数
列ＲＳＮにおける数値データを乱数値として取り込んで格納する。乱数値レジスタ５５９
Ｂは、ＣＰＵ５０５から供給されるレジスタリード信号ＲＲＳ２がオン状態となったとき
に、読出可能（イネーブル）状態となり、格納されている数値データを内部バス等に出力
する。これに対して、レジスタリード信号ＲＲＳ２がオフ状態であるときには、常に同じ
値（例えば「６５５３５Ｈ」など）を出力して、読出不能（ディセーブル）状態となれば
よい。また、乱数値レジスタ５５９Ｂは、乱数ラッチ信号ＬＬ２がオン状態である場合に
、レジスタリード信号ＲＲＳ２を受信不可能な状態となるようにしてもよい。さらに、乱
数値レジスタ５５９Ｂは、乱数ラッチ信号ＬＬ２がオン状態となるより前にレジスタリー
ド信号ＲＲＳ２がオン状態となっている場合に、乱数ラッチ信号ＬＬ２を受信不可能な状
態となるようにしてもよい。
【０１６３】
　乱数値レジスタ５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂは、図７（Ｂ）に示すような遊技制
御用マイクロコンピュータ１００が備える内蔵レジスタのうち、乱数ラッチフラグレジス
タＲＤＦＭ（アドレス２０３３Ｈ）と、乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣ（アドレス２０
３１Ｈ）とを用いて、乱数ラッチ時の動作管理や割込み制御を可能にする。乱数ラッチフ
ラグレジスタＲＤＦＭは、乱数値レジスタ５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂのそれぞれ
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に対応して、乱数値となる数値データがラッチされたか否かを示す乱数ラッチフラグを格
納するレジスタである。乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣは、乱数値レジスタ５５９Ａや
乱数値レジスタ５５９Ｂに乱数値となる数値データがラッチされたときに発生する割込み
の許可／禁止を設定するレジスタである。
【０１６４】
　図２０（Ａ）は、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭの構成例を示している。図２０（
Ｂ）は、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭに格納される乱数ラッチフラグデータの各ビ
ットにおける設定内容の一例を示している。乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭのビット
番号［１］に格納される乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄと
なる乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれたか否かを示す乱数ラッチフラグ
となる。図２０（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データが取り込まれて
いないときに（乱数値取込なし）、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１のビット値が“０
”となる一方、数値データが取り込まれたときには（乱数値取込あり）、そのビット値が
“１”となる。乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭのビット番号［０］に格納される乱数
ラッチフラグデータＲＤＦＭ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａ
に数値データが取り込まれたか否かを示す乱数ラッチフラグとなる。図２０（Ｂ）に示す
例では、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれていないときに（乱数値取込な
し）、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“０”となる一方、数値データが
取り込まれたときには（乱数値取込あり）、そのビット値が“１”となる。
【０１６５】
　図２１（Ａ）は、乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣの構成例を示している。図２１（Ｂ
）は、乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣに格納される乱数割込み制御データの各ビットに
おける設定内容の一例を示している。乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣのビット番号［１
］に格納される乱数割込み制御データＲＤＩＣ１は、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値
レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれたときに発生する割込みを、許可するか禁止
するかの割込み制御設定を示している。図２１（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ２
Ｄへの取込時における割込みを禁止する場合に（割込み禁止）、乱数割込み制御データＲ
ＤＩＣ１のビット値を“０”とする一方、この割込みを許可する場合には（割込み許可）
、そのビット値を“１”とする。乱数割込み制御レジスタＲＤＩＣのビット番号［０］に
格納される乱数割込み制御データＲＤＩＣ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジ
スタ５５９Ａに数値データが取り込まれたときに発生する割込みを、許可するか禁止する
かの割込み制御設定を示している。図２１（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ１Ｄへ
の取込時における割込みを禁止する場合に（割込み禁止）、乱数割込み制御データＲＤＩ
Ｃ０のビット値を“０”とする一方、この割込みを許可する場合には（割込み許可）、そ
のビット値を“１”とする。
【０１６６】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＰＩＰ５１０は、例えば６ビット幅の
入力専用ポートであり、専用端子となる入力ポートＰ０～入力ポートＰ２と、機能兼用端
子となる入力ポートＰ３～入力ポートＰ５とを含んでいる。入力ポートＰ３は、ＣＰＵ５
０５等に接続される外部マスカブル割込み端子ＸＩＮＴと兼用される。入力ポートＰ４は
、ＣＰＵ５０５等に接続される外部ノンマスカブル割込み端子ＸＮＭＩと兼用される。入
力ポートＰ５は、シリアル通信回路５１１が使用する第１チャネル受信端子ＲＸＡと兼用
される。入力ポートＰ３～入力ポートＰ５の使用設定は、プログラム管理エリアに記憶さ
れる機能設定ＫＦＣＳにより指示される。
【０１６７】
　ＰＩＰ５１０は、図７（Ｂ）に示すような遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備
える内蔵レジスタのうち、入力ポートレジスタＰＩ（アドレス２０９０Ｈ）などを用いて
、入力ポートＰ０～入力ポートＰ５の状態管理等を行う。入力ポートレジスタＰＩは、入
力ポートＰ０～入力ポートＰ５のそれぞれに対応して、外部信号の入力状態を示すビット
値が格納されるレジスタである。
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【０１６８】
　図２２（Ａ）は、入力ポートレジスタＰＩの構成例を示している。図２２（Ｂ）は、入
力ポートレジスタＰＩに格納される入力ポートデータの各ビットにおける設定内容の一例
を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［５］に格納される入力ポートデー
タＰＩ５は、第１チャネル受信端子ＲＸＡと兼用される入力ポートＰ５における端子状態
（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［４］に格納される
入力ポートデータＰＩ４は、外部ノンマスカブル割込み端子ＸＮＭＩと兼用される入力ポ
ートＰ４における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビッ
ト番号［３］に格納される入力ポートデータＰＩ３は、外部マスカブル割込み端子ＸＩＮ
Ｔと兼用される入力ポートＰ３における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポー
トレジスタＰＩのビット番号［２］に格納される入力ポートデータＰＩ２は、入力ポート
Ｐ２における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番
号［１］に格納される入力ポートデータＰＩ１は、入力ポートＰ１における端子状態（オ
ン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［０］に格納される入力
ポートデータＰＩ０は、入力ポートＰ０における端子状態（オン／オフ）を示している。
【０１６９】
　図５に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるアドレスデコード回路５１
２は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部における各機能ブロックのデコード
や、外部装置用のデコード信号であるチップセレクト信号のデコードを行うための回路で
ある。チップセレクト信号により、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部回路、
あるいは、周辺デバイスとなる外部装置を、選択的に有効動作させて、ＣＰＵ５０５から
のアクセスが可能となる。
【０１７０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ５０６には、ゲーム制御用のユ
ーザプログラムやセキュリティチェックプログラム５０６Ａの他に、遊技の進行を制御す
るために用いられる各種の選択用データ、テーブルデータなどが格納される。例えば、Ｒ
ＯＭ５０６には、ＣＰＵ５０５が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の
判定テーブルや決定テーブル、設定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。ま
た、ＲＯＭ５０６には、ＣＰＵ５０５が主基板１１から各種の制御コマンドとなる制御信
号を送信するために用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、飾
り図柄の変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルを構成するテーブルデー
タなどが記憶されている。
【０１７１】
　図２３は、ＲＯＭ５０６に記憶される特図表示結果判定テーブルの構成例を示している
。この実施の形態では、特図表示結果判定テーブルとして、図２３（Ａ）に示す第１特図
表示結果判定テーブル１３０Ａと、図２３（Ｂ）に示す第２特図表示結果判定テーブル１
３０Ｂとが、予め用意されている。第１特図表示結果判定テーブル１３０Ａは、第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特
別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に
制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを
、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１に基づいて判定するために参照されるテーブルであ
る。第２特図表示結果判定テーブル１３０Ｂは、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特
図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に
、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結
果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果判定用の乱数値
ＭＲ１に基づいて判定するために参照されるテーブルである。
【０１７２】
　第１特図表示結果判定テーブル１３０Ａでは、図２５に示す遊技制御フラグ設定部５９
２に設けられた確変フラグがオフであるかオンであるかに応じて、特図表示結果判定用の
乱数値ＭＲ１が、大当り判定値データや小当り判定値データ、ハズレ判定値データと対応
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付けられるように、割り振られている。第２特図表示結果判定テーブル１３０Ｂでは、確
変フラグがオフであるかオンであるかに応じて、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１が、
大当り判定値データやハズレ判定値データと対応付けられるように、割り振られている。
第１特図表示結果判定テーブル１３０Ａや第２特別図柄表示結果判定テーブル１３０Ｂに
おいて特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示すテーブルデータは、大当り遊技状態に制
御するか否かの判定結果に割り振られる判定用データとなっている。そして、第１特図表
示結果判定テーブル１３０Ａと第２特図表示結果判定テーブル１３０Ｂのそれぞれでは、
確変フラグがオンであるときには、確変フラグがオフであるときに比べて多くの乱数値Ｍ
Ｒ１が、大当り決定値データに割り振られている。ここで、パチンコ遊技機１における遊
技状態が確変状態であるときには、確変フラグがオンとなる。その一方で、パチンコ遊技
機１における遊技状態が通常状態や時短状態であるときには、確変フラグがオフとなる。
これにより、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態であるときには、通常状態や
時短状態であるときに比べて、可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御す
ると判定される確率が高くなる。すなわち、第１特図表示結果判定テーブル１３０Ａと第
２特図表示結果判定テーブル１３０Ｂのそれぞれでは、パチンコ遊技機１における遊技状
態が確変状態であるときに、通常状態や時短状態であるときに比べて大当り遊技状態に制
御すると判定される確率が高くなるように、判定用データが大当り遊技状態に制御するか
否かの判定結果に割り振られている。
【０１７３】
　また、図２３（Ａ）に示す第１特図表示結果判定テーブル１３０Ａの設定例では、特図
表示結果判定用の乱数値ＭＲ１のうち、所定範囲の値（「３００００」～「３００９９」
）が小当り判定値データと対応付けられるように割り振られている。これに対して、図２
３（Ｂ）に示す第２特図表示結果判定テーブル１３０Ｂの設定例では、特図表示結果判定
用の乱数値ＭＲ１が小当り判定値データとは対応付けられないように割り振られている。
このような設定により、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを
開始するための第１開始条件が成立したことに基づいて可変表示結果の判定を行う場合と
、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開
始条件が成立したことに基づいて可変表示結果の判定を行う場合とで、可変表示結果を「
小当り」として小当り遊技状態に制御すると判定される割合を、異ならせることができる
。
【０１７４】
　図２４は、ＲＯＭ５０６に記憶される大当り種別決定テーブル１３１の構成例を示して
いる。大当り種別決定テーブル１３１は、可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状
態に制御すると決定されたときに、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２に基づき、大当り種
別を複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。大当り種別決定テ
ーブル１３１では、図２５に示す遊技制御バッファ設定部５９５に設けられた変動特図指
定バッファの値（変動特図指定バッファ値）が「１」であるか「２」であるかに応じて、
大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２が、「通常」、「第１確変」～「第３確変」、「突確」
といった複数種類の大当り種別と対応付けられるように、割り振られている。ここで、変
動特図指定バッファ値は、第１開始条件の成立により第１特別図柄表示装置４Ａにて第１
特図を用いた特図ゲームを開始するときに「１」が設定される一方で、第２開始条件の成
立により第２特別図柄表示装置４Ｂにて第２特図を用いた特図ゲームを開始するときに「
２」が設定される。また、大当り種別決定テーブル１３１は、遊技制御バッファ設定部５
９５に設けられた大当り種別バッファの値（大当り種別バッファ値）を、大当り種別決定
用の乱数値ＭＲ２に基づいて決定された大当り種別に対応して、「０」～「４」のいずれ
かに設定するためのテーブルデータ（設定用データ）を含んでいる。
【０１７５】
　図２４に示す大当り種別決定テーブル１３１の設定例では、変動特図指定バッファ値が
「１」であるか「２」であるかに応じて、「突確」の大当り種別に対する大当り種別決定
用の乱数値ＭＲ２の割り振りが異なっている。すなわち、変動特図指定バッファ値が「１
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」である場合には、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２のうち「８２」～「９９」の範囲の
値が「突確」の大当り種別に割り振られる一方で、変動特図指定バッファ値が「２」であ
る場合には、「突確」の大当り種別に対して大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２が割り振ら
れていない。このような設定により、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた
特図ゲームを開始するための第１開始条件が成立したことに基づいて大当り種別を複数種
類のいずれかに決定する場合と、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図
ゲームを開始するための第２開始条件が成立したことに基づいて大当り種別を複数種類の
いずれかに決定する場合とで、大当り種別を「突確」に決定する割合を、異ならせること
ができる。なお、変動特図指定バッファ値が「２」である場合にも、大当り種別決定用の
乱数値ＭＲ２のうち、変動特図指定バッファ値が「１」である場合とは異なる所定範囲の
値が、「突確」の大当り種別に対して割り振られるようにしてもよい。一例として、変動
特図指定バッファ値が「２」である場合には、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２のうち、
変動特図指定バッファ値が「１」である場合に比べて少ない個数の値が「突確」の大当り
種別に対して割り振られるように設定すれば、第２開始条件が成立したときには、第１開
始条件が成立したときに比べて、「突確」の大当り種別に決定される割合を低減すること
ができる。
【０１７６】
　上記の決定において大当たり遊技状態に制御しないことが決定された場合には、リーチ
判定用の乱数値ＭＲ３に基づいてリーチの可変表示態様とするか否かを判定する。なお、
大当たり遊技状態に制御する場合には大当たり種別とが決定された場合には、リーチ判定
用の乱数値ＭＲ３に基づく判定を行わなくとも、必ずリーチの可変表示態様となる（大当
たりの前提としてリーチが出現することになるため）。さらに、これらの決定内容毎に用
意された変動パターン種別決定用テーブルと、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ４と
に基づいて、変動パターン種別（大当たり遊技状態に制御しない場合には、非リーチハズ
レ、ノーマルリーチ、スーパーリーチの３種類、大当たり遊技状態に制御する場合には、
ノーマルリーチ、スーパーリーチの２種類）を決定する。さらに、これらの決定内容毎に
用意された変動パターンテーブルと、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ５とに基づいて、
具体的な変動パターンを決定する。
【０１７７】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ５０７には、パチンコ遊技機１
における遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域として
、例えば図２５に示すような遊技制御用データ保持エリア５９０が設けられている。図２
５に示す遊技制御用データ保持エリア５９０は、第１特図保留記憶部５９１Ａと、第２特
図保留記憶部５９１Ｂと、始動データ記憶部５９１Ｃと、遊技制御フラグ設定部５９２と
、遊技制御タイマ設定部５９３と、遊技制御カウンタ設定部５９４と、遊技制御バッファ
設定部５９５とを備えている。また、ＲＡＭ５０７としては、例えばＤＲＡＭ（Dynamic 
RAM）が使用されており、記憶しているデータ内容を維持するためのリフレッシュ動作が
必要になる。ＣＰＵ５０５には、このリフレッシュ動作を行うためのリフレッシュレジス
タが内蔵されている。例えば、リフレッシュレジスタは８ビットからなり、そのうち下位
７ビットはＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６から命令フェッチするごとに自動的にインクリメ
ントされる。したがって、リフレッシュレジスタにおける格納値の更新は、ＣＰＵ５０５
における１命令の実行時間ごとに行われることになる。
【０１７８】
　第１特図保留記憶部５９１Ａは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口に遊技
球が入賞して第１始動条件は成立したが第１開始条件は成立していない特図ゲーム（第１
特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム）の保留データを記憶する。一
例として、第１特図保留記憶部５９１Ａは、第１始動入賞口への入賞順に保留番号と関連
付けて、その入賞による第１始動条件の成立に基づいてＣＰＵ５０５により取得された特
図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データや大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を
示す数値データを保留データとし、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで
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記憶する。
【０１７９】
　第２特図保留記憶部５９１Ｂは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に
遊技球が入賞して第２始動条件は成立したが第２開始条件は成立していない特図ゲーム（
第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲーム）の保留データを記憶する
。一例として、第２特図保留記憶部５９１Ｂは、第２始動入賞口への入賞順に保留番号と
関連付けて、その入賞による第２始動条件の成立に基づいてＣＰＵ５０５により取得され
た特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データや大当り種別決定用の乱数値ＭＲ
２を示す数値データを保留データとし、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達する
まで記憶する。
【０１８０】
　始動データ記憶部５９１Ｃは、第１始動入賞口と第２始動入賞口のいずれに遊技球が入
賞したかを示す始動データを、各遊技球の入賞順を特定可能として記憶する。一例として
、始動データ記憶部５９１Ｃには、合計保留記憶数の上限値（例えば「８」）に対応した
領域が確保され、第１始動入賞口への入賞に対応した「第１」の始動データ、あるいは、
第２始動入賞口への入賞に対応した「第２」の始動データを、各遊技球の入賞順に従った
保留番号と関連付けて記憶する。
【０１８１】
　遊技制御フラグ設定部５９２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行状況などに応
じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、遊技制御フラグ設定
部５９２には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状
態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。この実施の形態では、遊技制御フラグ設
定部５９２に、特図プロセスフラグ、普図プロセスフラグ、大当りフラグ、小当りフラグ
、確変フラグ、時短フラグなどが設けられている。
【０１８２】
　特図プロセスフラグは、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム
の進行や、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの進行などを制
御するために実行される図３０のステップＳ９５や図３２に示す特別図柄プロセス処理に
おいて、どの処理を選択・実行すべきかを指示する。普図プロセスフラグは、普通図柄表
示器２０による普通図柄を用いた普図ゲームの進行などを制御するために実行される図３
０のステップＳ９６に示す普通図柄プロセス処理において、どの処理を選択・実行すべき
かを指示する。
【０１８３】
　大当りフラグは、特図ゲームが開始されるときに可変表示結果を「大当り」とする旨の
判定結果に対応して、オン状態にセットされる。その一方で、特図ゲームにおける確定特
別図柄として大当り図柄が停止表示されたことなどに対応して、クリアされてオフ状態と
なる。小当りフラグは、特図ゲームが開始されるときに可変表示結果を「小当り」とする
旨の判定結果に対応して、オン状態にセットされる。その一方で、特図ゲームにおける確
定特別図柄として小当り図柄が停止表示されたことなどに対応して、クリアされてオフ状
態となる。確変フラグは、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態に制御されるこ
とに対応してオン状態にセットされる一方で、確変状態が終了することなどに対応してク
リアされてオフ状態となる。時短フラグは、パチンコ遊技機１における遊技状態が時短状
態に制御されることに対応してオン状態にセットされる一方で、時短状態が終了すること
などに対応してクリアされてオフ状態となる。
【０１８４】
　遊技制御タイマ設定部５９３には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するた
めに用いられる各種のタイマが設けられている。例えば、遊技制御タイマ設定部５９３に
は、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。この実施の
形態では、遊技制御タイマ設定部５９３に、遊技制御プロセスタイマ、特図変動タイマ、
普図変動タイマなどが設けられている。
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【０１８５】
　遊技制御プロセスタイマは、例えば大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態の進行を制
御するための時間などを、主基板１１の側にて計測するためのものである。具体的な一例
として、遊技制御プロセスタイマは、大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態の進行を制
御するために計測する時間に対応したタイマ値を示すデータを、遊技制御プロセスタイマ
値として記憶し、定期的にカウントダウンするダウンカウンタとして用いられる。
【０１８６】
　特図変動タイマは、特図ゲームの実行時間である特図変動時間といった特図ゲームの進
行を制御するための時間を、主基板１１の側にて計測するためのものである。具体的な一
例として、特図変動タイマは、特図ゲームの進行を制御するために計測する時間に対応し
たタイマ値を示すデータを、特図変動タイマ値として記憶し、定期的にカウントダウンす
るダウンカウンタとして用いられる。
【０１８７】
　普図変動タイマは、普図ゲームの実行時間である普図変動時間といった普図ゲームの進
行を制御するための時間を、主基板１１の側にて計測するためのものである。具体的な一
例として、普図変動タイマは、普図ゲームの進行を制御するために計測する時間に対応し
たタイマ値を示すデータを、普図変動タイマ値として記憶し、定期的にカウントダウンす
るダウンカウンタとして用いられる。
【０１８８】
　遊技制御カウンタ設定部５９４には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御する
ために用いられるカウント値を計数するためのカウンタが複数種類設けられている。例え
ば、遊技制御カウンタ設定部５９４には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント
値を示すデータが記憶される。この実施の形態では、遊技制御カウンタ設定部５９４に、
ランダムカウンタ、第１保留記憶数カウンタ、第２保留記憶数カウンタ、合計保留記憶数
カウンタ、ラウンド数カウンタ、第１始動入賞判定カウンタ、第２始動入賞判定カウンタ
などが設けられている。
【０１８９】
　遊技制御カウンタ設定部５９４のランダムカウンタは、遊技の進行を制御するために用
いられる乱数値を示す数値データの一部を、乱数回路５０９とは別個に、ＣＰＵ５０５が
ソフトウェアにより更新可能にカウントするためのものである。例えば、遊技制御カウン
タ設定部５９４のランダムカウンタには、乱数値ＭＲ１～ＭＲ６を示す数値データが、ラ
ンダムカウント値として記憶される。そして、乱数値ＭＲ２～ＭＲ５については、ＣＰＵ
５０５によるソフトウェアの実行に応じて、定期的あるいは不定期に、各乱数値を示す数
値データが更新される。
【０１９０】
　ラウンド数カウンタは、大当り遊技状態におけるラウンドの実行回数などをカウントす
るためのものである。例えば、ラウンド数カウンタには、大当り遊技状態の開始時にカウ
ント初期値「１」を示すデータが、ラウンド数カウント値として設定される。そして、１
回のラウンドが終了して次回のラウンドが開始されるときに、ラウンド数カウント値が１
加算されて更新される。また、ラウンド数カウンタは、小当り遊技状態における可変入賞
動作の実行回数もカウントするようにしてもよい。
【０１９１】
　第１始動入賞判定カウンタは、第１始動口スイッチ２２Ａから伝送される検出信号とし
ての第１始動入賞信号ＳＳ１がオン状態（すなわち、ローレベル）となっているときに、
遊技制御用のタイマ割込みが発生するごとにカウントアップされるアップカウンタとして
用いられる。そして、第１始動入賞判定カウンタの値である第１始動入賞判定カウント値
が所定の入賞判定値（例えば「２」）に達したときに、第１始動入賞口に進入した遊技球
を有効に検出したと判定される。
【０１９２】
　第２始動入賞判定カウンタは、第２始動口スイッチ２２Ｂから伝送される検出信号とし
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ての第２始動入賞信号ＳＳ２がオン状態（すなわち、ローレベル）となっているときに、
遊技制御用のタイマ割込みが発生するごとにカウントアップされるアップカウンタとして
用いられる。そして、第２始動入賞判定カウンタの値である第２始動入賞判定カウント値
が所定の入賞判定値（例えば「２」）に達したときに、第２始動入賞口に進入した遊技球
を有効に検出したと判定される。
【０１９３】
　遊技制御バッファ設定部５９５は、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するた
めに用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、遊
技制御バッファ設定部５９５には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示
すデータが記憶される。この実施の形態では、遊技制御バッファ設定部５９５に、送信コ
マンドバッファ、変動特図指定バッファ、大当り種別バッファ、始動口バッファなどが設
けられている。
【０１９４】
　送信コマンドバッファは、主基板１１からサブ側の制御基板に対して制御コマンドを送
信するための設定データを一時的に格納するために用いられる。例えば、送信コマンドバ
ッファは、複数（例えば「１２」）のバッファ領域を備えて構成され、送信する制御コマ
ンドに対応したコマンドテーブルのＲＯＭ５０６における記憶アドレスを示す設定データ
などが、各バッファ領域に格納される。また、送信コマンドバッファにおいて設定データ
の書込や読出を行うバッファ領域は、送信コマンドポインタなどによって指定され、複数
のバッファ領域をリングバッファとして使用することができるように構成されていればよ
い。
【０１９５】
　変動特図指定バッファには、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲ
ームと、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームのうち、いずれの
特図ゲームが実行されるかを示すバッファ値が格納される。一例として、第１特別図柄表
示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが実行されることに対応して、変動特図指
定バッファの値（変動特図指定バッファ値）が“１”に設定される。また、第２特別図柄
表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが実行されることに対応して、変動特図
指定バッファ値が“２”に設定される。そして、特図ゲームが終了したことなどに対応し
て、変動特図指定バッファ値が“０”に設定される。
【０１９６】
　大当り種別バッファには、可変表示結果が「大当り」となる場合における飾り図柄の可
変表示態様を、「通常」、「第１確変」～「第３確変」、「突確」といった複数種類の大
当り種別のいずれかとする決定結果に対応したバッファ値が格納される。一例として、図
２４に示すような大当り種別決定テーブル１３１での設定に基づき、大当り種別が「通常
」の場合には大当り種別バッファの値（大当り種別バッファ値）が「０」に設定され、大
当り種別が「第１確変」の場合には大当り種別バッファ値が「１」に設定され、大当り種
別が「第２確変」の場合には大当り種別バッファ値が「２」に設定され、大当り種別が「
第３確変」の場合には大当り種別バッファ値が「３」に設定され、大当り種別が「突確」
の場合には大当り種別バッファ値が「４」に設定される。
【０１９７】
　始動口バッファには、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口と、普通可変入賞
球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口のうち、いずれの始動入賞口に進入した遊技球が有
効に検出されたかに対応したバッファ値が、始動口バッファ値として格納される。一例と
して、第１始動入賞口に進入した遊技球が第１始動口スイッチ２２Ａにより有効に検出さ
れたときには、始動口バッファ値が「１」に設定され、第２始動入賞口に進入した遊技球
が第２始動口スイッチ２２Ｂにより有効に検出されたときには、始動口バッファ値が「２
」に設定される。
【０１９８】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、演出制御用マイクロコンピュータ１２０が
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搭載されている。また、演出制御基板１２には、演出制御用マイクロコンピュータ１２０
からの描画コマンドに応じて画像データを生成するＶＤＰ（Video Display Processor）
１２１や、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ及び遊技効果ランプ９等の発光体といっ
た演出装置による演出動作を制御するために用いられる各種データを記憶する演出データ
メモリ１２２なども搭載されている。演出制御用マイクロコンピュータ１２０は、例えば
遊技制御用マイクロコンピュータ１００と同様の構成を有する１チップマイクロコンピュ
ータであり、外部バスインタフェース、クロック回路、固有情報記憶回路、リセット／割
込みコントローラ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＴＣ、乱数回路、ＰＩＰ、シリアル通信
回路、アドレスデコード回路などを備えていればよい。また、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１２０における構成の全部又は一部を、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に
おける構成とは異ならせてもよい。一例として、演出制御基板１２の側で用いられる乱数
値となる数値データを、全てソフトウェアにより更新する場合には、演出制御用マイクロ
コンピュータ１２０が乱数回路を備えていなくてもよい。また、シリアル通信回路では、
少なくとも主基板１１から伝送される演出制御コマンドを受信可能な受信回路が設けられ
ていればよく、画像表示装置５、音声制御基板１３、ランプ制御基板１４に対するデータ
や指令信号の送信は、外部バスインタフェースやアドレスデコード回路を用いて行うよう
にしてもよい。
【０１９９】
　演出制御用マイクロコンピュータ１２０では、ＣＰＵがＲＯＭから読み出した演出制御
用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品（演出装置）による演出動作を
制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵがＲＯＭから固定データを読み
出す固定データ読出動作や、ＣＰＵがＲＡＭに各種の変動データを書き込んで一時記憶さ
せる変動データ書込動作、ＣＰＵがＲＡＭに一時記憶されている各種の変動データを読み
出す変動データ読出動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやＰＩＰ、シリアル通信回路
などを介して演出制御用マイクロコンピュータ１２０の外部から各種信号の入力を受け付
ける受信動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやシリアル通信回路などを介して演出制
御用マイクロコンピュータ１２０の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる
。なお、演出制御用マイクロコンピュータ１２０を構成する１チップのマイクロコンピュ
ータには、少なくともＣＰＵの他にＲＡＭが内蔵されていればよく、ＲＯＭや乱数回路、
ＰＩＰなどは、外付けされるものでも内蔵されるものでもよい。
【０２００】
　この実施の形態において、中継基板１８を介して主基板１１から送信された演出制御コ
マンドとなる制御信号は、演出制御用マイクロコンピュータ１２０が備える所定のシリア
ル受信端子に供給され、演出制御用マイクロコンピュータ１２０に内蔵されたシリアル通
信回路にて受信される。
【０２０１】
　なお、演出制御基板１２と画像表示装置５の間には、画像データにおける解像度を変換
するためのスケーラ回路が設けられていてもよい。この場合、演出制御基板１２に搭載さ
れたＶＤＰ１２１が演出制御用マイクロコンピュータ１２０からの描画コマンドに応じて
生成した画像データは、スケーラ回路により解像度が変換された後、画像表示装置５に供
給される。具体的な一例として、スケーラ回路は、ＶＤＰによって生成された第１の解像
度による画像データを入力し、垂直方向及び水平方向のいずれか一方あるいは双方につい
て、以下のような処理を施すことにより、入力された画像データを第１の解像度とは異な
る第２の解像度に変換する。
【０２０２】
　例えば、垂直方向における解像度を変換する場合には、入力された画像データの垂直方
向に沿って第１のサンプルレートでアップサンプリングを行った後、予め用意されたフィ
ルタ（例えばＦＩＲフィルタ）によるフィルタリング処理を施す。その後、垂直方向に沿
って所定のスケーリング係数に対応する第２のサンプルレートでダウンサンプリングを行
うようにすればよい。また、水平方向における解像度を変換する場合には、入力された画
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像データの水平方向に沿って、垂直方向と同じようなアップサンプリング、フィルタリン
グ処理及びダウンサンプリングを行うようにすればよい。具体的な一例として、ＶＤＰに
よってＶＧＡモード（６４０×４８０ピクセル）の画像データが生成された場合に、スケ
ーラ回路における変換処理により、その画像データをＳＸＧＡモード（１２８０×１０２
４ピクセル）、あるいは他のモードに変換することが可能になる。
【０２０３】
　音声制御基板１３には、例えば入出力ドライバや音声合成用ＩＣ、音声データＲＯＭ、
増幅回路、ボリュームなどが搭載されている。一例として、音声制御基板１３では、演出
制御基板１２から伝送された効果音信号に示される音番号データが入出力ドライバを介し
て音声合成用ＩＣに入力される。音声合成用ＩＣは、音番号データに応じた音声や効果音
を生成し増幅回路に出力する。増幅回路は、音声合成用ＩＣの出力レベルを、ボリューム
で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号を、スピーカ８Ｌ、８Ｒに出力
する。音声データＲＯＭには、音番号データに応じた制御データが格納されており、音声
合成用ＩＣが音番号データに応じた制御データを読み出して、音声や効果音が生成される
。音声データＲＯＭの記憶データは、所定期間における音声や効果音の出力態様を時系列
的に示すデータなどから構成されていればよい。
【０２０４】
　ランプ制御基板１４には、例えば入出力ドライバやランプドライバなどが搭載されてい
る。一例として、ランプ制御基板１４では、演出制御基板１２から伝送された電飾信号が
、入出力ドライバを介してランプドライバに入力される。ランプドライバは、電飾信号を
増幅して遊技効果ランプ９などに供給する。
【０２０５】
　払出制御基板１５には、払出制御用マイクロコンピュータ１５０やスイッチ回路１５１
などが搭載されている。スイッチ回路１５１には、満タンスイッチ２６、球切れスイッチ
２７、払出モータ位置センサ７１、払出カウントスイッチ７２、エラー解除スイッチ７３
などの各種スイッチやセンサからの検出信号が入力される。スイッチ回路１５１は、これ
らの検出信号を取り込んで、払出制御用マイクロコンピュータ１５０に伝送する。払出制
御用マイクロコンピュータ１５０は、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００と同
様の１チップマイクロコンピュータであり、外部バスインタフェース、クロック回路、固
有情報記憶回路、リセット／割込みコントローラ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＴＣ、乱
数回路、ＰＩＰ、シリアル通信回路、アドレスデコード回路などを備えていればよい。ま
た、払出制御用マイクロコンピュータ１５０における構成の全部又は一部を、遊技制御用
マイクロコンピュータ１００における構成とは異ならせてもよい。一例として、払出制御
基板１５の側で乱数値となる数値データを用いない場合には、払出制御用マイクロコンピ
ュータ１５０が乱数回路を備えていなくてもよい。また、シリアル通信回路では、少なく
とも主基板１１との間で双方向のシリアル通信が可能な送受信回路が１つ設けられていれ
ばよく、払出モータ５１、エラー表示用ＬＥＤ７４、発射制御基板１７に対するデータや
指令信号の送信は、外部バスインタフェースやアドレスデコード回路を用いて行うように
してもよい。
【０２０６】
　払出制御用マイクロコンピュータ１５０では、ＣＰＵがＲＯＭから読み出した払出制御
用のプログラムを実行することにより、払出モータ５１を含む払出装置による払出動作な
どを制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵがＲＯＭから固定データを
読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵがＲＡＭに各種の変動データを書き込んで一時記
憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵがＲＡＭに一時記憶されている各種の変動データを
読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやＰＩＰ、シリアル通信
回路などを介して払出制御用マイクロコンピュータ１５０の外部から各種信号の入力を受
け付ける受信動作、ＣＰＵが外部バスインタフェースやシリアル通信回路などを介して払
出制御用マイクロコンピュータ１５０の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行わ
れる。なお、払出制御用マイクロコンピュータ１５０を構成する１チップのマイクロコン
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ピュータには、少なくともＣＰＵの他にＲＡＭが内蔵されていればよく、ＲＯＭやＰＩＰ
などは、外付けされるものでも内蔵されるものでもよい。
【０２０７】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。主基板１１では
、電源基板１０からの電力供給が開始され遊技制御用マイクロコンピュータ１００へのリ
セット信号がハイレベル（オフ状態）になったことに応じて、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００が起動し、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６から読み出したセキュリティチェッ
クプログラム５０６Ａに基づき、図２６のフローチャートに示すようなセキュリティチェ
ック処理が実行される。このとき、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、セキュリ
ティモードとなり、ＲＯＭ５０６に記憶されているゲーム制御用のユーザプログラムは未
だ実行されない状態となる。
【０２０８】
　図２６に示すセキュリティチェック処理を開始すると、ＣＰＵ５０５は、まず、セキュ
リティチェック処理が実行されることにより遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセ
キュリティモードとなる時間（セキュリティ時間）を決定するための処理を実行する。こ
のとき、ＣＰＵ５０５は、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアに記憶されるセキュリテ
ィ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値を読み出す（ステップＳ１
）。そして、この読出値が“０００”であるか否かを判定する（ステップＳ２）。
【０２０９】
　ステップＳ２にて読出値が“０００”と判定された場合には（ステップＳ２；Ｙｅｓ）
、定常設定時間を既定の固定時間に設定する（ステップＳ３）。ここで、定常設定時間は
、セキュリティ時間のうち、パチンコ遊技機１におけるシステムリセットの発生等に基づ
くセキュリティチェック処理の実行回数（遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセキ
ュリティーモードとなる回数）に関わりなく、一定となる時間成分である。また、固定時
間は、セキュリティ時間のうち、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の仕様などに基
づいて予め定められた不変時間成分であり、例えばセキュリティ時間として設定可能な最
小値となるものであればよい。
【０２１０】
　ステップＳ２にて読出値が“０００”以外と判定された場合には（ステップＳ２；Ｎｏ
）、その読出値に対応して、固定時間に加えて図１０（Ｄ）に示す設定内容により選択さ
れる延長時間を、定常設定時間に設定する（ステップＳ４）。こうして、セキュリティ時
間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“０００”以外の値である場
合には、セキュリティチェック処理の実行時間であるセキュリティ時間を、固定時間に加
えて予め選択可能な複数の延長時間のいずれかに設定することができる。
【０２１１】
　ステップＳ３、Ｓ４の処理のいずれかを実行した後には、セキュリティ時間設定ＫＳＥ
Ｓのビット番号［４－３］におけるビット値を読み出す（ステップＳ５）。そして、この
読出値が“００”であるか否かを判定する（ステップＳ６）。
【０２１２】
　ステップＳ６にて読出値が“００”と判定された場合には（ステップＳ６；Ｙｅｓ）、
定常設定時間をセキュリティ時間に設定する（ステップＳ７）。これに対して、読出値が
“００”以外と判定された場合には（ステップＳ６；Ｎｏ）、その読出値に対応して決定
される可変設定時間を、定常設定時間に加算してセキュリティ時間に設定する（ステップ
Ｓ８）。ここで、可変設定時間は、セキュリティ時間のうち、セキュリティチェック処理
が実行されるごとに変化する時間成分であり、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
号［４－３］におけるビット値が“０１”（ショートモード）であるか“１０”（ロング
モード）であるかに応じて異なる所定の時間範囲で変化する。例えば、システムリセット
の発生時に、所定のフリーランカウンタにおけるカウント値が遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００に内蔵された可変セキュリティ時間用レジスタに格納される場合には、ステ
ップＳ８の処理において、可変セキュリティ時間用レジスタの格納値をそのまま用いるこ
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と、あるいは、その格納値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた
値を用いることなどにより、可変設定時間がシステムリセット毎に所定の時間範囲でラン
ダムに変化するように決定されればよい。こうして、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビ
ット番号［４－３］におけるビット値が“００”以外の値である場合には、セキュリティ
チェック処理の実行時間であるセキュリティ時間を、システムリセットの発生等に基づく
セキュリティチェック処理が実行されるごとに所定の時間範囲で変化させることができる
。
【０２１３】
　ここで、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
０００”以外の値であり、なおかつ、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－
３］におけるビット値が“００”以外の値である場合には、ステップＳ４にて設定される
延長時間と、ステップＳ８にて設定される可変設定時間との双方が、固定時間に加算され
て、セキュリティ時間が決定されることになる。
【０２１４】
　ステップＳ７、Ｓ８の処理のいずれかを実行した後には、ＲＯＭ５０６の所定領域に記
憶されたセキュリティコードを読み出す（ステップＳ９）。ここで、ＲＯＭ５０６の所定
領域には、記憶内容のデータを所定の演算式によって演算した演算結果のセキュリティコ
ードが予め記憶されている。セキュリティコードの生成方法としては、例えばハッシュ関
数を用いてハッシュ値を生成するもの、エラー検出コード（ＣＲＣコード）を用いるもの
、エラー訂正コード（ＥＣＣコード）を用いるもののいずれかといった、予め定められた
生成方法を使用すればよい。また、ＲＯＭ５０６のセキュリティコード記憶領域とは異な
る所定領域には、セキュリティコードを演算により特定するための演算式が、暗号化して
予め記憶されている。
【０２１５】
　ステップＳ９の処理に続いて、暗号化された演算式を復号化して元に戻す（ステップＳ
１０）。その後、ステップＳ１０で復号化した演算式により、ＲＯＭ５０６の所定領域に
おける記憶データを演算してセキュリティコードを特定する（ステップＳ１１）。このと
きセキュリティコードを特定するための演算に用いる記憶データは、例えばＲＯＭ５０６
の記憶データのうち、セキュリティチェックプログラム５０６Ａとは異なるユーザプログ
ラムの全部又は一部に相当するプログラムデータ、あるいは、所定のテーブルデータを構
成する固定データの全部又は一部であればよい。そして、ステップＳ９にて読み出したセ
キュリティコードと、ステップＳ１１にて特定されたセキュリティコードとを比較する（
ステップＳ１２）。このときには、比較結果においてセキュリティコードが一致したか否
かを判定する（ステップＳ１３）。
【０２１６】
　ステップＳ１３にてセキュリティコードが一致しない場合には（ステップＳ１３；Ｎｏ
）、ＲＯＭ５０６に不正な変更が加えられたと判断して、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態
（ＨＡＬＴ）へ移行させる。これに対して、ステップＳ１３にてセキュリティコードが一
致した場合には（ステップＳ１３；Ｙｅｓ）、ステップＳ７やステップＳ８の処理で設定
されたセキュリティ時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ１４）。このとき、セ
キュリティ時間が経過していなければ（ステップＳ１４；Ｎｏ）、ステップＳ１４の処理
を繰り返し実行して、セキュリティ時間が経過するまで待機する。そして、ステップＳ１
４にてセキュリティ時間が経過したと判定された場合には（ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、
例えばＣＰＵ５０５に内蔵されたプログラムカウンタの値をＲＯＭ５０６におけるユーザ
プログラムの先頭アドレス（アドレス００００Ｈ）に設定することなどにより、遊技制御
メイン処理の実行を開始する。こうして、遊技制御メイン処理の実行が開始されることに
より、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の動作状態がセキュリティモードからユー
ザモードへと移行し、ＲＯＭ５０６に記憶されたユーザプログラムの実行が開始されるこ
とになる。
【０２１７】



(50) JP 5322836 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

　図２７は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５により実行される遊
技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。なお、以下に説明する各処理は、
遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＰＵ５０５によって実行されるものと
する。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＣＴＣ５０８や乱数回路５
０９、シリアル通信回路５１１などで発生した各種の割込み要因に基づく割込み要求は、
ＣＰＵ５０５に所定の割込み処理を実行させるためのものである。そして、ＣＰＵ５０５
やＣＰＵ５０５以外の各種回路を含んだ概念を遊技制御用マイクロコンピュータ１００と
いうこともあるものとする。図２７に示す遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ５０
５は、まず、割込禁止に設定し（ステップＳ２１）、割込モードの設定を行う（ステップ
Ｓ２２）。例えば、ステップＳ２２では、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の特定
レジスタ（Ｉレジスタ）の値（１バイト）と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ（１バイ
ト：最下位ビットは“０”）とを合成することにより割込アドレスが生成されるマスク可
能割込の割込モード［２］が設定される。マスク可能な割込みが発生したときには、ＣＰ
Ｕ５０５が自動的に割込禁止状態となる設定を行うとともに、プログラムカウンタの内容
がスタックにセーブされればよい。
【０２１８】
　続いて、例えばスタックポインタ指定アドレスの設定など、スタックポインタに関わる
設定を行う（ステップＳ２３）。また、図７（Ｂ）に示すような内蔵レジスタの設定（初
期化）を行う（ステップＳ２４）。ステップＳ２４の処理に続いて、ＣＴＣ５０８やＰＩ
Ｐ５１０の設定が行われる（ステップＳ２５）。ステップＳ２５の処理を実行した後には
、例えばＰＩＰ５１０に含まれる所定の入力ポートにおける端子状態をチェックすること
などにより、電源断信号がオフ状態となっているか否かを判定するようにしてもよい。
【０２１９】
　その後、ＲＡＭ５０７をアクセス可能に設定する（ステップＳ２６）。続いて、電源基
板１０に設置されたクリアスイッチ３０４から伝送されるスイッチ信号（クリア信号）の
信号状態などに基づき、クリアスイッチ３０４がオン操作されたかを判定する（ステップ
Ｓ２７）。なお、ステップＳ２７の処理では、クリアスイッチ３０４から伝送されるクリ
ア信号を複数回チェックし、連続してオン状態となったときに、クリアスイッチ３０４が
オン操作されたと判定してもよい。例えば、クリア信号の状態がオフ状態であることを１
回確認したら、所定時間（例えば０．１秒）が経過した後に、クリア信号の状態をもう１
回確認する。このとき、クリア信号がオフ状態であれば、クリア信号がオフ状態である旨
の判定を行うようにする。他方、このときにクリア信号の状態がオン状態であれば、所定
時間が経過した後に、クリア信号の状態を再び確認するようにしてもよい。なお、クリア
信号の状態を再確認する回数は１回であってもよいし、複数回であってもよい。また、２
回チェックして、チェック結果が一致していなかったときに、もう一度確認するようにし
てもよい。
【０２２０】
　ステップＳ２７にてクリアスイッチ３０４がオフであるときには（ステップＳ２７；Ｎ
ｏ）、遊技制御フラグ設定部５９２などに設けられたバックアップフラグがオンとなって
いるか否かを判定する（ステップＳ２８）。バックアップフラグの状態は、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００への電力供給が停止するときに、遊技制御フラグ設定部５９２
などに設定される。そして、このバックアップフラグの設定箇所がバックアップ電源によ
ってバックアップされることで、電力供給が停止した場合でも、バックアップフラグの状
態は保存されることになる。ステップＳ２８では、例えばバックアップフラグの値として
「５５Ｈ」が遊技制御フラグ設定部５９２に設定されていれば、バックアップあり（オン
状態）であると判断される。これに対して、「５５Ｈ」以外の値が設定されていればバッ
クアップなし（オフ状態）であると判断される。
【０２２１】
　ステップＳ２８にてバックアップフラグがオンであるときには（ステップＳ２８；Ｙｅ
ｓ）、ＲＡＭ５０７のデータチェックを行い、チェック結果が正常であるか否かを判定す
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る（ステップＳ２９）。ステップＳ２９の処理では、例えばＲＡＭ５０７の特定領域にお
ける記憶データを用いてチェックサムを算出し、算出されたチェックサムとメインチェッ
クサムバッファに記憶されているチェックサムとを比較する。ここで、メインチェックサ
ムバッファには、前回の電力供給停止時に、同様の処理によって算出されたチェックサム
が記憶されている。そして、比較結果が不一致であれば、ＲＡＭ５０７の特定領域におけ
るデータが電力供給停止時のデータとは異なっていることから、チェック結果が正常でな
いと判断される。
【０２２２】
　ステップＳ２９におけるチェック結果が正常であるときには（ステップＳ２９；Ｙｅｓ
）、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部状態といった主基板１１におけ
る制御状態や、サブ側の制御基板（例えば演出制御基板１２など）の制御状態などを電力
供給が停止されたときの状態に戻すための復旧時における設定を行い、電断前の遊技状態
を復旧させる（ステップＳ３０）。具体的な一例として、ステップＳ３０の処理では、Ｒ
ＯＭ５０６に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設
定し、バックアップ時設定テーブルの内容を順次に、ＲＡＭ５０７内のワークエリアに設
定する。ここで、ＲＡＭ５０７のワークエリアはバックアップ電源によってバックアップ
されており、バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうちで初期化してもよい領域
についての初期化データが設定されていてもよい。
【０２２３】
　ステップＳ２７にてクリアスイッチ３０４がオンであるときや（ステップＳ２７；Ｙｅ
ｓ）、ステップＳ２８にてバックアップフラグがオフであるとき（ステップＳ２８；Ｎｏ
）、あるいは、ステップＳ２９にてチェック結果が正常ではないときには（ステップＳ２
９；Ｎｏ）、停電復旧時でない電源投入時やシステムリセット時に対応した初期化処理を
実行する。この初期化処理では、ＲＡＭ５０７のクリア（初期化）を行い（ステップＳ３
１）、作業領域となるワークエリアを設定する（ステップＳ３２）。なお、ステップＳ３
１の処理では、所定のデータ（例えば遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられたランダ
ムカウンタにおける格納データなど）が任意の値あるいは予め定められている初期値など
に設定されてもよい。また、ＲＡＭ５０７の全領域を初期化してもよいし、一部の領域を
初期化する一方で所定のデータはそのままにしてもよい。ステップＳ３１の処理が実行さ
れるときには、乱数回路５０９の動作状態も初期化してもよい。ステップＳ３２の処理に
より、遊技制御フラグ設定部５９２、遊技制御タイマ設定部５９３、遊技制御カウンタ設
定部５９４、遊技制御バッファ設定部５９５などに初期値が設定されればよい。このとき
には、演出制御基板１２等といったサブ側の各制御基板を初期化するための制御コマンド
（初期化指定コマンド）を送信してもよい。例えば、演出制御基板１２では、初期化指定
コマンドの受信に応答して、画像表示装置５の表示画面においてパチンコ遊技機１におけ
る制御が初期化されたことを報知するための画像を表示させるなどの初期化報知が実行さ
れればよい。
【０２２４】
　ステップＳ３０にて電断前の遊技状態を復旧した後や、ステップＳ３２の処理を実行し
た後には、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアにおける記憶データに基づき、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００に内蔵された各種回路の動作設定を行う（ステップＳ３３
）。一例として、ステップＳ３３の処理内では、プログラム管理エリアに記憶されている
第１乱数初期設定ＫＲＳ１や第２乱数初期設定ＫＲＳ２を読み出して、図２８のフローチ
ャートに示すような乱数回路設定処理が実行される。なお、ステップＳ３３の処理は、ス
テップＳ２４の処理やステップＳ２５の処理が実行されるときに、実行されるようにして
もよい。
【０２２５】
　図２８に示す乱数回路設定処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、第１乱数初期設定Ｋ
ＲＳ１のビット番号［３］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９を使用するための
設定を行う（ステップＳ５１）。この実施の形態では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビッ
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ト番号［３］におけるビット値が予め“１”とされており、このビット値に対応して乱数
回路５０９を使用する設定が行われる。続いて、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号
［２］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９における乱数更新クロックＲＧＫの設
定を行う（ステップＳ５２）。例えば、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］に
おけるビット値が予め“１”とされていることに対応して、乱数用クロック生成回路１１
２で生成された乱数用クロックＲＣＬＫを２分周して乱数更新クロックＲＧＫとする設定
が行われる。
【０２２６】
　ステップＳ５２での設定を行った後には、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１
－０］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９における乱数更新規則の設定を行う（
ステップＳ５３）。例えば、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］における
ビット値が予め“００”とされている場合には、乱数列ＲＳＮにおける乱数値となる数値
データの更新順を指定する乱数更新規則を２周目以降も変更しない設定がなされる。また
、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］におけるビット値が予め“０１”と
されている場合には、乱数列ＲＳＮにおける乱数更新規則を２周目以降はソフトウェアで
変更する設定がなされる。さらに、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］に
おけるビット値が予め“１０”とされている場合には、乱数列ＲＳＮにおける乱数更新規
則を２周目以降は自動で変更する設定がなされる。
【０２２７】
　続いて、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値に基づき、乱
数値となる数値データにおける起動時スタート値を決定する（ステップＳ５４）。例えば
、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値が予め“０”とされて
いる場合には、乱数のスタート値をデフォルト値「０００１Ｈ」とする設定がなされる。
また、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値が予め“１”とさ
れている場合には、乱数のスタート値をＩＤナンバーに基づく値とする設定がなされる。
【０２２８】
　さらに、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値に基づき、乱
数値となる数値データのスタート値をシステムリセット毎に変更するか否かの設定を行う
（ステップＳ５５）。例えば、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビ
ット値が予め“０”とされている場合には、パチンコ遊技機１の電源初期投入時（バック
アップ無効後の起動）における起動であるか、システムリセットによる再起動であるかに
関わりなく、ステップＳ５４にて設定した起動時スタート値をそのまま用いて、乱数回路
５０９におけるスタート値とすればよい。また、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号
［０］におけるビット値が予め“１”とされている場合には、乱数のスタート値をシステ
ムリセット毎に変更する設定がなされる。例えば、システムリセットの発生時に、所定の
フリーランカウンタにおけるカウント値が遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵
された乱数スタート値用レジスタに格納される場合には、ステップＳ５５の処理において
、乱数スタート値用レジスタの格納値をそのまま用いること、あるいは、その格納値を所
定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用いることなどにより、乱
数のスタート値がシステムリセット毎に所定の数値範囲（例えば乱数生成回路５５３にて
生成されるカウント値順列ＲＣＮに含まれる数値データの全部又は一部を含む範囲）でラ
ンダムに変化するように決定されればよい。こうしたステップＳ５５の処理による設定が
完了すると、乱数回路５０９では乱数値の生成動作が開始されればよい。
【０２２９】
　なお、乱数回路設定処理による設定は、ＣＰＵ５０５の処理が介在することなく、乱数
回路５０９がプログラム管理エリアの記憶データに基づき自律的に行うようにしてもよい
。この場合、乱数回路５０９は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００がセキュリティ
モードとなっているときには初期設定を行わず、乱数値の生成動作が行われないようにし
てもよい。そして、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にてＣＰＵ５０５がＲＯＭ５
０６に記憶されたユーザプログラムを読み出して遊技制御メイン処理の実行が開始された
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ときに、例えばＣＰＵ５０５から乱数回路５０９に対して初期設定を指示する制御信号が
伝送されたことなどに応答して、乱数回路５０９が初期設定を行ってから乱数値の生成動
作を開始するようにしてもよい。あるいは、特に乱数回路５０９が遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００に外付けされる場合などには、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
がセキュリティモードとなっているときでも、乱数回路５０９がＣＰＵ５０５における処
理とは独立して、プログラム管理エリアの記憶データに基づく初期設定を行ってから、乱
数値の生成動作を開始するようにしてもよい。また、図２７に示すステップＳ３３の処理
には、プログラム管理エリアに記憶されている割込み初期設定ＫＩＩＳを読み出して、リ
セット／割込みコントローラ５０４におけるマスカブル割込み要因の優先制御に関する設
定を行う処理などが含まれてもよい。マスカブル割込み要因の優先順位を設定する際には
、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］におけるビット値に対応して、最優先
割込みの設定が行われる。例えば、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］のビ
ット値を予め「０４Ｈ」及び「０５Ｈ」のいずれかとしておくことにより、シリアル通信
回路５１１で発生した割込み要因による割込み処理を最優先で実行することができる。こ
うして、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］におけるビット値に応じたマス
カブル割込み要因の優先制御を行うことにより、割込み処理の優先順位を任意に設定可能
とし、設計の自由度を増大させることができる。
【０２３０】
　ステップＳ３３での設定を行った後には、乱数回路５０９における動作異常の有無を検
査するための乱数回路異常検査処理を実行する（ステップＳ３４）。図２９は、ステップ
Ｓ３４にて実行される乱数回路異常検査処理の一例を示すフローチャートである。
【０２３１】
　図２９に示す乱数回路異常検査処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、例えば遊技制御
カウンタ設定部５９４などに設けられた乱数用クロック異常判定カウンタをクリアして、
そのカウント値である乱数用クロック異常判定カウント値を「０」に初期化する（ステッ
プＳ６１）。続いて、内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］に格納されている内部
情報データＣＩＦ４を読み出す（ステップＳ６２）。そして、ステップＳ６２での読出値
が“１”であるか否かを判定する（ステップＳ６３）。このとき、乱数回路５０９が備え
る周波数監視回路５５１によって、乱数用外部クロック端子ＥＲＣからの乱数用クロック
ＲＣＬＫに周波数異常が検知された場合には、内部情報データＣＩＦ４としてビット値“
１”が書き込まれる。
【０２３２】
　そこで、ステップＳ６３にて読出値が“１”と判定された場合には（ステップＳ６３；
Ｙｅｓ）、乱数用クロック異常判定カウント値を１加算するように更新する（ステップＳ
６４）。このときには、ステップＳ６４での更新後におけるカウント値が所定のクロック
異常判定値に達したか否かを判定する（ステップＳ６５）。ここで、クロック異常判定値
は、周波数監視回路５５１により乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異常が連続して検知さ
れた場合にクロック異常と判定するために予め定められた数値であればよい。ステップＳ
６５にてクロック異常判定値に達していなければ、ステップＳ６２の処理に戻り、再び内
部情報データＣＩＦ４のビット値に基づく判定を行う。
【０２３３】
　ステップＳ６５にてクロック異常判定値に達した場合には（ステップＳ６５；Ｙｅｓ）
、所定の乱数用クロックエラー時処理を実行してから（ステップＳ６６）、乱数回路異常
検査処理を終了する。なお、乱数用クロックエラー時処理では、例えば演出制御基板１２
に対して所定の演出制御コマンドを送信するための設定を行って、演出装置により乱数用
クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知されたことを報知させるとともに、所定のエラー解
除手順（例えばシステムリセットやエラー解除スイッチの操作など）がとられるまでは、
以後の処理には進まないようにしてもよい。また、乱数用クロックエラー時処理を実行す
ることなく、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態（ＨＡＬＴ）へ移行させてもよい。
【０２３４】
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　ステップＳ６３にて読出値が“０”と判定された場合には（ステップＳ６３；Ｎｏ）、
例えば遊技制御カウンタ設定部５９４などに設けられた乱数値異常判定カウンタをクリア
して、そのカウント値である乱数値異常判定カウント値を「０」に初期化する（ステップ
Ｓ６７）。なお、ステップＳ６３の処理では、ステップＳ６２にて読み出した内部情報デ
ータＣＩＦ４のビット値が複数回（例えば２回など）連続して“０”となったときに、読
出値が“０”であると判定してもよい。
【０２３５】
　ステップＳ６７の処理に続いて、乱数値における異常の有無をチェックするために用い
るチェック値を、初期値「００００Ｈ」に設定する（ステップＳ６８）。そして、乱数回
路５０９が備える乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ
Ｒ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ｂから、格納されている乱数値となる数値データを読
み出す（ステップＳ６９）。例えば、ステップＳ６９の処理では、乱数ラッチ選択レジス
タＲＤＬＳのビット番号［１］やビット番号［０］に格納される乱数ラッチ選択データＲ
ＤＬＳ１や乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“０”として、ソフトウェアに
よる乱数値の取り込みを指定する。続いて、乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴのビット番
号［１］やビット番号［０］に格納される乱数値取込指定データＲＤＬＴ１や乱数値取込
指定データＲＤＬＴ０のビット値を“１”として、乱数値レジスタＲ２Ｄや乱数値レジス
タＲ１Ｄへの取り込みを指定する。なお、乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴのビット番号
［１］やビット番号［０］におけるビット値を“１”とすることは、ＣＰＵ５０５から乱
数回路５０９に対して数値データの取り込み（ラッチ）を指示するラッチ信号を出力する
ことに相当する。その後、乱数値レジスタＲ２Ｄに供給するレジスタリード信号ＲＲＳ２
をオン状態とすることや、乱数値レジスタＲ１Ｄに供給するレジスタリード信号ＲＲＳ１
をオン状態とすることにより、格納されている乱数値となる数値データを読み出すように
すればよい。なお、乱数値レジスタＲ２Ｄと乱数値レジスタＲ１Ｄのそれぞれに格納され
た数値データを、同時に読み出して乱数値における異常の有無をチェックしてもよいし、
一方のレジスタについて異常の有無をチェックしてから、他方のレジスタについて異常の
有無をチェックするようにしてもよい。
【０２３６】
　ステップＳ６９にて数値データを読み出した後には、その読出値を乱数検査基準値に設
定する（ステップＳ７０）。続けて、さらに乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５
５９Ｂから乱数値となる数値データを読み出す（ステップＳ７１）。なお、ステップＳ７
１での読出動作は、ステップＳ６９での読出動作と同様の手順で行われればよい。また、
ステップＳ６９での読出動作と、ステップＳ７１での読出動作との間には、乱数回路５０
９で生成される乱数列ＲＳＮにおける数値データが変化するために十分な遅延時間を設け
るとよい。ステップＳ７１にて数値データを読み出した後には、乱数検査基準値と、ステ
ップＳ７１での読出値との排他的論理和演算を実行する（ステップＳ７２）。また、ステ
ップＳ７２での演算結果と、チェック値との論理和演算を実行し、演算結果を新たなチェ
ック値とするように更新させる（ステップＳ７３）。例えば、チェック値はＲＡＭ５０７
の所定領域に記憶しておき、ステップＳ７３の処理が実行される毎に、その処理で得られ
た演算結果を新たなチェック値として保存すればよい。これにより、乱数値レジスタ５５
９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂから読み出した数値データにおける全ビットの変化が記録
され、複数回の読出中に少なくとも１回は値が変化したビットであれば、チェック値にお
いて対応するビット値が“１”となる。
【０２３７】
　そこで、チェック値が「ＦＦＦＦＨ」となったか否かを判定し（ステップＳ７４）、な
っていれば（ステップＳ７４；Ｙｅｓ）、全ビットについてビット値の変化が認められる
ことから、乱数値が正常に更新されていると判断して、乱数回路異常検査処理を終了する
。なお、乱数値が正常に更新されていることを確認できた場合には、乱数ラッチ選択レジ
スタＲＤＬＳのビット番号［１］やビット番号［０］に格納される乱数ラッチ選択データ
ＲＤＬＳ１や乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“１”として、入力ポートＰ



(55) JP 5322836 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

１への信号入力に応じた乱数値レジスタＲ２Ｄへの乱数値取込や、入力ポートＰ０への信
号入力に応じた乱数値レジスタＲ１Ｄへの乱数値取込を、指示するようにしてもよい。こ
の実施の形態では、入力ポートＰ０に第１始動口スイッチ２２Ａからの第１始動入賞信号
ＳＳ１を伝送する配線が接続され、入力ポートＰ１に第２始動口スイッチ２２Ｂからの第
２始動入賞信号ＳＳ２を伝送する配線が接続される。これにより、第１始動入賞信号ＳＳ
１がオン状態となったときに乱数値レジスタＲ１Ｄへの乱数値取込を行う一方、第２始動
入賞信号ＳＳ２がオン状態となったときに乱数値レジスタＲ２Ｄへの乱数値取込を行うこ
とができる。
【０２３８】
　ステップＳ７４にてチェック値が「ＦＦＦＦＨ」以外と判定された場合には（ステップ
Ｓ７４；Ｎｏ）、乱数値異常判定カウント値を１加算するように更新する（ステップＳ７
５）。このときには、ステップＳ７５での更新後におけるカウント値が所定の乱数値異常
判定値に達したか否かを判定する（ステップＳ７６）。ここで、乱数値異常判定値は、乱
数回路５０９が正常動作していれば、乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂ
から読み出される数値データの全ビットが少なくとも１回は変化するのに十分な判定回数
となるように、予め定められた数値であればよい。ステップＳ７６にて乱数値異常判定値
に達していなければ、ステップＳ７１の処理に戻り、再び乱数回路５０９から乱数値とな
る数値データを読み出して異常の有無をチェックするための判定などを行う。
【０２３９】
　ステップＳ７６にて乱数値異常判定値に達した場合には（ステップＳ７６；Ｙｅｓ）、
所定の乱数値エラー時処理を実行してから（ステップＳ７７）、乱数回路異常検査処理を
終了する。なお、乱数値エラー時処理では、例えば演出制御基板１２に対して所定の演出
制御コマンドを送信するための設定を行って、演出装置により乱数値の異常が検知された
ことを報知させるとともに、所定のエラー解除手順（例えばシステムリセットやエラー解
除スイッチの操作など）がとられるまでは、以後の処理には進まないようにしてもよい。
また、乱数値エラー時処理を実行することなく、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態（ＨＡＬ
Ｔ）へ移行させてもよい。
【０２４０】
　なお、ステップＳ３４の乱数回路異常検査処理は、ＣＰＵ５０５が実行するものに限定
されず、ＣＰＵ５０５以外の遊技制御用マイクロコンピュータ１００における内蔵回路に
より乱数回路異常検査処理が実行されてもよい。一例として、乱数回路５０９が乱数回路
異常検査処理を実行する機能を有し、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知された
ときや、乱数値の異常が検知されたときに、エラーの発生をＣＰＵ５０５に通知するよう
にしてもよい。また、乱数回路異常検査処理は、ステップＳ３４のみにて実行されるもの
に限定されず、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００にてタイマ割込みが発生す
る毎に、後述する遊技制御用タイマ割込み処理（図３０参照）にて乱数回路異常検査処理
の一部又は全部が実行されるようにしてもよい。
【０２４１】
　図２７に示すステップＳ３４にて以上のような乱数回路異常検査処理を実行した後には
、主基板１１に設置された遊技開始スイッチ３１から伝送されるスイッチ信号の信号状態
などに基づき、遊技開始スイッチ３１がオン操作されたか否かを判定する（ステップＳ３
５）。なお、ステップＳ３５の処理では、遊技開始スイッチ３５から伝送されるスイッチ
信号を複数回チェックし、連続してオン状態となったときに、遊技開始スイッチ３１がオ
ン操作されたと判定してもよい。また、ステップＳ３５の処理は、例えばステップＳ３１
及びステップＳ３２の処理が実行された場合のように、復旧のない初期状態からのスター
ト時（コールドスタート時）に限り実行し、例えばステップＳ３０の処理が実行された場
合のように、電断前の遊技状態に復旧させるスタート時（ホットスタート時）には遊技開
始スイッチ３１の操作に関わりなく、例えば遊技制御用タイマ割込み処理といった、遊技
の進行を制御する処理に進めるようにしてもよい。ここで、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００が備えるＲＡＭ５０７にて遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられたランダ
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ムカウンタとなる領域がバックアップ電源によりバックアップされている場合には、ホッ
トスタート時であれば電断前のランダムカウンタにおける格納データを用いて乱数値とな
る数値データの更新を開始するので、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングからランダ
ムカウンタに格納された乱数値を特定することは困難になる。これに対して、コールドス
タート時には、例えばステップＳ３１の処理でランダムカウンタがクリア（初期化）され
てしまうことなどにより、一定の初期値（例えば「０」など）から乱数値の更新が開始さ
れ、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングからランダムカウンタに格納された乱数値が
特定されてしまう可能性がある。そこで、コールドスタート時にはステップＳ３５の処理
が実行されて遊技開始スイッチ３１がオン操作されるまで待機させ、パチンコ遊技機１の
動作開始タイミングからランダムカウンタに格納された乱数値が特定されることを困難に
する。これにより、特に大当り判定用の乱数値（例えば特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ
１）をソフトウェアのみで更新するような場合に、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して
パチンコ遊技機１の動作開始タイミングから所定時間が経過したタイミングで不正信号が
入力されても、不正な大当り遊技状態の発生を防止できる。また、ステップＳ３５にて遊
技開始スイッチ３１がオン操作されていないと判定したときには、ステップＳ３５の処理
に戻る前に、乱数更新処理を実行して、ランダムカウンタに格納された乱数値をソフトウ
ェアにより更新するようにしてもよい。これにより、遊技開始スイッチ３１のオン操作が
なされたタイミングからの経過時間に加えて、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングか
ら遊技開始スイッチ３１のオン操作がなされるまでの経過時間も特定できなければ、たと
えコールドスタート時でもランダムカウンタに格納された乱数値を特定することは困難に
なり、狙い撃ちや不正信号の入力などにより不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行
為を、確実に防止することができる。
【０２４２】
　ステップＳ３５にて遊技開始スイッチ３１がオフと判定された場合には（ステップＳ３
５；Ｎｏ）、ステップＳ３５の処理を繰り返し実行して、遊技開始スイッチ３１がオン操
作されるまで待機する。これにより、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にて所定の
初期設定処理が実行された後でも、遊技開始スイッチ３１がオン操作されるまでは、例え
ば遊技制御用タイマ割込み処理といった、遊技の進行を制御する処理の実行が開始されな
い。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にて実行される初期設定処理には、例
えば図２６に示すセキュリティチェック処理の全体や、図２７に示す遊技制御メイン処理
のうち、ステップＳ２１～Ｓ３９の処理などが、含まれるものとすればよい。
【０２４３】
　ステップＳ３５にて遊技開始スイッチ３１がオンと判定された場合（ステップＳ３５；
Ｙｅｓ）、あるいは、ステップＳ３５の処理を実行しない場合には、乱数ラッチフラグレ
ジスタのビット番号［０］の値に基づいて乱数値がラッチされているか否か、すなわち乱
数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれているか否かを判定する（ステップＳ３
６）。乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれていなければ（ステップＳ３６
；Ｎｏ）、そのままステップＳ３８の処理に進む。乱数値レジスタ５５９Ａに数値データ
が取り込まれていれば（ステップＳ３６；Ｙｅｓ）、乱数値レジスタ５５９Ａに取り込ま
れている数値データを読み出し、そのまま保留記憶させることなく破棄する（ステップＳ
３７）。そして、ステップＳ３８の処理に進む。
【０２４４】
　ステップＳ３８では、乱数ラッチフラグレジスタのビット番号［１］の値に基づいて乱
数値がラッチされているか否か、すなわち乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込
まれているか否かを判定する。乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれていな
ければ（ステップＳ３８；Ｎｏ）、そのままステップＳ４０の処理に進む。乱数値レジス
タ５５９Ｂに数値データが取り込まれていれば（ステップＳ３８；Ｙｅｓ）、乱数値レジ
スタ５５９Ｂに取り込まれている数値データを読み出し、そのまま保留記憶させることな
く破棄する（ステップＳ３９）。そして、ステップＳ４０の処理に進む。
【０２４５】
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　ステップＳ４０では、割込み許可状態に設定して、各種割込み要求の発生を待機する。
なお、ステップＳ４０の処理も、遊技制御用マイクロコンピュータ１００にて実行される
初期設定処理に含まれるものとしてもよい。ステップＳ４０の処理を実行した後には、例
えばステップＳ２５におけるＣＴＣ５０８の設定に基づき、２ミリ秒ごとに遊技制御用の
タイマ割込みが発生するようになればよい。ステップＳ４０の処理を実行した後には、乱
数更新処理が繰り返し実行される（ステップＳ４１）。
【０２４６】
　こうしてステップＳ４０の処理が実行されることにより割込み許可状態となった後、例
えばＣＴＣ５０８や乱数回路５０９、シリアル通信回路５１１の一部又は全部などにて同
時に複数のマスカブル割込み要因が生じたときには、割込み初期設定ＫＩＩＳのビット番
号［３－０］におけるビット値による指定に基づき、リセット／割込みコントローラ５０
４によって優先順位の高い割込み要因が受け付けられる。リセット／割込みコントローラ
５０４が割込み要因を受け付けたときには、例えばＣＰＵ５０５が備えるＩクラス割込み
（ＩＲＱ）端子などに対して、オン状態の割込み要求信号を出力する。ＣＰＵ５０５にて
ＩＲＱ端子にオン状態の割込み要求信号が入力されたときには、例えば内部レジスタの格
納データを確認した結果などに基づき、発生した割込み要因を特定し、特定された割込み
要因に対応するベクタアドレスを先頭アドレスとするプログラムを実行することにより、
各割込み要因に基づく割込み処理を開始することができる。
【０２４７】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、例えばリセット／割込みコントローラ５
０４がＣＴＣ５０８からの割込み要求を受け付けたことなどに基づき、ＣＰＵ５０５が図
３０のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。図３０に示す遊技
制御用タイマ割込み処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、割込み禁止状態としてから、
所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１４を介して遊技球検出用の
各スイッチ２１、２２Ａ、２２Ｂ、２３などから入力される検出信号（入賞検出信号）の
状態を判定する（ステップＳ９１）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行すること
により、パチンコ遊技機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発
生可能とする（ステップＳ９２）。例えば、メイン側エラー処理では、賞球過多や賞球不
足、その他の動作エラーが発生した場合に対応して、異常動作の発生を報知するための設
定などが行われてもよい。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパ
チンコ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、
始動情報、確率変動情報などのデータを出力する（ステップＳ９３）。
【０２４８】
　情報出力処理に続いて、乱数更新処理を実行する（ステップＳ９４）。この後、ＣＰＵ
５０５は、特別図柄プロセス処理を実行する（ステップＳ９５）。特別図柄プロセス処理
では、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技
機１における遊技の進行状況に応じて更新し、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄
表示装置４Ｂにおける表示動作の制御や特別可変入賞球装置７における大入賞口の開閉動
作設定などを所定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行される。
【０２４９】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（ステップＳ９６
）。ＣＰＵ５０５は、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器２０
における表示動作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の
可変表示や普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする。
普通図柄プロセス処理を実行した後、ＣＰＵ５０５は、例えばステップＳ９１におけるス
イッチ処理の実行結果などに基づき、入賞検出信号の入力に応じて賞球個数の設定などを
行う賞球処理を実行する（ステップＳ９７）。賞球処理に続いて、メイン側通信制御処理
を実行することにより、主基板１１から演出制御基板１２や払出制御基板１５などのサブ
側の制御基板に向けて制御コマンドを送信したり、払出制御基板１５から伝送された制御
コマンドを受信したりするための通信制御を行う（ステップＳ９８）。
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【０２５０】
　こうしたメイン側通信制御処理が終了すると、割込み許可状態としてから、遊技制御用
タイマ割込み処理を終了する。
【０２５１】
　図３１は、乱数更新処理として、図２７に示すステップＳ４１や図３０に示すステップ
Ｓ９４にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図３１に示す乱数更新処
理において、ＣＰＵ５０５は、まず、割込み禁止状態に設定する（ステップＳ５０１）。
なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が乱数更新処理の開始に対応して自動的に
割込み禁止状態となる場合には、ステップＳ５０１の処理を実行しなくてもよい。続いて
、例えば遊技制御カウンタ設定部５９４が備えるランダムカウンタの所定領域における記
憶データを更新することなどにより、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を１加算する（ス
テップＳ５０２）。こうして、この実施の形態では、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２に
ついて、タイマ割込みが発生する毎に１ずつ加算するように更新する。ステップＳ５０２
の処理を実行した後には、リーチ判定用の乱数値ＭＲ３を、更新対象とする乱数値として
設定する（ステップＳ５０３）。
【０２５２】
　そして、ＣＰＵ５０５は、例えば遊技制御カウンタ５９４に設けられたランダムカウン
タなどから、加算値決定用の乱数値ＭＲ６を示す数値データを読み出す（ステップＳ５０
４）。このときには、ステップＳ５０４での読出値が、更新処理の対象となる乱数値ごと
に定められた加算判定値未満であるか否かを判定する（ステップＳ５０５）。ここで、図
１２に示すように、乱数値ＭＲ３～ＭＲ５のそれぞれに対応して、加算判定値が予め定め
られている。ステップＳ５０５にて読出値が加算判定値未満であれば（ステップＳ５０５
；Ｙｅｓ）、ステップＳ５０４にて読み出した乱数値ＭＲ６を、加算値に設定する（ステ
ップＳ５０６）。これに対して、ステップＳ５０５にて読出値が加算判定値以上であれば
（ステップＳ５０５；Ｎｏ）、ステップＳ５０４にて読み出した乱数値ＭＲ６から加算判
定値を減算した値を、加算値に設定する（ステップＳ５０７）。
【０２５３】
　ステップＳ５０６、Ｓ５０７の処理のいずれかを実行した後には、更新処理の対象とな
る乱数値に加算値を加算して、加算後乱数値とする（ステップＳ５０８）。このときには
、ステップＳ５０８にて得られた加算後乱数値が、更新処理の対象となる乱数値ごとに定
められた最大判定値未満であるか否かを判定する（ステップＳ５０９）。ここで、図１２
に示すように、乱数値ＭＲ３～ＭＲ５のそれぞれに対応して、最大判定値が予め定められ
ている。ステップＳ５０９にて加算後乱数値が最大判定値未満であれば（ステップＳ５０
９；Ｙｅｓ）、ステップＳ５０８にて得られた加算後乱数値を、更新後乱数値に設定する
（ステップＳ５１０）。これに対して、ステップＳ５０９にて加算後乱数値が最大判定値
以上であれば（ステップＳ５０９；Ｎｏ）、ステップＳ５０８にて得られた加算後乱数値
から最大判定値を減算した値を、更新後乱数値に設定する（ステップＳ５１１）。
【０２５４】
　ステップＳ５１０、Ｓ５１１の処理のいずれかを実行した後には、ランダムカウンタに
て更新処理の対象となる乱数値を格納する所定領域に、更新後乱数値をセットする（ステ
ップＳ５１２）。こうして、更新処理の対象となる乱数値の更新が完了する。ステップＳ
５１２の処理に続いて、未処理の乱数値があるか否かを判定する（ステップＳ５１３）。
この実施の形態では、乱数値ＭＲ３～ＭＲ５について、順次に更新処理の対象となる乱数
値にセットすることにより、乱数更新処理が１回実行されるごとに、乱数値ＭＲ３～ＭＲ
５の全部が更新されるようにする。ステップＳ５１３にて未処理の乱数値がある場合には
（ステップＳ５１３；Ｙｅｓ）、次の乱数値を更新処理の対象となる乱数値にセットして
から（ステップＳ５１４）、ステップＳ５０４の処理に戻る。他方、ステップＳ５１３に
て未処理の乱数値がない場合には（ステップＳ５１３；Ｎｏ）、割込みを許可してから（
ステップＳ５１５）、乱数更新処理を終了する。
【０２５５】
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　図３２は、特別図柄プロセス処理として、図３０に示すステップＳ９５にて実行される
処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ５
０５は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップＳ１０１）。図３３及び図３４は
、ステップＳ１０１にて実行される始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである
。
【０２５６】
　図３３及び図３４に示す始動入賞判定処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、入力ポー
トレジスタＰＩに格納された入力ポートデータを読み出す（ステップＳ２０１）。このと
き読み出された入力ポートデータは、例えば遊技制御バッファ設定部５９５などに設けら
れた始動入賞バッファなどに格納されればよい。そして、ステップＳ２０１にて読み出し
た入力ポートデータのビット番号［１］におけるビット値が“１”であるか否かを判定す
る（ステップＳ２０２）。この実施の形態では、ＰＩＰ５１０が備える入力ポートＰ１に
第２始動口スイッチ２２Ｂからの第２始動入賞信号ＳＳ２を伝送する配線が接続されてお
り、入力ポートデータのビット番号［１］におけるビット値を確認することにより、第２
始動口スイッチ２２Ｂによる遊技球検出の有無を特定できる。そして、第２始動入賞信号
ＳＳ２がオン状態である場合には、入力ポートデータのビット番号［１］におけるビット
値が“１”となる。
【０２５７】
　そこで、ステップＳ２０２にて“１”であると判定された場合には（ステップＳ２０２
；Ｙｅｓ）、遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられた第２始動入賞判定カウンタの値
である第２始動入賞判定カウント値を、例えば１加算するなどしてカウントアップするよ
うに、更新する（ステップＳ２０３）。これに対して、ステップＳ２０２にて“０”であ
ると判定された場合には（ステップＳ２０２；Ｎｏ）、第２始動入賞判定カウンタをクリ
アして、そのカウント値を「０」に初期化する（ステップＳ２０４）。
【０２５８】
　ステップＳ２０３、Ｓ２０４の処理のいずれかを実行した後には、ステップＳ２０１に
て読み出した入力ポートデータのビット番号［０］におけるビット値が“１”であるか否
かを判定する（ステップＳ２０５）。この実施の形態では、ＰＩＰ５１０が備える入力ポ
ートＰ０に第１始動口スイッチ２２Ａからの第１始動入賞信号ＳＳ１を伝送する配線が接
続されており、入力ポートデータのビット番号［０］におけるビット値を確認することに
より、第１始動口スイッチ２２Ａによる遊技球検出の有無を特定できる。そして、第１始
動入賞信号ＳＳ１がオン状態である場合には、入力ポートデータのビット番号［０］にお
けるビット値が“１”となる。
【０２５９】
　そこで、ステップＳ２０５にて“１”であると判定された場合には（ステップＳ２０５
；Ｙｅｓ）、遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられた第１始動入賞判定カウンタの値
である第１始動入賞判定カウント値を、例えば１加算するなどしてカウントアップするよ
うに、更新する（ステップＳ２０６）。これに対して、ステップＳ２０５にて“０”であ
ると判定された場合には（ステップＳ２０５；Ｎｏ）、第１始動入賞判定カウンタをクリ
アして、そのカウント値を「０」に初期化する（ステップＳ２０７）。
【０２６０】
　ステップＳ２０６、Ｓ２０７の処理のいずれかを実行した後には、第１始動入賞判定カ
ウント値が入賞判定値として予め定められた所定の判定値（例えば「２」）に達したか否
かを判定する（ステップＳ２０８）。このとき、第１始動入賞判定カウント値が入賞判定
値に達していれば（ステップＳ２０８；Ｙｅｓ）、乱数ラッチフラグレジスタのビット番
号［０］の値に基づいて乱数値がラッチされているか否か、すなわち乱数値レジスタ５５
９Ａに数値データが取り込まれているか否かを判定する（ステップＳ２０９）。乱数値レ
ジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれていなければ（ステップＳ２０９；Ｎｏ）、第
１始動入賞判定カウンタをクリアして、そのカウント値を「０」に初期化する（ステップ
Ｓ２１０）。乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれていれば（ステップＳ２
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０９；Ｙｅｓ）、遊技制御バッファ設定部５９５に設けられた始動口バッファの値（始動
口バッファ値）を、「１」に設定する（ステップＳ２１１）。また、第１始動入賞判定カ
ウンタをクリアして、そのカウント値を「０」に初期化する（ステップＳ２１２）。
【０２６１】
　ステップＳ２０８にて第１始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達していない場合（
ステップＳ２０８；Ｎｏ）、或いはステップＳ２０９にて乱数値レジスタ５５９Ａに数値
データが取り込まれてなく、ステップＳ２１０で第１入賞判定カウンタをクリアした場合
には、第２始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達したか否かを判定する（ステップＳ
２１３）。このとき、第２始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達していなければ（ス
テップＳ２１３；Ｎｏ）、開放期間が終了した後の所定期間を終了させるまでの所定の時
間を、現在設定されているのが如何なる時間となっていようとも、予め定められた初期値
に設定して（ステップＳ２１６）、始動入賞判定処理を終了する。
【０２６２】
　これに対して、第２始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達していれば（ステップＳ
２１３；Ｙｅｓ）、乱数ラッチフラグレジスタのビット番号［１］の値に基づいて乱数値
がラッチされているか否か、すなわち乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれ
ているか否かを判定する（ステップＳ２１４）。乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが
取り込まれていなければ（ステップＳ２１４；Ｎｏ）、第２始動入賞判定カウンタをクリ
アして、そのカウント値を「０」に初期化し（ステップＳ２１５）、さらに、開放期間が
終了した後の所定期間を終了させるまでの所定の時間を、現在設定されているのが如何な
る時間となっていようとも、予め定められた初期値に設定して（ステップＳ２１６）、始
動入賞判定処理を終了する。
【０２６３】
　乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれていれば（ステップＳ２１４；Ｙｅ
ｓ）、普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾斜位置となる
開放制御が行われている開放期間となっているか、或いは開放期間が終了した後から所定
の時間が経過するまでの所定期間となっているかを判定する（ステップＳ２１７）。開放
期間または所定期間となっていれば、開放期間が終了した後の所定期間を終了させるまで
の所定の時間を、現在設定されている所定の時間よりも一定時間だけ遅い時間に設定する
（ステップＳ２１８）。その後、始動口バッファ値を「２」に設定する（ステップＳ２１
９）。また、第２始動入賞判定カウンタをクリアして、そのカウント値を「０」に初期化
する（ステップＳ２２０）。
【０２６４】
　開放期間または所定期間のいずれともなっていなければ、乱数値レジスタ５５９Ｂに取
り込まれている数値データを読み出し、そのまま保留記憶させることなく破棄する（ステ
ップＳ２３１）。また、第２始動入賞判定カウンタをクリアして、そのカウント値を「０
」に初期化する（ステップＳ２３２）。そして、例えば、スピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の
エラー音を出力することにより、普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップの
可動翼片が垂直位置となる閉鎖制御が行われているのに、第２始動口スイッチ２２Ｂによ
り第２始動入賞口に遊技球が進入したと検出されてしまったエラーが発生したことを遊技
者及びその周囲（特に、遊技店の店員）に対して報知する（ステップＳ２３３）。そして
、所定のエラー処理に進むものとなる。
【０２６５】
　ステップＳ２１２、Ｓ２２０の処理のいずれかを実行した後、ＣＰＵ５０５は、始動口
バッファ値に応じた保留記憶数カウント値を読み出す（ステップＳ２２１）。例えば、始
動口バッファ値が「１」であるときには、遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられた第
１保留記憶数カウンタの値（第１保留記憶数カウント値）を読み出し、始動口バッファ値
が「２」であるときには、遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられた第２保留記憶数カ
ウンタの値（第２保留記憶数カウント値）を読み出す。そして、ステップＳ２２１におけ
る読出値が、所定の上限値（例えば「４」）に達しているか否かを判定する（図３４のス
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テップＳ２２２）。このとき、ステップＳ２２１での読出値が上限値に達していなければ
、特別図柄や飾り図柄の可変表示を開始するための始動条件が有効に成立することになる
。例えば、図３３に示すステップＳ２０８にて第１始動入賞判定カウント値が入賞判定値
に達したと判定された後に、ステップＳ２２２にて読出値が上限値に達していないと判定
されたときには、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームや、飾り
図柄の可変表示を実行するための第１始動条件が成立する。また、図３３に示すステップ
Ｓ２１３にて第２始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達したと判定された後に、ステ
ップＳ２２２にて読出値が上限値に達していないと判定されたときには、第２特別図柄表
示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームや、飾り図柄の可変表示を実行するための
第２始動条件が成立する。
【０２６６】
　このように、ステップＳ２２２にて読出値が上限値に達していないときには（ステップ
Ｓ２２２；Ｎｏ）、始動口バッファ値に応じた保留記憶数カウント値を１加算する（ステ
ップＳ２２３）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときには、第１保留記憶数カ
ウント値を１加算し、始動口バッファ値が「２」であるときには、第２保留記憶数カウン
ト値を１加算する。
【０２６７】
　ステップＳ２２３の処理に続いて、ＣＰＵ５０５は、始動口バッファ値に応じた始動デ
ータを、始動データ記憶部５９１Ｃにおける空き領域の先頭にセットして記憶させる（ス
テップＳ２２４）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときには、「第１」を示す
始動データをセットし、始動口バッファ値が「２」であるときには、「第２」を示す始動
データをセットする。そして、ＣＰＵ５０５は、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１、大
当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、リーチ判定用の乱数値ＭＲ３、変動パターン種別決定用
の乱数値ＭＲ４、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ５を、保留データとして格納する乱数
設定処理を実行する（ステップＳ２２５）。例えば、ＣＰＵ５０５は、始動口バッファ値
が「１」であるか「２」であるかに応じて、第１特図保留記憶部５９１Ａと第２特図保留
記憶部５９１Ｂのいずれかにおける空き領域の先頭に、乱数回路５０９から抽出した数値
データに基づいて特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データを設定する。また
、遊技制御カウンタ設定部５９４に設けられたランダムカウンタから、乱数値ＭＲ２～Ｍ
Ｒ５を抽出し、同様に第１特図保留記憶部５９１Ａまたは第２特図保留記憶部５９１Ｂに
格納する。
【０２６８】
　ステップＳ２２５にて乱数設定処理を実行した後には、始動口バッファ値に応じた始動
口入賞指定コマンドを送信するための設定を行う（ステップＳ２２６）。例えば、始動口
バッファ値が「１」であるときには、ＲＯＭ５０６における第１始動口入賞指定コマンド
テーブルの記憶アドレス（先頭アドレス）を送信コマンドバッファにおいて送信コマンド
ポインタによって指定されたバッファ領域に格納する。他方、始動口バッファ値が「２」
であるときには、ＲＯＭ５０６における第２始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アド
レス（先頭アドレス）を送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指
定されたバッファ領域に格納する。こうして設定された始動口入賞指定コマンドは、例え
ば特別図柄プロセス処理が終了した後に図３０に示すステップＳ９８のメイン側通信制御
処理が実行されることなどにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される
。
【０２６９】
　また、ＣＰＵ５０５は、例えばＲＯＭ５０６における保留記憶数通知コマンドテーブル
の記憶アドレスを送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定され
たバッファ領域に格納することなどにより、演出制御基板１２に対して保留記憶数通知コ
マンドを送信するための設定を行う（ステップＳ２２７）。なお、第１始動口入賞指定コ
マンドテーブルが、第１始動口入賞指定コマンドを送信するための設定データと、保留記
憶数通知コマンドを送信するための設定データとを含むように構成されるとともに、第２
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始動口入賞指定コマンドテーブルが、第２始動口入賞指定コマンドを送信するための設定
データと、保留記憶数通知コマンドを送信するための設定データとを含むように構成され
ている場合には、ステップＳ２２６、Ｓ２２７の処理として第１始動口入賞指定コマンド
テーブルと第２始動口入賞指定コマンドテーブルのうち、始動口バッファ値に応じたコマ
ンドテーブルの記憶アドレスだけを送信コマンドバッファのバッファ領域に格納すればよ
い。こうして設定された保留記憶数通知コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了
した後、図３０に示すステップＳ９８のメイン側通信制御処理が実行されることなどによ
り、第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマンドに続いて、主基板１１か
ら演出制御基板１２に対して伝送される。
【０２７０】
　ステップＳ２２２にて読出値が上限値に達している場合や（ステップＳ２２２；Ｙｅｓ
）、ステップＳ２２７の処理を実行した後には、始動口バッファ値が「１」であるか「２
」であるかを判定する（ステップＳ２２８）。このとき、始動口バッファ値が「１」であ
れば（ステップＳ２２８；「１」）、始動口バッファをクリアして、そのバッファ値を「
０」に初期化してから（ステップＳ２２９）、図３３に示すステップＳ２１３の処理に進
む。これに対して、始動口バッファ値が「２」であるときには（ステップＳ２２８；「２
」）、始動口バッファをクリアして、そのバッファ値を「０」に初期化してから（ステッ
プＳ２３０）、始動入賞判定処理を終了する。
【０２７１】
　この実施の形態では、第１始動口スイッチ２２Ａと第２始動口スイッチ２２Ｂの双方が
同時に有効な遊技球の始動入賞を検出した場合には、２ミリ秒内で実行される処理によっ
て、双方のスイッチが有効な遊技球の始動入賞を検出したことに基づく処理が実行される
。すなわち、図３３に示すステップＳ２０８にて第１始動入賞判定カウント値が入賞判定
値に達したと判定されたときには、図３３に示すステップＳ２１１、Ｓ２１２、Ｓ２２１
の処理を実行してから、図３４に示すステップＳ２２２～Ｓ２２７の処理を実行した後、
ステップＳ２２８にて始動口バッファ値が「１」であることに対応して、ステップＳ２２
９の処理を実行してから、図３３に示すステップＳ２１３の処理に進む。そして、ステッ
プＳ２１３にて第２始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達したと判定されたときには
、図３３に示すステップＳ２１９～Ｓ２２１の処理を実行してから、図３４に示すステッ
プＳ２２２～Ｓ２２７の処理を実行した後、ステップＳ２２８にて始動口バッファ値が「
２」であることに対応して、ステップＳ２３０の処理を実行してから、始動入賞判定処理
を終了する。これにより、第１始動口スイッチ２２Ａと第２始動口スイッチ２２Ｂの双方
が同時に有効な遊技球の始動入賞を検出した場合でも、確実に双方の有効な始動入賞の検
出に基づく処理を完了できる。
【０２７２】
　図３２に示すステップＳ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後には、特図プロセス
フラグの値に応じて、ステップＳ１１０～Ｓ１２０の処理のいずれかを選択して実行する
。
【０２７３】
　ステップＳ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実
行される。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部５９１Ａや第２特図保留記憶
部５９１Ｂに記憶されている保留データの有無などに基づいて、第１特別図柄表示装置４
Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。ま
た、特別図柄通常処理では、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づ
き、特別図柄や飾り図柄、色図柄などの可変表示結果を「大当り」や「小当り」とするか
否かの判定が行われる。さらに、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける特別図柄の
可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる
特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄、小当り図柄及びハズレ図柄のいずれか）
が設定される。
【０２７４】
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　ステップＳ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」や「小当り」
とするか否かの事前決定結果や、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かのリ
ーチ判定結果などに基づいて、変動パターン種別を複数種類のいずれかに決定する処理や
、変動パターン種別の決定結果に対応して、変動パターンを複数種類のいずれかに決定す
る処理などが含まれている。
【０２７５】
　ステップＳ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実
行される。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開
始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、ステップＳ１１２の
特別図柄変動処理が実行されるごとに、遊技制御タイマ設定部５９３に設けられた特図変
動タイマにおける値（特図変動タイマ値）を１減算あるいは１加算することにより、第１
特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームであるか、第２特別図柄表示
装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームであるかに関わりなく、共通のタイマによ
って経過時間の測定が行われる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特
図変動時間に達したか否かの判定も行われる。このように、ステップＳ１１２の特別図柄
変動処理は、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームにおける特
別図柄の変動や、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームにおけ
る特別図柄の変動を、共通の処理ルーチンによって制御する処理となっている。そして、
特別図柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセ
スフラグの値を“３”に更新する。
【０２７６】
　ステップＳ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停
止表示させるための設定を行う処理が含まれている。そして、遊技制御フラグ設定部５９
２に設けられた大当りフラグと小当りフラグのいずれかがオンとなっているか否かの判定
などが行われ、大当りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値を“４”に更
新し、小当りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値を“８”に更新する。
また、大当りフラグと小当りフラグがいずれもオフである場合には、特図プロセスフラグ
の値を“０”に更新する。
【０２７７】
　ステップＳ１１４の大入賞口開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに
実行される。この大入賞口開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったことなど
に基づき、大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とする
ための設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば大入賞口開放回数最大
値の設定に対応して、大入賞口を開放状態とする期間の上限を設定するようにしてもよい
。一例として、大入賞口開放回数最大値が１５ラウンド大当り状態に対応した「１５」に
設定されている場合には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設定する
。これに対して、大入賞口開放回数最大値が２ラウンド大当り状態に対応した「２」に設
定されている場合には、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「０．５秒」に設定する
。
【０２７８】
　ステップＳ１１５の大入賞口開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに
実行される。この大入賞口開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を
計測する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技
球の個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか
否かを判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、
大入賞口扉用のソレノイドに対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などが実
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行されればよい。
【０２７９】
　ステップＳ１１６の大入賞口開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに
実行される。この大入賞口開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回
数が大入賞口開放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値
に達した場合に当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれてい
る。
【０２８０】
　ステップＳ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行
される。この大当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ラン
プ９といった演出用の電気部品（演出装置）により、大当り遊技状態の終了を報知する演
出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待
機する処理や、その大当り遊技状態の終了に対応した各種の設定を行う処理などが含まれ
ている。
【０２８１】
　ステップＳ１１８の小当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“８”のときに実
行される。この小当り開放前処理には、可変表示結果が「小当り」となったことなどに基
づき、小当り遊技状態において可変入賞動作の実行を開始して大入賞口を開放状態とする
ための設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば可変表示結果が「小当
り」であることにより大入賞口開放回数最大値が「２」であることに対応して、大入賞口
を開放状態とする期間の上限を「０．５秒」に設定すればよい。
【０２８２】
　ステップＳ１１９の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“９”のときに実
行される。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に
戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態
に戻すときには、大入賞口扉用のソレノイドに対するソレノイド駆動信号の供給を停止さ
せる処理などが実行されればよい。
【０２８３】
　ステップＳ１２０の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“１０”のときに実
行される。この小当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ラ
ンプ９といった演出用の電気部品（演出装置）により、小当り遊技状態の終了を報知する
演出動作が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれ
ている。ここで、小当り遊技状態が終了するときには、確変フラグや時短フラグの状態を
変更しないようにして、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機１における遊技状態
を継続させる。
【０２８４】
　図３５は、図３２のステップＳ１１０にて実行される特別図柄通常処理の一例を示すフ
ローチャートである。図３５に示す特別図柄通常処理において、ＣＰＵ５０５は、まず、
例えば遊技制御カウンタ設定部５９４に記憶されている合計保留記憶数カウント値が「０
」であるか否か、すなわち、第１保留記憶数と第２保留記憶数の合計値である合計保留記
憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２４１）。このとき、合計保留記憶数
カウント値が「０」以外であれば（ステップＳ２４１；Ｎｏ）、始動データ記憶部５９１
Ｃから始動データを読み出す（ステップＳ２４２）。ここでは、始動データ記憶部５９１
Ｃにて保留番号「１」と関連付けて記憶されている始動データを読み出せばよい。
【０２８５】
　この実施の形態では、第１始動条件と第２始動条件とを区別することなく、先に成立し
た始動条件に対応する特図ゲームから順次に実行するものとして説明する。これに対して
、例えば第２保留記憶数が「０」でないことを条件として、第１特図を用いた特図ゲーム
よりも、第２特図を用いた特図ゲームを優先して実行するようにしてもよい。この場合に
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は、例えばステップＳ２４１にて合計保留記憶数カウント値が「０」以外であれば、第２
保留記憶数カウント値が「０」であるか否かを判定する。そして、第２保留記憶数カウン
ト値が「０」であれば、始動データ記憶部５９１Ｃから「第１」を示す始動データが読み
出された場合と同様の処理を実行する一方で、第２保留記憶数カウント値が「０」以外で
あれば、始動データ記憶部５９１Ｃから「第２」を示す始動データが読み出された場合と
同様の処理を実行すればよい。あるいは、第１保留記憶数と第２保留記憶数とのうち、い
ずれの保留記憶数が多いかを判定し、保留記憶数が多い方に対応する特別図柄を用いた特
図ゲームを優先して実行するようにしてもよい。この場合には、例えばステップＳ２４１
にて合計保留記憶数カウント値が「０」以外であれば、第１保留記憶数カウント値と第２
保留記憶数カウント値とを比較する。そして、第１保留記憶数カウント値の方が大きい場
合には、始動データ記憶部５９１Ｃから「第１」を示す始動データが読み出された場合と
同様の処理を実行する一方で、第２保留記憶数カウント値の方が大きい場合には、始動デ
ータ記憶部５９１Ｃから「第２」を示す始動データが読み出された場合と同様の処理を実
行すればよい。このとき、第１保留記憶数カウント値と第２保留記憶数カウント値が一致
した場合には、第１特図を用いた特図ゲームを優先して実行してもよいし、第２特図を用
いた特図ゲームを優先して実行してもよい。このように、保留記憶数が多い方に対応する
特別図柄を用いた特図ゲームを優先して実行することで、無効な始動入賞の発生を低減す
ることができる。
【０２８６】
　ステップＳ２４２の処理に続いて、例えば合計保留記憶数カウント値を１減算すること
などにより、合計保留記憶数を１減算するように更新するとともに、始動データ記憶部５
９１Ｃにて保留番号「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「８」に対応す
るエントリ）に記憶された始動データの記憶内容を、１エントリずつ上位にシフトさせる
（ステップＳ２４３）。そして、ステップＳ２４２にて読み出した始動データが「第１」
と「第２」のいずれであるかを判定する（ステップＳ２４４）。
【０２８７】
　ステップＳ２４４にて始動データが「第１」であると判定された場合には（ステップＳ
２４４；第１）、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを開始す
る第１開始条件が成立したことに対応して、遊技制御バッファ設定部５９５に記憶される
変動特図指定バッファ値を「１」に設定する（ステップＳ２４５）。さらに、乱数ラッチ
フラグレジスタのビット番号［０］の値に基づいて乱数値がラッチされているか否か、す
なわち乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれているか否かを判定する（ステ
ップＳ２４６）。乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれていなければ（ステ
ップＳ２４６；Ｎｏ）、そのままステップＳ２５１の処理に進む。乱数値レジスタ５５９
Ａに数値データが取り込まれていれば（ステップＳ２４６；Ｙｅｓ）、乱数値レジスタ５
５９Ａに取り込まれている数値データを読み出し、そのまま保留記憶させることなく破棄
する（ステップＳ２４７）。そして、ステップＳ２５１の処理に進む。
【０２８８】
　他方、ステップＳ２４４にて始動データが「第２」であると判定された場合には（ステ
ップＳ２４４；第２）、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームを
開始する第２開始条件が成立したことに対応して、変動特図指定バッファ値を「２」に設
定する（ステップＳ２４８）。さらに、乱数ラッチフラグレジスタのビット番号［１］の
値に基づいて乱数値がラッチされているか否か、すなわち乱数値レジスタ５５９Ｂに数値
データが取り込まれているか否かを判定する（ステップＳ２４９）。乱数値レジスタ５５
９Ｂに数値データが取り込まれていなければ（ステップＳ２４９；Ｎｏ）、そのままステ
ップＳ２５１の処理に進む。乱数値レジスタ５５９Ｂに数値データが取り込まれていれば
（ステップＳ２４９；Ｙｅｓ）、乱数値レジスタ５５９Ｂに取り込まれている数値データ
を読み出し、そのまま保留記憶させることなく破棄する（ステップＳ２５０）。そして、
ステップＳ２５１の処理に進む。
【０２８９】
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　ステップＳ２５１では、ステップＳ２４２にて読み出した始動データに応じた特図保留
記憶部から、保留データを読み出す。例えば、始動データが「第１」である場合には、第
１特図保留記憶部５９１Ａにて保留番号「１」と関連付けて記憶されている保留データと
して、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データと、大当り種別決定用の乱数
値ＭＲ２を示す数値データとを、それぞれ読み出す。これに対して、始動データが「第２
」である場合には、第２特図保留記憶部１５１Ｂにて保留番号「１」と関連付けて記憶さ
れている保留データとして、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データと、大
当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データとを、それぞれ読み出す。
【０２９０】
　ステップＳ２５１の処理に続いて、始動データに応じた保留記憶数カウント値を１減算
するとともに、始動データに応じた特図保留記憶部にて保留番号「１」より下位のエント
リ（例えば保留番号「２」～「４」に対応するエントリ）に記憶された保留データの記憶
内容を、１エントリずつ上位にシフトさせる（ステップＳ２５２）。例えば、始動データ
が「第１」である場合には、第１保留記憶数カウント値を１減算するとともに、第１特図
保留記憶部５９１Ａにおける保留データの記憶内容を、１エントリずつ上位にシフトさせ
る。これに対して、始動データが「第２」である場合には、第２保留記憶数カウント値を
１減算するとともに、第２特図保留記憶部５９１Ｂにおける保留データの記憶内容を、１
エントリずつ上位にシフトさせる。
【０２９１】
　この後、可変表示結果を「大当り」とするか否かや「小当り」とするか否かを判定する
ための使用テーブルとして、始動データに応じた特図表示結果判定テーブルを選択してセ
ットする（ステップＳ２５３）。ＣＰＵ５０５は、こうしてセットされた特図表示結果判
定テーブルを参照することにより、ステップＳ２５１にて読み出された特図表示結果判定
用の乱数値ＭＲ１を示す数値データが、大当り判定値データと合致するか否かを判定する
（ステップＳ２５４）。
【０２９２】
　ステップＳ２５４にて乱数値ＭＲ１を示す数値データが大当り判定値データと合致した
場合には（ステップＳ２５４；Ｙｅｓ）、遊技制御フラグ設定部５９２に設けられた大当
りフラグをオン状態にセットする（ステップＳ２５５）。このときには、大当り種別を複
数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、図２４に示す大当り種別決定テ
ーブル１３１を選択してセットする（ステップＳ２５６）。そして、ステップＳ２５１に
て読み出した大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データに基づき、ステップＳ２
５６にてセットした大当り種別決定テーブル１３１を参照することにより、大当り種別を
、「通常」、「第１確変」～「第３確変」、「突確」という複数種類のうち、いずれかに
決定する（ステップＳ２５７）。なお、ステップＳ２４８の処理で変動特図指定バッファ
値を「２」に設定した場合には、大当り種別決定テーブル１３１にて「突確」の大当り種
別に対して大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２が割り当てられていないことから、大当り種
別が「突確」に決定されることはない。こうしてステップＳ２５７にて決定された大当り
種別に対応して、大当り種別バッファ値を、「００」～「０４」のいずれかに設定する（
ステップＳ２５８）。
【０２９３】
　ステップＳ２５４にて乱数値ＭＲ１を示す数値データが大当り判定値データと合致しな
い場合には（ステップＳ２５４；Ｎｏ）、ステップＳ２５１にて読み出された特図表示結
果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データが、ハズレ判定値データと合致するか否かを判
定する（ステップＳ２５９）。このとき、ハズレ判定値データと合致しなければ（ステッ
プＳ２５９；Ｎｏ）、小当り判定値データに合致するものとして、小当りフラグをオン状
態にセットする（ステップＳ２６０）。
【０２９４】
　ステップＳ２５８とステップＳ２６０の処理のいずれかを実行した後、或いはステップ
Ｓ２５９の処理でハズレ判定値データと合致していた場合には、可変表示結果の判定結果



(67) JP 5322836 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

や大当り種別の決定結果に対応して、確定特別図柄を設定する（ステップＳ２６１）。一
例として、ステップＳ２５９にて乱数値ＭＲ１を示す数値データがハズレ判定値データと
合致する場合には、可変表示結果を「ハズレ」とする旨の事前判定結果に対応して、ハズ
レ図柄となる「－」の記号を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。その一方で、ス
テップＳ２５４にて乱数値ＭＲ１を示す数値データが大当り判定値データと合致した場合
には、ステップＳ２５７における大当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「１
」、「３」、「７」の数字を示す特別図柄のいずれかを、確定特別図柄に設定する。すな
わち、大当り種別を「通常」とする決定結果に応じて、通常大当り図柄となる「３」の数
字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また、大当り種別を「第１確変」～「第
３確変」のいずれかとする決定結果に応じて、確変大当り図柄となる「７」の数字を示す
特別図柄を、確定特別図柄に設定する。さらに、大当り種別を「突確」とする決定結果に
応じて、２ラウンド大当り図柄となる「１」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設
定する。さらに、ステップＳ２５９にて乱数値ＭＲ１を示す数値データがハズレ判定値デ
ータと合致しない場合には、可変表示結果を「小当り」とする旨の事前判定結果に対応し
て、小当り図柄となる「５」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。
【０２９５】
　ステップＳ２６１にて確定特別図柄を設定した後には、特図プロセスフラグの値を変動
パターン設定処理に対応した値である“１”に更新してから（ステップＳ２６２）、特別
図柄通常処理を終了する。また、ステップＳ２４１にて合計保留記憶数が「０」である場
合には（ステップＳ２４１；Ｙｅｓ）、所定のデモ表示設定を行ってから（ステップＳ２
６３）、特別図柄通常処理を終了する。
【０２９６】
　以下、パチンコ遊技機１における具体的な動作例について説明する。主基板１１では、
電源基板１０からの初期電力供給時（バックアップ電源のない電源投入時）や、システム
リセットの発生後における再起動時などに、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６などに記憶され
ているセキュリティチェックプログラム５０６Ａを読み出して実行することにより、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００がセキュリティモードとなる。
【０２９７】
　このときには、セキュリティチェックプログラム５０６Ａに対応した処理として、例え
ば図２６に示すようなセキュリティチェック処理が実行される。ここで、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００がセキュリティモードとなるセキュリティ時間は、ＲＯＭ５０６
のプログラム管理エリアに記憶されているセキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［
２－０］やビット番号［４－３］に予め格納されたビット値に応じて、一定の固定時間と
は異なる時間成分を含むことができる。
【０２９８】
　例えば、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
０００”以外の値であれば（図２６に示すステップＳ２；Ｎｏ）、図１０（Ｄ）に示すよ
うな設定内容に対応して、固定時間に加えて予め選択可能な複数の延長時間のいずれかを
、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定することができる（ステップＳ４）。
また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値が“００
”以外の値であれば（ステップＳ６；Ｎｏ）、図１０（Ｃ）に示すようなショートモード
又はロングモードに対応して、システムリセットや電源投入に基づき初期設定処理が実行
されるごとに所定の時間範囲で変化する可変設定時間を、セキュリティ時間に含まれる時
間成分として設定することができる（ステップＳ８）。
【０２９９】
　こうして設定されたセキュリティ時間が経過するまでは（ステップＳ１４；Ｎｏ）、Ｒ
ＯＭ５０６に記憶されているユーザプログラムによる遊技制御メイン処理の実行が開始さ
れない。そして、乱数回路５０９による乱数値となる数値データの生成動作も、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００がセキュリティモード中である期間では、開始されないよ
うにすればよい。これにより、パチンコ遊技機１の電源投入やシステムリセット等による
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動作開始タイミングから、乱数回路５０９の動作開始タイミングや更新される数値データ
などを特定することが困難になり、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ち
や、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定タイミングで不正信号を入力することで、
不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行為を、確実に防止することができる。
【０３００】
　一例として、パチンコ遊技機１の機種毎に、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
号［２－０］におけるビット値を異なる値に設定する。この場合には、図２６に示すステ
ップＳ４にて設定される延長時間を、パチンコ遊技機１の機種毎に異ならせることができ
、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開始タイミングを特
定することが困難になる。また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］
におけるビット値を“０１”又は“１０”に設定することにより、ステップＳ８にて設定
される可変設定時間を、システムリセット毎に異ならせる。これにより、パチンコ遊技機
１の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開始タイミングを特定することは著し
く困難になる。
【０３０１】
　図３６は、主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵され
た乱数回路５０９の動作を説明するためのタイミングチャートである。また、図３６（Ａ
）では、主基板１１に搭載された制御用クロック生成回路１１１により生成される制御用
クロックＣＣＬＫを示している。図３６（Ｂ）では、乱数用クロック生成回路１１２によ
り生成される乱数用クロックＲＣＬＫを示している。図３６（Ａ）及び（Ｂ）に示すよう
に、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数と、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数とは
、互いに異なる周波数となっており、また、いずれか一方の発振周波数が他方の発振周波
数の整数倍になることがない。
【０３０２】
　図３６（Ｂ）に示すように、乱数用クロックＲＣＬＫは、タイミングＴ１０，Ｔ１１，
Ｔ１２，…においてローレベルからハイレベルに立ち上がる。そして、乱数用クロックＲ
ＣＬＫは、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の乱数用外部クロック端子ＥＲＣに供
給され、図１３に示す乱数回路５０９が備えるクロック用フリップフロップ５５２におけ
るクロック端子ＣＫに入力される。クロック用フリップフロップ５５２は、逆相出力端子
（反転出力端子）ＱバーからＤ入力端子へとフィードバックされるラッチ用クロックＲＣ
０を、クロック端子ＣＫに入力される乱数用クロックＲＣＬＫの立ち上がりエッジに応答
して取り込み（ラッチして）、正相出力端子（非反転出力端子）Ｑから乱数更新クロック
ＲＧＫとして出力する。これにより、乱数更新クロックＲＧＫは、図３６（Ｃ）に示すよ
うに、タイミングＴ１０，Ｔ１２，Ｔ１４，…において、ローレベルからハイレベルへと
立ち上がり、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数の１／２の発振周波数を有する信号と
なる。例えば、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数が２０ＭＨｚであれば、乱数更新ク
ロックＲＧＫの発振周波数は１０ＭＨｚとなる。そして、乱数用クロックＲＣＬＫの発信
周波数は制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数の整数倍にも整数分の１にもならないこと
から、乱数更新クロックＲＧＫの発振周波数は、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数と
は異なる周波数となる。乱数生成回路５５３は、例えば乱数更新クロックＲＧＫの立ち上
がりエッジに応答して、カウント値順列ＲＣＮにおける数値データを更新する。乱数列変
更回路５５５は、乱数列変更設定回路５５６による乱数更新規則の設定に基づき、乱数生
成回路５５３から出力されたカウント値順列ＲＣＮにおける数値データの更新順を変更し
たものを、乱数列ＲＳＮとして出力する。こうして、乱数列ＲＳＮにおける数値データは
、例えば図３６（Ｄ）に示すように、乱数更新クロックＲＧＫの立ち上がりエッジなどに
応答して更新される。
【０３０３】
　クロック用フリップフロップ５５２から出力されるラッチ用クロックＲＣ０は、乱数更
新クロックＲＧＫの反転信号となり、その発振周波数は乱数更新クロックＲＧＫの発振周
波数と同一で、その位相は乱数更新クロックＲＧＫの位相とπ（＝１８０°）だけ異なる
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。ラッチ用クロックＲＣ０は、分岐点ＢＲ１にてラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロ
ックＲＣ２とに分岐される。したがって、例えば図３６（Ｅ）に示すように、各ラッチ用
クロックＲＣ０、ＲＣ１、ＲＣ２はいずれも、共通の周期で信号状態が変化する発振信号
となる。ラッチ用クロックＲＣ１は、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａのクロック端子
ＣＫに入力される。ラッチ用クロックＲＣ２は、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂのク
ロック端子ＣＫに入力される。
【０３０４】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ａは、ラッチ用クロックＲＣ１の立ち上がりエッジに
応答して、第１始動口スイッチ２２Ａから伝送されて入力ポートＰ０に供給された第１始
動入賞信号ＳＳ１（実際には、ＳＳ１の反転信号）を取り込み（ラッチして）、始動入賞
時ラッチ信号ＳＬ１として出力端子Ｑから出力する。そして、乱数ラッチセレクタ５５８
Ａにおける取込方法が入力ポートＰ０への信号入力に指定されていれば、始動入賞時ラッ
チ信号ＳＬ１が乱数ラッチ信号ＬＬ１として出力される。これにより、例えば図３６（Ｆ
）に示すようなタイミングでオフ状態（ローレベル）とオン状態（ハイレベル）とで信号
状態が変化する第１始動入賞信号ＳＳ１は、ラッチ用クロックＲＣ１が立ち上がるタイミ
ングＴ１１、Ｔ１３、Ｔ１５、…にてラッチ用フリップフロップ５５７Ａに取り込まれた
後、図３６（Ｇ）に示すようなタイミングＴ１１、Ｔ１３で信号状態がオフ状態とオン状
態とで変化する乱数ラッチ信号ＬＬ１となって、乱数ラッチセレクタ５５８Ａから出力さ
れる。ここで、第１始動口スイッチ２２Ａから伝送される第１始動入賞信号ＳＳ１は、普
通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたとき
に、オフ状態からオン状態へと変化する。ラッチ用フリップフロップ５５７Ａから乱数ラ
ッチセレクタ５５８Ａを介して出力された乱数ラッチ信号ＬＬ１は、乱数値レジスタＲ１
Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａに供給されて、乱数列変更回路５５５から出力された乱
数列ＲＳＮにおける数値データを取得するために用いられる。こうして、ラッチ用フリッ
プフロップ５５７Ａ及び乱数ラッチセレクタ５５８Ａでは、第１始動入賞口における遊技
球の始動入賞が検出されたことに基づき、ラッチ用クロックＲＣ１を用いて、乱数値とな
る数値データを取得するための乱数ラッチ信号ＬＬ１が、第２始動入賞口における遊技球
の始動入賞が検出された場合とは別個に生成される。
【０３０５】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂは、ラッチ用クロックＲＣ２の立ち上がりエッジに
応答して、第２始動口スイッチ２２Ｂから伝送されて入力ポートＰ１に供給された第２始
動入賞信号ＳＳ２（実際には、ＳＳ２の反転信号）を取り込み（ラッチして）、始動入賞
時ラッチ信号ＳＬ２として出力端子Ｑから出力する。そして、乱数ラッチセレクタ５５８
Ｂにおける取込方法が入力ポートＰ１への信号入力に指定されていれば、始動入賞時ラッ
チ信号ＳＬ２が乱数ラッチ信号ＬＬ２として出力される。これにより、例えば図３６（Ｉ
）に示すようなタイミングでオフ状態（ローレベル）とオン状態（ハイレベル）とで信号
状態が変化する第２始動入賞信号ＳＳ２は、ラッチ用クロックＲＣ２が立ち上がるタイミ
ングＴ１１、Ｔ１３、Ｔ１５、…にてラッチ用フリップフロップ５５７Ｂに取り込まれた
後、図３６（Ｊ）に示すようなタイミングＴ１４、Ｔ１５で信号状態がオフ状態とオン状
態とで変化する乱数ラッチ信号ＬＬ２となって、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂから出力さ
れる。ここで、第２始動口スイッチ２２Ｂから伝送される第２始動入賞信号ＳＳ２は、普
通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出された
ときに、オフ状態からオン状態へと変化する。ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂから乱
数ラッチセレクタ５５８Ｂを介して出力された乱数ラッチ信号ＬＬ２は、乱数値レジスタ
Ｒ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ｂに供給されて、乱数列変更回路５５５から出力され
た乱数列ＲＳＮにおける数値データを取得するために用いられる。こうして、ラッチ用フ
リップフロップ５５７Ｂ及び乱数ラッチセレクタ５５８Ｂでは、第２始動入賞口における
遊技球の始動入賞が検出されたことに基づき、ラッチ用クロックＲＣ２を用いて、乱数値
となる数値データを取得するための乱数ラッチ信号ＬＬ２が、第１始動入賞口における遊
技球の始動入賞が検出された場合とは別個に生成される。
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【０３０６】
　乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数列変更回路５５５から出
力される乱数列ＲＳＮにおける数値データを、乱数ラッチセレクタ５５８Ａからクロック
端子へと入力される乱数ラッチ信号ＬＬ１の立ち上がりエッジに応答して取り込み（ラッ
チして）、記憶データとなる数値データを更新する。乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値
レジスタ５５９Ｂは、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮにおける数値デ
ータを、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂからクロック端子へと入力される乱数ラッチ信号Ｌ
Ｌ２の立ち上がりエッジに応答して取り込み（ラッチして）、記憶データとなる数値デー
タを更新する。
【０３０７】
　例えば図３６（Ｇ）に示すように、タイミングＴ１１にて乱数ラッチ信号ＬＬ１がオフ
状態からオン状態に変化する立ち上がりエッジが生じた場合には、このタイミングＴ１１
にて乱数列変更回路５５５から出力されている乱数列ＲＳＮにおける数値データが、図３
６（Ｈ）に示すように、乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込まれ、乱数値となる数値データと
して取得される。これにより、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａでは
、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたことに基づき、乱数値として用
いられる数値データを、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出された場合とは
別個に、取得して記憶することができる。
【０３０８】
　また、例えば図３６（Ｊ）に示すように、タイミングＴ１３にて乱数ラッチ信号ＬＬ２
がオフ状態からオン状態に変化する立ち上がりエッジが生じた場合には、このタイミング
Ｔ１３にて乱数列変更回路５５５から出力されている乱数列ＲＳＮにおける数値データが
、図３６（Ｋ）に示すように、乱数値レジスタＲ２Ｄに取り込まれ、乱数値となる数値デ
ータとして取得される。これにより、乱数値レジスタＲ２Ｄとなる乱数値レジスタ５５９
Ｂは、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出されたことに基づき、乱数値とし
て用いられる数値データを、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞が検出された場合
とは別個に、取得して記憶することができる。
【０３０９】
　こうして、乱数値レジスタ５５９Ａは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａがラッチ用
クロックＲＣ１を用いて生成した始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１や乱数ラッチセレクタ５５
８Ａから出力された乱数ラッチ信号ＬＬ１の立ち上がりエッジに応答して、乱数値ＲＳＮ
における数値データを取得する。乱数値レジスタ５５９Ａに記憶された数値データは、図
３３に示すステップＳ２０８にて第１始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達したと判
定されることで（ステップＳ２０８；Ｙｅｓ）、第１始動口スイッチ２２Ａにより有効な
遊技球の始動入賞が検出されたことに基いてＣＰＵ５０５によって読み出される。このと
き、ステップＳ３５７、Ｓ３５８では、乱数値レジスタ５５９Ａから読み出された数値デ
ータを用いて、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１や加算値決定用の乱数値ＭＲ６が設定
される。
【０３１０】
　また、乱数値レジスタ５５９Ｂは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂがラッチ用クロ
ックＲＣ２を用いて生成した始動入賞時ラッチ信号ＳＬ２や乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ
から出力された乱数ラッチ信号ＬＬ２の立ち上がりエッジに応答して、乱数列ＲＳＮにお
ける数値データを取得する。乱数値レジスタ５５９Ｂに記憶された数値データは、図３３
に示すステップＳ２１３にて第２始動入賞判定カウント値が入賞判定値に達したと判定さ
れることで（ステップＳ２１３；Ｙｅｓ）、第２始動口スイッチ２２Ｂにより有効な遊技
球の始動入賞が検出されたことに基づいてＣＰＵ５０５によって読み出される。このとき
、ステップＳ３５７、Ｓ３５８では、乱数値レジスタ５５９Ｂから読み出された数値デー
タを用いて、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１や加算値決定用の乱数値ＭＲ６が設定さ
れる。
【０３１１】
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　このように、乱数回路５０９では、クロック用フリップフロップ５５２や乱数生成回路
５５３、乱数列変更回路５５５などが、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞に基づ
き乱数値となる数値データを取得するように構成されたラッチ用フリップフロップ５５７
Ａや乱数ラッチセレクタ５５８Ａ、乱数値レジスタ５５９Ａの組合せと、第２始動入賞口
における遊技球の始動入賞に基づき乱数値となる数値データを取得するように構成された
ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂや乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ、乱数値レジスタ５５
９Ｂの組合せとに対して、共通化されている。したがって、クロック用フリップフロップ
５５２から出力されて乱数生成回路５５３に供給されてカウント値順列ＲＣＮにおける数
値データや乱数列ＲＳＮにおける数値データの更新に用いられる乱数更新クロックＲＧＫ
は、第１始動入賞口における遊技球の始動入賞に基づき乱数値となる数値データを取得す
る構成と、第２始動入賞口における遊技球の始動入賞に基づき乱数値となる数値データを
取得する構成とについて、共通の乱数更新用クロック信号となる。
【０３１２】
　図２６に示すステップＳ１４にてセキュリティ時間が経過したと判定されたときには（
ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に記憶されているユーザプログ
ラムを読み出して、図２７に示すような遊技制御メイン処理が実行される。そして、例え
ばステップＳ３３における設定処理として、図２８に示すような乱数回路設定処理などが
実行される。この場合、乱数回路５０９は、ＣＰＵ５０５による乱数回路設定処理での設
定に基づき、乱数値となる数値データの生成動作を開始することになる。こうして乱数回
路５０９による乱数値の生成動作が開始された後、主基板１１に設置された遊技開始スイ
ッチ３１のオン操作が検出されるまでは、ステップＳ３５の処理が繰り返し実行され、ス
テップＳ４０の処理により割込み許可状態とする設定が行われない。そのため、乱数回路
５０９による数値データの更新動作が開始された後であっても、遊技開始スイッチ３１の
オン操作が検出されるまでは、例えば図３０に示す遊技制御用タイマ割込み処理といった
、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するための遊技制御処理が開始されること
がない。これにより、遊技制御処理の開始タイミングから、乱数回路５０９の動作開始タ
イミングや数値データの更新動作を特定することが困難になり、遊技制御処理プログラム
の解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定のタイミング
で不正信号を入力することで、不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行為を、確実に
防止することができる。
【０３１３】
　図９（Ｂ）に示すような第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット
値を“１”とすれば、例えば図２８に示すステップＳ５５の処理などにより、乱数回路５
０９にて生成される乱数値となる数値データのスタート値を、システムリセット毎に変更
することができる。これにより、たとえ乱数回路５０９の動作開始タイミングを特定する
ことができたとしても、乱数回路５０９が備える乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジス
タ５５９Ｂから読み出される数値データを特定することは困難になり、遊技制御処理プロ
グラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定タイミ
ングで不正信号を入力することで、不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行為を、確
実に防止することができる。
【０３１４】
　以上説明したように、この形態におけるパチンコ遊技機１では、乱数回路５０９におい
て乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０が“１”の状態、すなわち乱数値レジスタＲ１Ｄに
数値データが取り込まれている状態では、新たな乱数値の取込要求が発生した場合でも、
新たな数値データを乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込まないようになっており、このような
状態では、乱数値レジスタＲ１Ｄの数値データが読み出されて、乱数ラッチフラグデータ
ＲＤＦＭ０がクリアされるまで新たな数値データを乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込むこと
が不可能となる。
【０３１５】
　このため、第１始動入賞口６Ａに遊技球が入賞したことにより数値データがラッチされ
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、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納された後、この格納された数値データが読み出されるまで
は、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０が“１”の状態となることで、格納されている数
値データが保持され、その間にゲーム開始信号ＳＳ１が入力されても新たな数値データに
上書きされてしまうことがない。これにより、静電気などにより第１始動口スイッチ２２
Ａの検出信号の信号線にノイズがのっても数値データが変わってしまうことがなく、この
ような場合であっても第１始動入賞口６Ａに遊技球が入賞したタイミングでラッチされた
数値データとは異なる数値データを用いて大当たり抽選が行われてしまうことがない。
【０３１６】
　尚、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれている状態において新たな数値デ
ータを乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込まないようにする構成としては、新たな数値データ
のラッチを禁止する構成であっても良いし、新たな数値データをラッチするものの、乱数
値レジスタＲ１Ｄへの書込を禁止する構成であっても良い。
【０３１７】
　また、普通可変入賞球装置６Ｂを形成する電動チューリップ型役物は、普図ゲームで大
当たりとなった場合に、一定期間だけその可動翼片を垂直位置から傾斜位置に変化させて
、第２始動入賞口への遊技球の進入を可能とする開放制御が行われる。この開放制御が行
われている間に遊技球が第２始動入賞口へ進入したことが第２始動口スイッチ２２Ｂによ
って検出されると、第２始動条件が成立することとなる（但し、第２特図保留記憶部５９
１Ｂに既に４つの保留記憶がされている状態となっている場合を除く）。普通可変入賞球
装置６Ｂを形成する電動チューリップ型役物の可動翼片が垂直位置となっている閉鎖制御
が行われているときには、本来的に第２始動入賞口へは遊技球が進入し得ないので、第２
始動条件を成立させることが禁止される（但し、後述するように開放制御の終了から所定
期間を経過するまでは、閉鎖制御が開始されても第２始動条件の成立が禁止されない）。
【０３１８】
　しかし、普通可変入賞球装置６Ｂを形成する電動チューリップ型役物の閉鎖制御が行わ
れている間でも、例えば、第２始動口スイッチ２２Ｂの信号線にノイズがのるなどして遊
技球が進入したものと誤検出されてしまうと（この場合、第２始動条件を成立させるもの
ではない）、乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データがラッチされる。このときにラッチされ
た数値データも、読み出しが行われない限り乱数値レジスタＲ２Ｄに保持されたままとな
る。その後、普図ゲームに当選して普通可変入賞球装置６Ｂを形成する電動チューリップ
型役物の開放制御が行われて第２始動入賞口に遊技球が入賞すると、今度は始動条件の成
立となるが、第２始動条件を成立させた第２始動入賞口への遊技球の入賞タイミングとは
異なるタイミングでラッチされた数値データによって大当たり抽選が行われてしまうとい
う新たな問題が生じることとなる。
【０３１９】
　これに対して、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、普通可変入賞球装置６
Ｂを形成する電動チューリップ型役物の閉鎖制御が行われている間の、そもそも第２始動
条件が成立し得ないときに乱数値レジスタＲ２Ｄに数値データがラッチされている場合に
は、ダミーで乱数値レジスタＲ２Ｄの数値データを読み出すようになっている。これによ
り、乱数ラッチフラグがクリアされ、新たな数値データの取込が可能な状態となる。この
ような場合にダミーで乱数値レジスタＲ２Ｄの数値データを読み出すものとしているため
、始動条件を成立させた第２始動入賞口６Ｂへの遊技球の入賞タイミングとは異なるタイ
ミングでラッチされた数値データを用いて大当たり抽選が行われてしまうことがない。
【０３２０】
　ところで、普通可変入賞球装置６Ｂを形成する電動チューリップ型役物の開放制御が終
了する直前に遊技球が第２始動入賞口へ入賞したときであっても、例えば、玉詰まりなど
が生じることによって、それが第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されるのが開放制
御が終了してしまった後となってしまう場合がある。この実施の形態にかかるパチンコ遊
技機１では、普通可変入賞球装置６Ｂを形成する電動チューリップ型役物の開放制御が終
了した後であっても、その後の所定期間の間に第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球
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の入賞が検出された場合には、乱数値レジスタＲ２Ｄにラッチされた数値データをダミー
で読み出すのではなく、通常通りに読み出して始動データとして記憶させるものとなって
いる（但し、第２特図保留記憶部５９１Ｂに既に４つの保留記憶がされている状態となっ
ている場合を除く）。従って、このような場合に、有効に第２始動条件が成立したものと
して、処理を行うことができるものとなる。
【０３２１】
　さらに、普通可変入賞球装置６Ｂを形成する電動チューリップ型役物の開放制御が終了
する直前に同時に２つの遊技球が第２始動入賞口へ入賞した場合などには、玉詰まりが生
じやすい。そして、２つの遊技球のうちで１番目の遊技球の入賞が開放制御が終了した後
の所定期間で第２始動口スイッチ２２Ｂにより検出されると、その所定期間を延長するも
のとしている。そして、延長された所定期間までに２番目の遊技球の入賞が第２始動口ス
イッチ２２Ｂにより検出されれば、各々の遊技球の第２始動口スイッチ２２Ｂによる検出
に対して抽出された数値データを、いずれも通常通りに読み出して始動データとして記憶
させるものとなっている（但し、第２特図保留記憶部５９１Ｂに既に４つの保留記憶がさ
れている状態となっている場合を除く）。従って、このような場合に、２つの遊技球の入
賞の何れによっても有効に第２始動条件が成立したものとして、処理を行うことができる
ものとなる。
【０３２２】
　一方、普通可変入賞球装置６Ｂを形成する電動チューリップ型役物の閉鎖制御が行われ
ている期間で、開放制御が終了した後の所定期間（延長された場合は、当該延長された期
間）でもない期間で第２始動口スイッチ２２Ｂの誤検出があった場合には、ダミーで乱数
値レジスタＲ２Ｄの数値データを読み出すとともに、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声の出
力によりエラー報知を行うものとしている。このような期間で第２始動口スイッチ２２Ｂ
が遊技球の入賞を誤検出したということは、第２始動口スイッチ２２Ｂの信号線にノイズ
を混入させる等の不正な行為が行われた可能性も高い。このような期間で第２始動口スイ
ッチ２２Ｂが遊技球の入賞を誤検出したときにエラー報知を行うことによって、このよう
な不正が行われることを抑止することができるようになる。
【０３２３】
　また、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれている状態では、この格納され
た数値データが読み出されるまで、格納されている数値データを保持する構成を採用して
いるが、この場合には、第１始動入賞口６Ａに遊技球が入賞しても始動条件が成立しない
場合、例えば、第１特図保留記憶部５９１Ａに既に４つの保留記憶がされている状態で第
１始動入賞口６Ａに遊技球が入賞すると、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データがラッチさ
れる。このときにラッチされた数値データも、読み出しが行われない限り乱数値レジスタ
Ｒ１Ｄに保持されたままとなる。その後、特図ゲームの終了して新たな特図ゲームが開始
されることとで第１特図保留記憶部５９１Ａの保留記憶が１つ減った後に第１始動入賞口
６Ａに遊技球が入賞すると、今度は始動条件の成立となるが、始動条件を成立させた第１
始動入賞口６Ａへの遊技球の入賞タイミングとは異なるタイミングでラッチされた数値デ
ータによって大当たり抽選が行われてしまうという新たな問題が生じることとなる。
【０３２４】
　これに対して、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、第１特図保留記憶部５
９１Ａの保留記憶に基づいて新たな特図ゲームが開始される時点で、乱数値レジスタＲ１
Ｄに数値データがラッチされているか否か、すなわち乱数ラッチフラグが設定されている
か否かを確認し、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データがラッチされている場合には、ダミ
ーで乱数値レジスタＲ１Ｄの数値データを読み出すようになっている。これにより、乱数
ラッチフラグがクリアされ、新たな数値データの取込が可能な状態となる。
【０３２５】
　このため、第１特図保留記憶部５９１Ａに既に４つの保留記憶がされている状態で第１
始動入賞口６Ａに遊技球が入賞することにより乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが格納
され、その状態が保持されていても、新たな特図ゲームが開始して保留記憶に空きができ
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ると同時に、乱数値レジスタＲ１Ｄに新たにラッチされた数値データを格納可能な状態と
なる。これにより、保留記憶が満杯の状態で乱数値レジスタＲ１Ｄに保持されていた数値
データ、すなわち始動条件を成立させた第１始動入賞口６Ａへの遊技球の入賞タイミング
とは異なるタイミングでラッチされた数値データを用いて大当たり抽選が行われてしまう
ことがない。
【０３２６】
　以上の効果は、乱数値レジスタＲ１Ｄを乱数値レジスタＲ２Ｄと、乱数ラッチフラグデ
ータＲＤＦＭ０を乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ１と、第１始動入賞口６Ａ及び第１始
動口スイッチ２２Ａを第２始動入賞口６Ｂ及び第２始動口スイッチ２２Ｂと、第１特図保
留記憶部５９１Ａを第２特図保留記憶部５９１Ｂと読み替えた場合にも、同様に生ずるも
のとなる。
【０３２７】
　さらに、図２７の遊技制御メイン処理においてステップＳ３５で遊技開始スイッチ３１
がオン操作されたと判定された後、ステップＳ４０で割込み許可状態とされる前に、乱数
値レジスタＲ１Ｄ、Ｒ２Ｄに数値データがラッチされているか否か、すなわち乱数ラッチ
フラグが設定されているか否かを確認し、乱数値レジスタＲ１Ｄ、Ｒ２Ｄに数値データが
ラッチされている場合には、ダミーで乱数値レジスタＲ１Ｄ、Ｒ２Ｄの数値データを読み
出すようになっている。一般に、電源投入時やシステムリセット時には、電源基板１０か
ら供給される電源電圧も不安定な状態となっており、第１始動入賞口スイッチ２２Ａや第
２始動口スイッチ２２Ｂの誤検出も起こりやすく、第１始動入賞口６Ａまたは第２始動入
賞口６Ｂに遊技球が入賞した訳でもないのに、乱数値レジスタＲ１Ｄ、Ｒ２Ｄに数値デー
タがラッチされてしまうという事態が発生しやすい。このような場合にダミーで乱数値レ
ジスタＲ１Ｄ、Ｒ２Ｄの数値データを読み出すものとしているため、始動条件を成立させ
た第１始動入賞口６Ａ、第２始動入賞口６Ｂへの遊技球の入賞タイミングとは異なるタイ
ミングでラッチされた数値データを用いて大当たり抽選が行われてしまうことがない。
【０３２８】
　また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値を“０
０”以外の値とすることにより、システムリセットや電源投入に基づき初期設定処理が実
行されるごとに所定の時間範囲で変化する可変設定時間を、セキュリティ時間に含まれる
時間成分として設定することができる。これにより、パチンコ遊技機１の電源投入やシス
テムリセット等による動作開始タイミングから、乱数回路５０９の動作開始タイミングや
更新される数値データなどを特定することが困難になり、遊技制御処理プログラムの解析
結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定タイミングで不正信
号を入力することで、不正に大当り遊技状態を発生させるなどの行為を、確実に防止する
ことができる。
【０３２９】
　また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値を“０
００”以外の値とすることにより、固定時間に加えて予め選択可能な複数の延長時間のい
ずれかを、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定することができる。これによ
り、パチンコ遊技機１の電源投入やシステムリセット等による動作開始タイミングから、
乱数回路５０９の動作開始タイミングや更新される数値データなどを特定することが困難
になり、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基
板」を接続して所定タイミングで不正信号を入力することで、不正に大当り遊技状態を発
生させるなどの行為を、確実に防止することができる。
【０３３０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵又は外付けられた乱数回路５０９では、
ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、乱数ラッチセレクタ５５８Ａ及び乱数値レジスタ５
５９Ａの組合せにより、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８
Ｂ及び乱数値レジスタ５５９Ｂの組合せとは別個に、乱数値となる数値データを更新する
ように、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮにおける数値データを取り込
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んで記憶する。これにより、例えば第１及び第２始動入賞口といった、複数の始動領域に
遊技球が同時に進入して始動入賞が発生したときでも、正確な乱数値となる数値データを
取得することができる。また、クロック用フリップフロップ５５２、乱数生成回路５５３
及び乱数列変更回路５５５などは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、乱数ラッチセレ
クタ５５８Ａ及び乱数値レジスタ５５９Ａの組合せと、ラッチ用フリップフロップ５５７
Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ及び乱数値レジスタ５５９Ｂの組合せとに対して、共通
化されており、乱数生成回路５５３に供給されることによりカウント値順列ＲＣＮや乱数
列ＲＳＮの更新に用いられる乱数更新クロックＲＧＫは、各組合せに共通の乱数更新用ク
ロック信号となる。これにより、乱数回路５０９における回路構成を簡素化することがで
き、パチンコ遊技機１の製造コストを削減することができる。そして、ラッチ用フリップ
フロップ５５７Ａ、５５７Ｂはそれぞれ、互いに共通のクロック用フリップフロップ５５
２にて生成されたラッチ用クロックＲＣ０を分岐点ＢＲ１で分岐したことにより、互いに
共通の周期で信号状態が変化するラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２を用いて、乱数値とな
る数値データを取得するための始動入賞時ラッチ信号ＳＬ１や始動入賞時ラッチ信号ＳＬ
２を生成する。これによっても、乱数回路５０９における回路構成の簡素化や、パチンコ
遊技機１における製造コストの削減を図ることができる。
【０３３１】
　また、乱数用クロック生成回路１１２により生成される乱数用クロックＲＣＬＫの発振
周波数と、制御用クロック生成回路１１１により生成される制御用クロックＣＣＬＫの発
振周波数とは、互いに異なっており、また、一方の発振周波数が他方の発振周波数の整数
倍となることもない。そのため、乱数回路５０９のクロック用フリップフロップ５５２に
より生成される乱数更新クロックＲＧＫやラッチ用クロックＲＣ０の発振周波数は、乱数
用クロックＲＣＬＫの発振周波数の１／２となるが、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波
数や、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数の１／２となる内部システムクロックＳＣＬ
Ｋの発振周波数とは、異なるものとなる。こうして、制御用クロックＣＣＬＫや内部シス
テムクロックＳＣＬＫと、乱数更新クロックＲＧＫとに同期が生じることを防ぎ、ＣＰＵ
５０５の動作タイミングからは、乱数回路５０９にて乱数生成回路５５３や乱数列変更回
路５５５により生成される乱数列ＲＳＮにおける数値データの更新タイミングを特定する
ことが困難になる。これにより、ＣＰＵ５０５の動作タイミングから乱数回路５０９にお
ける乱数値となる数値データの更新動作を解析した結果に基づく狙い撃ちなどを、確実に
防止することができる。また、ラッチ用クロックＲＣ０を分岐することにより生成される
ラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２の発振周波数も、制御用クロックＣＣＬＫや内部システ
ムクロックＳＣＬＫの発振周波数とは、異なるものとなる。こうして、制御用クロックＣ
ＣＬＫや内部システムクロックＳＣＬＫと、ラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２とに同期が
生じることを防ぎ、ＣＰＵ５０５の動作タイミングからは、乱数回路５０９にて乱数値と
なる数値データが取り込まれる動作タイミングを特定することが困難になる。これにより
、ＣＰＵ５０５の動作タイミングから乱数回路５０９における乱数値となる数値データの
取込動作を解析した結果に基づく狙い撃ちなどを、確実に防止することができる。
【０３３２】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＰＵ５０５は、例えば図２７に
示すステップＳ３３における設定処理として、図２８に示すような乱数回路設定処理など
を実行して、乱数回路５０９における乱数値の生成動作を開始させた後、主基板１１に設
置された遊技開始スイッチ３１のオン操作が検出されるまでは、ステップＳ３５の処理を
繰り返し実行して、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するための遊技制御処理
の実行を開始させない。これにより、遊技制御処理の開始タイミングからは、乱数回路５
０９の動作開始タイミングや数値データの更新動作を特定することが困難になる。したが
って、遊技制御処理の開始タイミングを解析した結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶ
ら下げ基板」の接続による不正信号の入力などを、確実に防止することができる。なお、
乱数回路５０９が遊技制御用マイクロコンピュータ１００に外付けされる場合には、例え
ばＣＰＵ５０５がステップＳ３５の処理を実行するより前に、乱数回路５０９がＣＰＵ５
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０５における処理とは独立して、プログラム管理エリアの記憶データに基づく初期設定を
行ってから、乱数値の生成動作を開始すればよい。
【０３３３】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９では、
第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値が“１”とされたことに
対応して、乱数生成回路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮや乱数列変更回路５
５５から出力される乱数列ＲＳＮにおける数値データのスタート値を、システムリセット
毎に変更することができる。これにより、たとえ乱数回路５０９の動作開始タイミングを
特定することができたとしても、乱数回路５０９が備える乱数値レジスタ５５９Ａや乱数
値レジスタ５５９Ｂから読み出される数値データを特定することは困難になり、遊技制御
処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」の接続による
不正信号の入力などを、確実に防止することができる。
【０３３４】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備える外部バスインタフェース５０１では、
内部リソースアクセス制御回路５０１Ａにより、例えばＲＯＭ５０６の記憶データといっ
た、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データにつき、ＣＰＵ５０５等の内部
回路以外による外部読出が制限される。これにより、例えばＲＯＭ５０６に記憶されてい
るゲーム制御用のユーザプログラムといった、遊技制御処理プログラムが遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００の外部から読み出されて解析などに提供されることを防止できる
。そして、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ
基板」の接続による不正信号の入力などを、確実に防止することができる。
【０３３５】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９では、
周波数監視回路５５１により乱数用クロックＲＣＬＫにおける周波数異常が検知されたと
きに、内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］に格納される内部情報データＣＩＦ４
のビット値が“１”に設定される。そして、ＣＰＵ５０５では、例えば図２９に示すステ
ップＳ６３にて内部情報データＣＩＦ４の読出値が“１”であると連続して判定された回
数が、ステップＳ６５にてクロック異常判定値に達したと判定されたときに、乱数回路５
０９の動作状態に異常が発生したと判定する。これにより、乱数用クロックＲＣＬＫとし
て不正信号を入力することによる不正行為を確実に防止することができる。
【０３３６】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＰＵ５０５は、例えば図２９に
示すステップＳ７１の処理を繰り返し実行することなどにより、乱数回路５０９に対する
ラッチ信号の出力に相当する乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴへのビット値“１”の書き
込みを行い、乱数値レジスタ５５９Ａや乱数値レジスタ５５９Ｂに格納された数値データ
を複数回読み出す。そして、ステップＳ７２～Ｓ７４の処理を実行することなどにより読
み出した数値データの全ビットを監視して、変化しないビットデータの有無に基づき、ス
テップＳ７６にて乱数回路５０９の動作状態に異常が発生したか否かを判定する。これに
より、乱数回路５０９の動作状態に異常が発生していることを確実かつ容易に検知して、
不正行為を防止することができる。
【０３３７】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９では、
普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口での遊技球の始動入賞が第１始動口スイッ
チ２２Ａにより検出されたときに、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、乱数ラッチセレ
クタ５５８Ａ及び乱数値レジスタ５５９Ａの組合せにより、乱数値となる数値データを更
新するように、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮにおける数値データを
取り込んで記憶する。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口で
の遊技球の始動入賞が第２始動口スイッチ２２Ｂにより検出されたときには、ラッチ用フ
リップフロップ５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ及び乱数値レジスタ５５９Ｂの組
合せにより、乱数値となる数値データを更新するように、乱数列変更回路５５５から出力
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される乱数列ＲＳＮにおける数値データを取り込んで記憶する。これにより、短時間のう
ちに第１始動入賞口と第２始動入賞口の双方に遊技球が進入（始動入賞）したときでも、
一方の始動入賞に対応して取得された乱数値が、他方の始動入賞に対応した乱数値として
用いられてしまう不都合を、確実に防止することができる。
【０３３８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＰＵ５０５は、図３５に示すス
テップＳ２５４にて特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データが大当り判定値
データと合致したときに、ステップＳ２５６にて図２４に示す大当り種別決定テーブル１
３１を使用テーブルとしてセットした後、ステップＳ２５７にて大当り種別を複数種類の
いずれかに決定する。そして、大当り種別決定テーブル１３１では、第１特別図柄表示装
置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを開始するための第１開始条件が成立したこと
に基づいて大当り種別を複数種類のいずれかに決定する場合と、第２特別図柄表示装置４
Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開始条件が成立したことに基
づいて大当り種別を複数種類のいずれかに決定する場合とで、大当り種別が「突確」に決
定される割合を異ならせるように、テーブルデータが構成されている。これにより、第１
開始条件と第２開始条件のいずれが成立したかに応じて２ラウンド大当り状態に制御され
ることに対する遊技者の期待感を異ならせ、遊技興趣を向上させることができる。特に、
第２開始条件が成立したときには大当り種別を「突確」には決定しないようにすることで
、例えば確変状態や時短状態といった第２始動入賞口が拡大開放状態に制御されやすい期
間において、大当り種別が「突確」となることで遊技興趣が低下することを防止でき、確
変状態や時短状態において賞球が払い出される頻度を高めることができる。
【０３３９】
　電源基板１０には、例えば図３に示すようなクリアスイッチ３０４が設置されている。
そして、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５は、図２７に示すステッ
プＳ２７にてクリアスイッチ３０４のオン操作がなされたと判定したときに、ステップＳ
３１及びステップＳ３２の処理を実行することにより、乱数回路５０９の動作状態を含め
た遊技制御の初期化を行う。そして、遊技開始スイッチ３１が例えば図２に示すように主
基板１１に設置されることにより、乱数回路５０９の動作状態を初期化してから遊技制御
処理プログラムの実行を開始させるには、電源基板１０に設置されたクリアスイッチ３０
４と主基板１１に設置された遊技開始スイッチ３１の双方に対するオン操作が要求される
ので、狙い撃ちなどによる不正行為を防止することができる。
【０３４０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９は、第
２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値が“１”である場合に、例
えばＣＰＵ５０５が図２８に示すステップＳ５５の処理を実行したことなどに対応して、
システムリセット毎に乱数値となる数値データのスタート値を変更する。このときには、
例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたフリーランカウンタのカウン
ト値などを用いて、システムリセット毎に変更されるスタート値を決定すればよい。これ
により、システムリセット等のタイミングにより異なる初期値決定用データを用いて初期
値を決定することができ、狙い撃ちなどによる不正行為を防止することができる。
【０３４１】
　本発明は、上記の実施の形態に限られず、種々の変形、応用が可能である。以下、本発
明に適用可能な上記の実施の形態の変形態様について説明する。
【０３４２】
　上記実施の形態では、普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片
が傾斜位置となる開放制御が行われている開放期間、及び該開放期間が終了した後の所定
期間の何れの期間でもないときに第２始動口スイッチ２２Ｂの検出信号が出力されて乱数
値レジスタ５５９Ｂに取り込まれた数値データは、該数値データが取り込まれると即座に
読み出されて、破棄されるものとなっていた。もっとも、第２始動条件が成立したタイミ
ングで乱数値レジスタ５５９Ｂに取り込まれた数値データを用いて大当たり抽選が行われ
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ることを目的とするのであれば、遅くとも、該第２始動条件の成立の禁止が解除されるこ
ととなる普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップ型役物が次に開放制御され
るまでに乱数値レジスタ５５９Ｂに取り込まれた数値データを読み出せばよい。すなわち
、開放期間、及び該開放期間が終了した後の所定期間の何れの期間でもないときに乱数値
レジスタ５５９Ｂに取り込まれた数値データは、第２始動口スイッチ２２Ｂの検出信号が
出力により数値データが取り込まれたときから、普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動
チューリップ型役物が次に開放制御されるまでの任意のタイミングで、読み出して破棄す
るものとすることができる。
【０３４３】
　上記の実施の形態では、遊技球が第１始動入賞口６Ａまたは第２始動入賞口６Ｂに入賞
し、これに基づいて始動条件が成立したときに、第１始動入賞口６Ａまたは第２始動入賞
口６Ｂへの入賞により取り込まれた数値データ（乱数）そのものを第１特図記憶部５９１
Ａまたは第２特図保留記憶部５９１Ｂに記憶させておくものとしていた。そして、大当た
り抽選や大当たり種別抽選などは、特別図柄及び飾り図柄の変動表示を開始させるときに
おいて第１特図記憶部５９１Ａまたは第２特図保留記憶部５９１Ｂに記憶させていた乱数
に基づいて実行するものとしていた。これに対して、遊技球が第１始動入賞口６Ａまたは
第２始動入賞口６Ｂに入賞し、これに基づいて始動条件が成立したら、第１始動入賞口６
Ａまたは第２始動入賞口６Ｂへの入賞により取り込まれた乱数に基づいて大当たり抽選や
大当たり種別抽選なども行ってしまい、その抽選結果を第１特図記憶部５９１Ａまたは第
２特図保留記憶部５９１Ｂに記憶させておくものとしてもよい。
【０３４４】
　上記実施の形態では、図２６に示すステップＳ４にて設定される延長時間が、セキュリ
ティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値に対応して、予め選択可
能な複数の延長時間のいずれかとなり、この延長時間はシステムリセット毎に変更されな
いものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えばＲＯＭ５０
６に記憶されたユーザプログラムにおける設定などにより、固定時間に加算される延長時
間を、システムリセット毎に複数の延長時間のいずれかに決定するようにしてもよい。こ
の場合には、ステップＳ４にて設定される延長時間がいずれも、ステップＳ８にて設定可
能な最長の可変設定時間に比べて、長くなるように定義しておく。そして、ステップＳ４
では大まかな延長時間を決定した後、ステップＳ８では詳細な延長時間を決定すればよい
。これにより、パチンコ遊技機１の電源投入時やシステムリセット時にセキュリティモー
ドとなるセキュリティ時間を、システムリセット毎に大きく変化させることが可能になり
、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開始タイミングや更
新される数値データなどを特定することが、より困難になる。
【０３４５】
　また、例えば図２６に示すステップＳ４にて設定される延長時間などは、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００を構成するチップ毎に付与されるＩＤナンバーを用いて決定さ
れるようにしてもよい。一例として、ＩＤナンバーに所定のスクランブル処理を施す演算
や、ＩＤナンバーを用いた加算・減算・乗算・除算などの演算の一部又は全部を実行して
、算出された値に対応して延長時間を設定してもよい。この場合には、例えばシステムリ
セット毎に延長時間を決定するために用いる演算式を変更することなどにより、システム
リセット毎に延長時間がランダムに決定されるようにしてもよい。さらに、例えばＩＤナ
ンバーを用いて延長時間を決定するための演算式をシステムリセット時に格納したフリー
ランカウンタのカウント値に対応して決定するといったように、フリーランカウンタのカ
ウント値と、ＩＤナンバーとを組み合わせて使用することなどにより、システムリセット
毎に延長時間がランダムに決定されるようにしてもよい。また、乱数回路５０９にて生成
される乱数のスタート値をシステムリセット毎に変更する場合にも、フリーランカウンタ
のカウント値と、ＩＤナンバーとを組み合わせて使用することなどにより、乱数のスター
ト値を決定してもよい。
【０３４６】
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　上記実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部に設けられた乱数
用クロック生成回路１１２により、制御用クロック生成回路１１１で生成される制御用ク
ロックＣＣＬＫの発振周波数とは異なる発振周波数を有する乱数用クロックＲＣＬＫを生
成して、乱数回路５０９に供給するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれ
に限定されず、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ５０５に供給されるクロ
ック信号と、乱数回路５０９に供給されるクロック信号とが、共通のクロック生成回路に
含まれる１つの発振器により生成された発振信号を用いて、生成されるようにしてもよい
。この場合には、例えば乱数用クロックＲＣＬＫと制御用クロックＣＣＬＫをそれぞれ生
成するための分周器などを設け、ラッチ用クロックＲＣ０、ＲＣ１、ＲＣ２と制御用クロ
ックＣＣＬＫあるいは内部システムクロックＳＣＬＫとの同期が生じにくくなるように、
各分周器における分周比などを設定すればよい。制御用クロック生成回路１１１と乱数用
クロック生成回路１１２とは、その全部又は一部が、遊技制御用マイクロコンピュータ１
００の内部に設けられてもよいし、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部に設け
られてもよい。
【０３４７】
　上記実施の形態では、乱数回路５０９が乱数用クロック生成回路１１２により生成され
た乱数用クロックＲＣＬＫの供給を受け、クロック用フリップフロップ５５２により、乱
数更新クロックＲＧＫとラッチ用クロックＲＣ０とを生成するものとして説明した。しか
しながら、この発明はこれに限定されず、例えば乱数用クロック生成回路１１２といった
、乱数回路５０９の外部において、乱数更新クロックＲＧＫやラッチ用クロックＲＣ０と
なる発振信号が生成されるようにしてもよい。あるいは、乱数回路５０９の内部にて、乱
数更新クロックＲＧＫを生成するための回路と、ラッチ用クロックＲＣ０を生成するため
の回路とを、別個に設けるようにしてもよい。一例として、クロック用フリップフロップ
５５２と同様のフリップフロップにより乱数更新クロックＲＧＫを生成する一方で、乱数
更新クロックＲＧＫの信号状態を反転させる反転回路を設け、その反転回路から出力され
る信号を、ラッチ用クロックＲＣ０として用いるようにしてもよい。
【０３４８】
　上記実施の形態では、クリアスイッチ３０４が電源基板１０に設置され、遊技開始スイ
ッチ３１がクリアスイッチ３０４とは別個に主基板１１に設置されるものとして説明した
。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば電源基板１０及び主基板１１のい
ずれか一方にて、クリアスイッチ３０４と遊技開始スイッチ３１とを兼用する１つのスイ
ッチを設置してもよい。これにより、例えば遊技開始スイッチ３１をテープ止めして固定
するなどの不正行為がなされたときでも、クリアスイッチ３０４が同時に作動して制御内
容がクリア（初期化）されることになるため、狙い撃ちなどによる不正行為を防止するこ
とができる。ただし、上記実施の形態では、図２６に示すステップＳ４にて延長時間を設
定することや、ステップＳ８にて可変設定時間を設定することにより、セキュリティモー
ドとなるセキュリティ時間を変更することができるので、クリアスイッチ３０４と遊技開
始スイッチ３１とを兼用しない場合に、たとえ遊技開始スイッチ３１に対する不正行為が
なされたとしても、パチンコ遊技機１の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開
始タイミングやソフトウェアによる乱数更新動作の開始タイミングなどを特定することは
困難であり、狙い撃ちなどによる不正行為を防止する効果は十分に高いものとなっている
。
【０３４９】
　上記実施の形態では、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データや加算値決
定用の乱数値ＭＲ６を示す数値データといった、主基板１１で用いられる乱数値を設定す
る際に、ソフトウェアによる加工を行うものとして説明した。しかしながら、この発明は
これに限定されず、例えば演出制御基板１２といった、サブ側の制御基板で用いられる乱
数値を設定する際にも、ソフトウェアによる加工を行ってもよい。一例として、演出制御
基板１２に搭載された演出制御用マイクロコンピュータ１２０のＣＰＵが、飾り図柄の可
変表示における確定飾り図柄となる最終停止図柄を決定するために用いる乱数値や、予告
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演出を実行するか否かを決定するために用いる乱数値などについて、ソフトウェアによる
加工を行って設定するようにしてもよい。
【０３５０】
　上記実施の形態では、例えばＲＯＭ５０６における記憶データの全部又は一部といった
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の内部データの外部読出を、外部バスインタフ
ェース５０１が備える内部リソースアクセス制御回路５０１Ａにより制限するものとして
説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００にてＲＯＭ５０６の記憶データを外部読出するための接続端子などを、パ
チンコ遊技機１の提供者において外部装置が接続不能に封止することなどにより、ＲＯＭ
５０６の外部読出などを制限できるようにしてもよい。
【０３５１】
　上記実施の形態では、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口と、普通可変入賞
球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口とが、複数の始動領域として設けられるものとして
説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば３個以上といった複数の
始動領域が設けられるものであってもよい。この場合、各始動領域にて遊技球の始動入賞
が検出されたことに基づき、互いに異なる特別図柄を用いた特図ゲームを実行するための
始動条件が成立するようにしてもよい。あるいは、例えば３個以上の始動領域のうちで、
一部（少なくとも２個）の始動領域にて遊技球の始動入賞が検出されたことに基づき、同
一の特別図柄を用いた特図ゲームを実行するための始動条件が成立するようにしてもよい
。また、複数の始動領域のうち、いずれの始動領域にて遊技球の始動入賞が検出された場
合でも、共通する１個（あるいは１組）の特別図柄を用いた特図ゲームを実行するための
始動条件が成立するようにしてもよい。この場合には、複数の始動領域において遊技球の
始動入賞が検出された順番と同一の順番で、特図ゲームを開始するための開始条件が成立
するようにしてもよい。あるいは、複数の始動領域に優先順位を付け、優先順位が高い始
動領域にて遊技球の始動入賞が検出されたことに基づく特図ゲームを開始するための開始
条件を、優先順位が低い始動領域にて遊技球の始動入賞が検出されたことに基づく開始条
件よりも、優先的に成立させるようにしてもよい。
【０３５２】
　上記実施の形態では、可変表示結果が「小当り」となったことに基づいて小当り遊技状
態に制御され、小当り遊技状態が終了した後には、遊技状態の変更が行われない。その一
方で、可変表示結果が「大当り」となる場合に大当り種別が「突確」となったことに基づ
いて２ラウンド大当り状態に制御され、２ラウンド大当り状態が終了した後には、確変状
態に制御されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、大当
り種別が「突確」となる場合や可変表示結果が「小当り」となる場合に代えて、あるいは
、これらの場合に加えて、「突然時短」や「突然通常」となる場合を設けるようにしても
よい。一例として、「突然時短」と「突然通常」は、可変表示結果が「大当り」となる場
合における大当り種別に含まれるものとする。この場合、大当り種別決定テーブル１３１
は、変動特図指定バッファ値に応じて、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を、「突然時短
」や「突然通常」の大当り種別に割り当てるテーブルデータが含まれるように構成されれ
ばよい。そして、可変表示結果が「大当り」となる場合に大当り種別が「突然時短」とな
るときには、大当り種別が「突確」の場合と同様にして２ラウンド大当り状態に制御され
、２ラウンド大当り状態が終了した後には、大当り種別が「突確」の場合とは異なり時短
状態に制御される。他方、可変表示結果が「大当り」となる場合に大当り種別が「突然通
常」となるときには、大当り種別が「突確」の場合と同様にして２ラウンド大当り状態に
制御され、２ラウンド大当り状態が終了した後には、大当り種別が「突確」の場合とは異
なり通常状態に制御される。これにより、２ラウンド大当り状態の終了後に制御される遊
技状態に対する遊技者の期待感を高め、遊技興趣を向上させることができる。
【０３５３】
　上記実施の形態では、可変表示結果が「大当り」となったことに基づく大当り遊技状態
が終了した後に、確変状態や時短状態といった遊技状態に制御できるものとして説明した
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。そして、確変状態や時短状態では、第２始動入賞口に遊技球が進入する可能性を高めて
第２始動条件が成立しやすくなることで遊技者にとって有利となる制御が行われるものと
して説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば確変状態には、継続
して確変制御が行われるとともに、第２始動入賞口に遊技球が進入する可能性を高める有
利開放制御が行われる高確高ベース状態と、確変制御は行われるが有利開放制御は行われ
ない高確低ベース状態とが含まれるようにしてもよい。また、時短状態には、特図変動時
間が短縮されるとともに有利開放制御が行われる低確高ベース状態と、特図変動時間は短
縮されるが有利開放制御は行われない低確低ベース状態とが含まれるようにしてもよい。
一例として、大当り種別が「第１確変」～「第３確変」、「突確」のいずれであるかに対
応して、大当り遊技状態の終了後に、高確高ベース状態と高確低ベース状態のいずれかに
制御されるようにしてもよい。他の一例として、大当り種別が「第１確変」～「第３確変
」、「突確」のいずれであるかに応じて、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態と
高確低ベース状態のいずれかに制御される割合を、互いに異ならせるようにしてもよい。
【０３５４】
　上記実施の形態では、画像表示装置５の表示領域において、「左」、「中」、「右」の
飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが設けられ、各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５
Ｒにて１個の飾り図柄が停止表示されることで、予め定められた１個の有効ライン上に最
終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示されるものとして説明した。しかしながら、こ
の発明はこれに限定されず、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ
、５Ｃ、５Ｒにて「上段」、「中段」、「下段」の３カ所に飾り図柄を停止表示可能とし
、５個あるいは８個の有効ライン上に最終停止図柄となる確定飾り図柄が停止表示される
ようにしてもよい。
【０３５５】
　上記実施の形態では、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂを備え
たパチンコ遊技機１について説明したが、１つの特別図柄表示装置が設けられたパチンコ
遊技機にも本発明の一部を適用することができる。この場合には、例えば図１３に示す乱
数回路５０９が備えるラッチ用フリップフロップ５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ
及び乱数値レジスタ５５９Ｂの組合せを不使用とする一方、セキュリティ時間をシステム
リセット毎に所定の時間範囲で変化させたり、セキュリティ時間を固定時間に加えて予め
選択可能な複数の延長時間のいずれかに設定したりすることができればよい。
【０３５６】
　その他にも、パチンコ遊技機１の装置構成、データ構成、フローチャートで示した処理
、画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示動作を含めた各種の演出動作などは
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可能である。加えて、本発明
の遊技機は、入賞球の検出に応答して所定数の賞球を払い出す払出式遊技機に限定される
ものではなく、遊技球を封入し入賞球の検出に応答して得点を付与する封入式遊技機にも
適用することができる。
【符号の説明】
【０３５７】
　１　パチンコ遊技機
　４Ａ、４Ｂ　特別図柄表示装置
　５　画像表示装置
　１１　主基板
　１２　演出制御基板
　２２Ａ、２２Ｂ　始動口スイッチ
　３１　遊技開始スイッチ
　１００　遊技制御用マイクロコンピュータ
　５０１　外部バスインタフェース
　５０１Ａ　内部リソースアクセス制限回路
　５０２　クロック回路
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　５０３　固有情報記憶回路
　５０４　リセット／割込みコントローラ
　５０５　ＣＰＵ
　５０６　ＲＯＭ
　５０７　ＲＡＭ
　５０８　ＣＴＣ
　５０９　乱数回路
　５１０　ＰＩＰ
　５１１　シリアル通信回路
　５１２　アドレスデコード回路
　５５１　周波数監視回路
　５５２　クロック用フリップフロップ
　５５３　乱数生成回路
　５５４　スタート値設定回路
　５５５　乱数列変更回路
　５５６　乱数列変更設定回路
　５５７Ａ、５５７Ｂ　ラッチ用フリップフロップ
　５５８Ａ、５５８Ｂ　乱数ラッチセレクタ
　５５９Ａ、５５９Ｂ　乱数値レジスタ

【図１】 【図２】
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